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改修特記仕様書（１）共通事項・仮設工事

改修特記仕様書（２）

改修特記仕様書（３）

改修特記仕様書（４）

改修特記仕様書（５）

改修特記仕様書（６）

設計概要・面積表・付近見取図・改修前･後配置図

改修前・後 仕上表

改修前 立面図

改修後 立面図

改修前・後 １階平面図

改修前・後 ２階平面図
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改修前 １階・２階平面詳細

改修後 １階・２階平面詳細

改修前 断面詳細図

改修後 断面詳細図

改修後 展開図

改修前・後 天井伏図

改修前・後 床伏図

改修後 建具表・建具指示図

改修後 設備機器リスト

改修前・後 外構図

改修後 24時間常時換気設備

Ｋ－０１ 仮設計画図

Ａ－１４ 改修前・後 屋根伏図 Ｅ－０１

Ｅ－０２

Ｅ－０３

Ｅ－０４

特記仕様書（電気設備の部） Ｍ－０１

Ｍ－０２

Ｍ－０３

Ｍ－０４

Ｍ－０５

特記仕様書（１）（機械設備の部）

特記仕様書（２）（機械設備の部）照明器具姿図・弱電機器・凡例

改修前 電灯コンセント平面詳細図

改修後 電灯コンセント平面詳細図

改修前・後 配置図

桝改修図

衛生換気機器表・浄化槽改修図

Ｍ－０６

Ｍ－０７

改修前 給排水衛生設備平面詳細図

改修後 給排水衛生設備平面詳細図

改修特記仕様書（７） 工程表

図　　面　　リ　　ス　　ト

市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事

令和８年度

(Ａ２からＡ３への70.7%縮小版)



工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文
A3:A2×70.7%

Ａ－０１市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事 改修特記仕様書（１）

共通事項・仮設工事

章 項目 特記事項 章 項目 特記事項 章 項目 特記事項
特記仕様書：　共通事項・仮設工事

１ ・別表１　建築物に係る解体工事 １ ３）標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の １ 16 工事写真 　工事写真の撮り方/建築、及び同/建築設備（建設大臣官房官庁営繕部監修）
を参考に撮影する。　　　提出部数　1　部１．共通仕様 工程ごとの作業内容及び解体方法 指定する工法とする。

（１）図面及び特記仕様に記載されていない事項は、三重県公共工事共通仕様書及び「公共建築工事標準 共 工　      程 作業内容 分別・解体の方法 共 ４）本工事に使用する材料は、次の①～⑥ 共
通 ・建築設備、内装材等 ・ 有 ・ 手作業 通 の事項を満たすものとし、この証明となる資料（外部機関が発行する証 通 17 完成写真 撮影箇所数　・外観4面程度
事 ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用 事 明書の写し等）を監督職員に提出し承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 事 本完成写真の著作者の権利は、発注者に委譲するものとする。

（２）電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれ 項 ・屋根ふき材 ・ 有 ・ 手作業 項 職員に承諾を受けた場合はこの限りでない。 項 提出内容
の工事仕様書を適用する。 ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用 ・電子データ　１部

・外装材・上部構造部分 ・ 有 ・ 手作業 ①品質及び性能に関する試験データを整備していること。 画素：長辺で2880ＰＩＸ以上
・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用 ②生産施設及び品質の監理を適切に行っていること。 記録方式：ＲＧＢ（フルカラー）、ＪＰＥＧ最高画質

（３）改修工事を本工事に含む場合は、改修工事は改修工事の工事仕様書を適用する。 ・基礎、基礎ぐい ・ 有 ・ 手作業 ③安定的な供給が可能であること。 記録媒体：ＣＤ－Ｒ（ＩＳＯ）
改修工事の工事仕様書は（　　／　　）図による。 ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用 ④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を所得していること。

（４）受注者は建築基準法第７条の定めによる完了検査（同法第７条の３の定めによる中間検査を含む） ・その他 ・ 有 ・ 手作業 ⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 アルバム（大きさ335mm×290mm程度）　・無し　・有り
時には、特定行政庁（建築主事等）が求める検査に必要な資料（報告書等）を用意すること。 　（　　　　　　　　　） ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用 ⑥販売、保守等のの営業体制を整えていること。

２．特記仕様 18 事故報告 　工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、
（１）項目は、番号に　印の付いたものを適用する。 ・別表２　建築物に係る新築工事等（・新築  ・増築  ・修繕  ・模様替） 事故発生報告書を監督職員に速やかに提出すること。
（２）特記事項の中で選択する事項（・印の付いたもの）は、・ 印の付いたものを適用する。 工程ごとの作業内容及び解体方法 ・ 有 ・ 無 

工　      程 作業内容 分別・解体の方法 ・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 19 養生その他 工事施工に際し、在来部分を汚損又は損傷した場合は、構造・仕上げ共、在来
・造成等 ・ 有 ・ 手作業 ・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） にならい補修する。

（３）特記事項に記載の [　.　.　] 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用 ・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
（４）受注者は、南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する ・基礎、基礎ぐい ・ 有 ・ 手作業 ・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 20 消防提出書類 ・消火器の設置届については、電気及び機械設備について設置届が不要な場合は

情報（臨時）が気象庁から出された場合には、工事中断の措置をとるものとし、これに伴う必要な ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用 、建築にて設置届を提出するものとする。
補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。 ・外装材、上部構造部分 ・ 有 ・ 手作業 ・防火対象物使用開始届については書類作成（建築図面の用意及び建築に関する
上記事実が発生した場合は、契約書第26条（臨機の措置）の規定による。 ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用 部分の記述）を行うこと。

（５）標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法等を明示し ・屋根 ・ 有 ・ 手作業 ６）製材等、フローリング又は再生木質ボードを仕様する場合は、
ている場合において、それらが関係法令の改正等により（条例を含む）に抵触する場合には、関係 ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用 21 主任技術者又 ・現場施工に着手するまでの期間
法令等の遵守[1.1.13]の規定を優先する。 ・建築設備、内装等 ・ 有 ・ 手作業 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの（現場事務所の設置、資機材のは監理技術者

・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用 搬入又は仮設工事等が開始されるまでの）期間については、主任技術者又は監理の専任を要し
ない期間・その他 ・ 有 ・ 手作業 ７）本工事に使用する木材は、品質が求められる水準以上であれば、 技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、章 項目 特記事項

　（　　　　　　　　　） ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用 請負契約締結後、監督職員との打合せにおいて定める。
１ 1 適用基準等 建築工事標準詳細図　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修（令和4年版） ・検査終了後の期間

各図面において、（○－○○－○）内の数字は適用する上記詳細番号を示す。 ・別表３　建築物以外の物に係る解体工事又は新築工事等（・外構  ・工作物等） 　検査完了後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）
共 工程ごとの作業内容及び解体方法 、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理工事写真の撮り方（改訂第二版）建築編　建設大臣官房官庁営繕部監修
通 工　      程 作業内容 分別・解体の方法 技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が
事 ・建築物解体工事共通仕様書同解説 ・仮設 ・ 有 ・ 手作業 工事の完成を確認した旨、請負者に通知した日とする。
項 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（平成31年版） ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用

・土工 ・ 有 ・ 手作業
・　三重県建設副産物処理基準

・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用
2 工事実績情報 [1.1.4] ・基礎 ・ 有 ・ 手作業
　の登録 請負代金額が５００万円以上（消費税込み）の元請負人は、工事実績情報を ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用

（財）日本建設情報総合センターの工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）に登 ・本体構造 ・ 有 ・ 手作業
録するものとする。 ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用
なお、登録内容を訂正する必要が生じた場合は、標準仕様書に記載された登録 ・本体付属品 ・ 有 ・ 手作業
の手順に準じて訂正するものとする。 ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用
また、変更契約日と工事完了日の間が、１０日に満たない場合は、変更契約時 ・その他 ・ 有 ・ 手作業

の登録を省略することができるものとする。 　（　　　　　　　　　） ・ 無 ・ 手作業と機械作業の併用
手作業・機械作業を併用する理由

3 概成工期 [1.2.1] 建築設備の取り外し　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
[3.2.5]　総合試運転調整を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね 内装材料の取り外し　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 9 建設発生土 ・構外搬出適切処理

屋根ふき材の取り外し（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）   の処理 ・14日前までに支障のない状態まで完了していること。

4 電気保安 ・適用する [1.3.3]
　技術者

10 建設汚泥の 本工事で建設汚泥が発生する場合は「建設汚泥の再生利用に関するガイドライ
5 施工条件 [1.3.5] 　処理 ンの策定について」（国営計第36号　平成18年 6月12日）、「建設汚泥の再生利

・施工時間　　　　　　（・指定なし　・　　　　　　　　　　　　　　） 用に関する実施要領について」（国営計第38号　平成18年 6月12日）に基づき建
・施工順序　　　　　　（・指定なし　・図示　・　　　　　　　　　　） 設汚泥の再生利用を行う。
・工事用車両の駐車場　（・指定なし　・図示　・　　　　　　　　　　） 再生利用の種別　・埋戻し及び盛土材として利用　・　
・資機材置場　　　　　（・指定なし　・図示　・　　　　　　　　　　） 再生処理方法　　・脱水処理　・安定処理（セメント、石灰による改良処理）
・現場事務所　　　　　（・指定なし　・図示　・　　　　　　　　　　） 要求品質
・建設発生土仮置場　　（・指定なし　・図示　・　　　　　　　　　　） 「建設汚泥処理土利用技術基準について（国営計第41号 平成18年6月12日）

表－４建設汚泥処理土の適用用途標準」における下記の区分とする。
[1.3.11]6 発生材の ・第３種処理土　・　

　処理等 ・引渡しを要するもの（・金属類　・ＰＣＢ含有物　・　　　　　　　　　）
・特別管理産業廃棄物（・廃石綿　・　　　　　　　　　　　　　　　　　） 7 環境への配慮 11 化学物質の [1.5.9][1.4.1]
・現場において再利用を図るもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 化学物質を放散させる建築材料等 　 濃度測定 測定室の揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、報告すること。
・引渡しを要するもの、再資源化を図るものについては調書を作成して監督職員 本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質 測定対象化学物質（●で示したものとする。）

及び性能を有すると共に、次の１）から５）を満たすものとする。へ提出すること。
ホルム エチル パラジクロロ

トルエン キシレン スチレン施設用途１）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF
アルデヒド ベンゼン ベンゼン

・引き渡しに要する以外のものには、全て構外に搬出し、建設工事に係る資材の パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板及び仕上塗材は、
再資源化等に関する法律、資材の有効な利用を促進する法律、廃棄物の処理及び ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 学校教育施設 ● ● ● ● ● ●
清掃に関する法律、その他関係法令によるほか、「建設副産物適正処理推進要綱」 ２）保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しない
に従い適切に処理し監督職員に報告する。 か、発散が極めて少ないものとする。 住宅 ● ● ● ● ●
（ﾏﾆﾌｪｽﾄA、B2、D、E票を提示し、集計表を提出すること。） ３）接着剤はフタル酸ジブチル及びフタル酸ジエチルヘキシルを含有しない

● ● ● ● ●難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トル その他
エン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないも

報告書提出部数　2　部
・建設副産物情報交換システムの利用 のとする。
　請負者は受注時においてリサイクル対象工事については、工事着手前 ４）塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散
に「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出 しないか、発散が極めて少ないものとする。 測定方法　・パッシブ採取による蒸気拡散式分析法　・厚生労働省の標準法 ２ 1 足場 [2.2.4]
すること。 ５）１）、３）及び４）の建築材料を使用して作られた家具、書架、実験台 12 完成時の提出 [1.7.1～3][表1.7.1]   足場を設ける場合、[2.2.4](b)によるほか、設置においては、「手すり先行工

　また、工事完了後にはJACICが運営する「建設副産物情報交換システム」へ その他の什器等は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少な    書類 ・完成図（施工図、施工計画書を除く） 仮 法による足場の組立て等に関する基準」（厚生労働省　平成21年４月「手すり先
実施報告を行うこと。 いものとする。 ・新規に作成　・既存完成図を修正 設 行工法に関するガイドライン」について（別紙１））における２の（２）手すり

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。 記載内容は監督職員と協議する。 工 据置方式、又は（３）手すり先行専用足場方式により行うこと。
　本工事の施工にあたっては「建築工事における建設副産物管理マニュアル」 また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒド放散量」は、次のとおりとする。 完成図ＣＡＤデータ（ＣＤ－Ｒ） 事
を参考に適切な処理に努めるものとする。 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量 該当する材料 2 監督職員 ・設ける ・設けない [2.3.1]

規制対象外 ①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆品 ・保全に関する資料   事務所
・特定建設資材の再資源化等 ②建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交 提出　・２部　・　 規模(ｍ２程度)　・１０　・２０　・３５　・６５　・１００
　本工事が、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特 　通省大臣認定品 ・施工図（・　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　）
定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材 ③次の表示のあるＪＡＳ適合品 提出　・原図及びその複写図１部　・　 3 監督職員 備品等の設置
の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法第104号  以下「建設リサイク ａ．非ホルムアルデヒド系接着剤使用 ・施工計画書（・　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　）   事務所の
ル法」という。）施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等であって、 ｂ．接着剤等不使用 提出　・１部　・　 　備品等
その規模に関する基準以上の工事（以下「対象工事」という。）である場合は、 ｃ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデ
建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施に 　　ヒドを発散しない材料使用 本工事に係る施工図及び施工計画書の著作者の権利は、当該建物における使用
ついて適切な措置を講ずることとする。 ｄ．ホルムアルデヒドを発散しない塗料等使用 に限り、発注者に委譲するものとする。
　なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、 ｅ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデ 製作図等で原図として提出が出来ないものは、原図に変わるものとしてよい。
別表１又は２，及び３の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「７解体 　　ヒドを発散しない塗料使用 設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を
工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認 ｆ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデ 受ける。
されたものであるため、発注者が積算上条件明示した別表の事項と別の方法で 　　ヒドを発散しない塗料
あった場合でも変更の対象としない。但し、現場条件や数量の変更等、受注者 第三種 ①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆品 13 設計ＧＬ ・設計ＧＬ＝ＢＭ＋　　　　mm（現状地盤高は図示） 4 仮設便所 構内既存の施設　・利用できない ・利用できる
の責によるものではない事項については、この限りでない。工事契約後に明ら ②建築基準法施行令第２０条の７第３項による国土交

・利用できる（ ・有償　・無償 ）かになったやむをえない事情により、予定した条件により難い場合は、監督職 　通省大臣認定品 14 騒音・振動の 　低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定に基づき指定された建設機械 5 工事用水 構内既存の施設　・利用できない
防止員と協議するものとする。 ③旧ＪＩＳのＥ０品 の使用に努めること。

・利用できる（ ・有償　・無償 ）　また、分別解体・再資源化の完了時に、再資源化等が完了した年月日、再資 ④旧ＪＩＳのＦc０品 6 工事電力 構内既存の施設　・利用できない
源化等をした施設の名称及び所在地、再資源化等に要した費用を書面にて監督 15 設備工事との 本工事の施工範囲
職員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン(平成14年5月)」 　 取り合い ・図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔、開口部の補強
に定めた様式１｛再生資源利用計画書（実施書）｝及び様式２｛再生資源利用 ・図示した壁・天井の仕上材・下地材の切込み及び補強
促進計画書(実施書)｝を兼ねるものとする。 8 材料の品質等 [1.4.2] ・自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強
　本工事が「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準 １）本工事に使用する材料等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有す ・駆動装置が電動による建具等の２次側の配管・配線及び操作スイッチ
じ適切な措置を講ずるものとする。 べき品質及び性能を有するものとする。 施工図

２）備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品または同等品を使用するもの ・設備機器の位置、取合いなどの検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾
建設リサイクル法　・対象工事　・対象工事外 を受ける。

５）製造業者等に関する資料等の提出を求める材料

a 関係官公署その他への関係機関への必要な届出手続等の種別、手順、時期等を22 官公署その他

への届出手続 一覧表にしてあらかじめ監督職員に提出する。
及び検査 b 関係官公署その他の立会い検査を必要とするものは、監督職員と打合せのうえ、

検査を受け、その結果を監督職員に報告する。
c bの検査の結果、不合格の個所がある場合は、すみやかに補正し、必要な

手続をを行い、その結果を監督職員報告する。
ｄ cの補正に直接要する費用は施工者の負担とする。

・総合図は、施工者が、発注者の直接発注工事を含めた工事の全体概要と相互23 総合図の作成
関係を把握し、工種別施工図の適正化と効率化の為に活用することを目的と
する。　工種別施工図に先行して作成し、監督職員の承諾を受ける。

・監督職員の指示により、建築工事施工者が元図（平面図、展開図、天井伏図等）
を作成する。　設備その他の各関連工事各施工者は、協力して各工事の機器類
等を元図に記載し、相互調整をおこなう。

・処分地指定　　処分地（　未定別途協議　） ・施工に関する調整は施工者間で行い、設計図書の調整、発注者の直接発注工事、
・処分地未定につき相互協議する。暫定運搬距離　8Km 及び設計変更に関する調整は監督職員が行う。

・建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。
・風圧力
風速（Vo）　　　　　※34
地表面粗度区分　　　・Ⅰ　　・Ⅱ　　・Ⅲ　　・Ⅳ

・積雪荷重
建設省告示　第1455号における区域　　別表　（　　　）

25　技能士 職種別に可能なものについては積極的に活用のこと

26　火災保険等 火災保険、建設工事保険又はその他保険等に加入し監督職員へ加入内容を
提示する

1）保険の目的物　　工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）
2）保険の加入期間　工事着手後速やかに加入し、完成引き渡しまでの間
3）保険金額　　　　原則として請負金額に相当する金額

種　類 書棚 黒板・白浜 掛時計 温度計机・いす

数　量 組 台 個 個 個

種　類 長靴 雨合羽 保護帽 懐中電灯 衣類ﾛｯｶｰ

数　量 足 着 個 個 個

請負者加入
掃除具 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ種　類 消火器 冷暖房機器

電話・FAX

数　量 個 台 台 台個

三重県「環境物品等の調達方針」に従い、あらかじめ「木材・木材
製品の合法性、持続性可能性の証明のためのガイドライン」に準拠
した証明書を、監督職員に提出すること。

「志摩市公共建築物等木材利用方針」に基づく木材を最優先し、 

「三重の木」利用推進協議会が認証する「三重の木」やあかね材
認証機構が認証する「あかね材」の優先利用につとめること。

とし、同等品を使用する場合は監督職員の承諾をを受ける。

監督職員と協議

対象箇所（・図示　　・１階：台所、２階：洋室　）

資材搬入・車両通行時に配置する

27　その他 ・アスベスト　の　有無の事前調査結果を関係法令に基づき報告すること

7 交通誘導警備員

令和８年度

仕様書(建築工事編)(令和7年版)による。(以下「標準仕様書」という。)による。

電気設備工事の工事仕様書は（ E ／ 01 ）図、
機械設備工事の工事仕様書は（ M ／ 01、02 ）図による。

・カラープリント　キャビネ版（　1　）部



 ・有　　・無

工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文
A3:A2×70.7%

市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事 改修特記仕様書（２）
Ａ－０２

３1 5 施工調査 ※施工計画調査 1 10 建設発生土の (3.2.5) 1 施工数量調査 [1.5.2、3]Ⅱ . 建築改修工事仕様
各
章
共
通
事
項

各
章
共
通
事
項

防
水
改
修
工
事

　　本工事該当部位及び関連部位について既存施設（埋設配管を含む）について 処理方法 ※「建設発生土情報交換システム」を活用し近隣の受入先を調査の上、搬出距離、 調査範囲　・図示　・防水改修範囲　

１．共通仕様 　　事前調査、情報収集を行う。 　受入条件等が確認できる資料を監督職員に提出し、協議により搬出先を決定す 調査方法　・図示　・　

 （１）図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建 　報告書　　監督職員に２部提出 　る。搬出後、監督職員へ搬出先の受入を確認できる資料を提出する。なお、次 既存部分の破壊を行った場合の補修方法　・図示　・ 

　　　　　　立面図、平面図等に記載、必要に応じ写真を添付 　の運搬に相当する経費を見込んでいる。 調査報告書　提出部数　　・２部　・　 

 　　　という。）による。図面、本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通 　調査業者　外壁及び防水改修施工数量調査は、使用予定材料メーカーの指定す 　　搬出距離（　　　　　　 　　）　ＤＩＤ区間 （　　 　　　　　　）

 　　　省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編）令和4年版［令和4年制定］」 　　　　　　る施工業者とする 　　仮置場  （　　 　　　　　　） 2 降雨等に対する [3.1.3]

　　 　（以下「標準仕様書」という。）による。 ・埋設配管の試掘 ・場外指定場所に搬出する。搬出後、監督職員へ搬出先の受入を確認できる資料 養生方法（とい共） ※改修標準仕様書3.1.3(5)(ｱ)～(ｳ)による。　・　　 

 （２）電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれ 　　範囲、復旧方法　　※図示　　・　 　を提出する。

　　　 の工事特記仕様書を適用する。 　　搬出場所（　　　　　　　　　　　　　　　） 3 既存防水の処理 [3.2.3、4、6]

（３）本特記仕様書の表記 6 ＰＣＢ含有シーリ ・第一次判定（シーリング材種の判定） 　　受入条件（　　　　　　　　　　　　　　　） 既存保護層の撤去　　・行う（範囲　・図示　・　　　　　　　　　　）　

　１）項目は、番号に　　印の付いたものを適用する。 ング材の調査 　日本シーリング材工業会に次のシーリング材のサンプルを送付し、材種の判定 　　仮置場　（　　　　　　　　　　　　　　　） 　　　　　　　　　　・行わない 

　を行う。判定結果については、監督職員に速やかに報告する。 ・場内指定場所に敷き均し（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 既存防水層の撤去　　・行う（範囲　・図示　・　　　　　　　　　　）　　２）特記事項に記載の [ . . ] 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
　　サンプリング採取箇所（　　　　　　）採取箇所数（　　　　　　） ・場内指定場所に堆積 　　　　　　　　　　・行わない 

　３）特記事項に記載の ( . . ) 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
・第二次判定（ＰＣＢ含有量の分析） 既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去

　専門分析機関に次のシーリング材のサンプルを送付し、ＰＣＢ含有量の分析を 11 完成写真 ・撮影者：建築完成写真の撮影実績があるもので、監督職員が承諾する業者 　・行う（ ・M4AS　・M4ASI　・M4C　・M4DI　・L4X ）  ４）受注者は、南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する
　行う。なお、分析サンプルの四周は除去し、採取部の内部（大気にさらされて 　　撮影箇所数　※（　　　）箇所　　　・航空写真（　　　）箇所 　・行わない

情報（臨時）が気象庁から出された場合には、工事中断の措置をとるものとし、これに伴う必要な
　いない部分）を取り出して分析する。判定結果については、監督職員に速やか 　　　※電子データ（JPEGフルカラー、圧縮率1/4程度）１部

補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。
　に報告する。 　　　　　画素数、画質等　4500×3000　ピクセル以上で画像補正を行ったもの 4 既存下地の処理 [3.2.6]

上記事実が発生した場合は、契約書第26条（臨機の措置）の規定による。
　　サンプリング採取箇所（　　　　　　）採取箇所数（　　　　　　） 　　　・カラー印画紙キャビネ版　（　　　）枚 既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等　・図示　・　

　　　・四つ切　（　　　）枚　　　※アルミ額縁 P0S工法及びP0SI工法（機械的固定工法）の既存保護層を撤去し防水層を非撤去

7 化学物質の濃度 ⅰ）施工完了後、引渡前に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 　　　・半切　　（　　　）枚　　　※アルミ額縁 とした立上り部等の処理

判定 　　エチルベンゼン、スチレンの濃度を測定し、測定結果を監督職員に報告する。 ・撮影者：任意 　※改修標準仕様書3.2.6(4)(ｳ)(g)①～③による　・　

ⅱ）測定対象室及び測定箇所数は次による。 　　撮影箇所数　※　（内装等）1室付（2方向程度）2ヶ所箇所 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・、丸環の取付け

　　　測定対象室（　　　　　　）測定箇所数（　　　　　　） 　　　※電子データ（JPEGフルカラー）１部 部、塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 

　　　測定対象室（　　　　　　）測定箇所数（　　　　　　） 　　　　　画素数、画質等　1280×960　ピクセル以上 　※監督職員と協議する　・図示　

章 項　　目 特　　記　　事　　項 　　　測定対象室（　　　　　　）測定箇所数（　　　　　　） 　　　・カラー印画紙キャビネ版　（　　　）枚

5 アスファルト防水 [3.3.2～5]

２1 1 適用基準 １）図面、本特記仕様書、標準仕様書及び改修標準仕様書に記載のない事項は 8 発生材の処理等 ・引渡しを要するもの 1 騒音・粉じん等の  [2.1.3] 屋根保護防水
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　　次の基準による。 　　・金属類 対策 ・防音パネル　　・防音シート　　・メッシュシート 　防水層の種別 

　・建築物解体工事共通仕様書（平成31年版）国土交通省大臣官房官庁営繕部 　　・ＰＣＢを含む機器類（　　　　　　　） 防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲　　・足場全面　　・　　　
施工 立上り部 

　・　 　　・ＰＣＢ含有シーリング材　　　使用箇所（　　　　　　　） 工法 種　別 断熱材　 絶縁用ｼｰﾄ
箇所 の保護 

２）本設計図書における「標準詳細図」とは、次の基準を指す。 ・特別管理産業廃棄物 2 足場等  [2.2.1]［表2.2.1]
・P2A ・Ａ－１ ※ポリエチレン ・乾式

　・廃石綿　９章による　　　　　　　　　・鉛蓄電池 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同
図・Ａ－２ 　フィルム 　保護材 

　・廃油　　　　　　　　　　　　　　　　・アルカリ蓄電池 ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」に
示・Ａ－３ ・コンクリート

2 適用区分 　・建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 　・臭化リチウム水溶液等 おける２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行う。 厚さ
・P1B ・Ｂ－１ 　押え 

　　・風圧力 ・現場において再利用を図るもの 外部足場　　・設置する（設置範囲　・工事に必要な範囲　・　図示　　　　　） ・0.15mm以上 
・Ｂ－２

　　　　風速（Vo=　　 m/s） 　・建設汚泥　　※再生資源化施設に搬出　・　 　　　　　　・設置しない ・ 
・Ｂ－３

　　　　地表面粗度区分（　　　） ・再資源化を図るもの 防護シート　・設置する（設置範囲　・工事に必要な範囲　・　図示　　　　　）
・P2AI ・ＡＩ－１ （種類) ※フラットヤーン

　　・積雪荷重 　　 　・小型蓄電池　　　　　　　　　　　　　・廃せっこうボード 　　　　　　・設置しない
・ＡＩ－２  JIS A 9521に基づく押出法 　クロス

　　　　平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域　別表（　　） 　・蛍光ランプ及びＨＩＤランプ　　　　　・ガラス 内部足場　　・設置する( ※脚立、足場板等　・　　　　）　・設置しない
・ＡＩ－３  ポリスチレンフォーム断熱材   70g/m2程度 

　・　 　・硬質塩化ビニル管及び継手
・P1BI ・ＢＩ－１  ３種ｂＡ（スキン層付き） ・ 

3 環境への配慮  (1.4.1) [1.4.1] ※せっこうボード 材料、撤去材等の運搬方法
・T1BI ・ＢＩ－２ （厚さmm)

１）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を 　ⅰ）廃せっこうボードの裏面の表示を確認し、石綿、ヒ素、カドミウムを含有 　種別 ( ・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種  ・Ｅ種 )
・ＢＩ－３ 　・25　・50

　有すると共に、次のⅰ）からⅳ）を満たすものとする。 　　　するか又は、含有していないことが確認できない場合は、各製造工場に問 　　Ｃ種：利用可能なエレベーター　（　　　　　　　　　　　　　　） 

　　ⅰ）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤ 　　　い合わせの上、監督職員と協議する。 　　Ｄ種：利用可能な階段　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　） 

　　　Ｆ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着 　ⅱ）石綿含有廃せっこうボード　　　　　　９章による 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ　

　　　剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及び ・その他の含有物質（　　　　　　　）　　　搬出先（　　　　　　　　　　） 3 既存部分の養生 １)養生方法等  [2.3.1] 　※標準仕様書 表3.3.3から3.3.9までによる　　・　

　　　スチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定す    ・既存部分　養生方法（ ※ビニルシート、合板　・　 　　　　　       　） 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ
　　　る「ホルムアルデヒド「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料 上記搬出先については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものでは    ・既存家具、既存設備等 養生方法（ ※ビニルシート等　・　　　　 　　　） 　※標準仕様書 表3.3.3から3.3.9までによる　　・　

　　　を使用する。 ない。なお提示する施設と異なる場合にも設計変更の対象としない。    ・既存ブラインド、カーテン等　養生方法（ ・ビニルシート等　・　　　　）

  　ⅱ）接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が                                  保管場所（ ・図示　・　　　　　　　　　） 平場の保護コンクリートの厚さ

　　　少ない材料を使用する。 9 特定建設資材の 　本工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定    ・固定された備品、机、ロッカー等の移動　（・図示　・　　　　 　　　　）  　こて仕上げ　　※水下　80mm以上　・　

  　ⅲ）接着剤は、可塑性（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチ 処理 建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再 ２)既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一 　床タイル張り　※水下　60mm以上　・　

　　　ルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない 資源化等に関する法律施行令」(平成12年11月29日政令第495号）又は都道府県が    損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。

　　　材料を使用する。 条例で定める建設工事の規模に関する基準以上の工事であるため、「建設工事に ・乾式保護材 　

  　ⅳ）ⅰ）の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、 係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年 5月31日法律第104号）に基づき 4 仮設間仕切 [2.3.2][表 2.3.1] 　・窯業系パネルⅠ類（寒冷地仕様）　厚さ（　　　　）mm　幅（　　　　）mm

　　　ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散 分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適正な措置を講ずるこ １）仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所　　・図示　　・　　 　・窯業系パネルⅡ類（一般地仕様）　厚さ（　　　　）mm　幅（　　　　）mm

　　　が極めて少ない材料を使用したものとする。 ととする。工事契約後に明らかになったやむをえない事情により、予定した条件 ２）仮設間仕切りの種別と材質等 　　　窯業系パネル：無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形し

２）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制 により難い場合は、監督職員と協議するものとする。 　　　　　　　　　　オートクレーブ養生したもの
種　別 仕上げ（厚さmm） 塗 装 充　填

  対象外」とは次のⅰ）又はⅱ）に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは 　・金属複合板　厚さ（　　　　）mm　幅（　　　　）mm
・Ａ種 ・片面  グラスウール・せっこうボード（9.5mm）

　次のⅲ）又はⅳ）に該当する材料を指す。 ・分別解体等の方法（解体工事） 　　　金属複合板：金属板と樹脂を積層一体化したもの
・なし  厚さ（　　）mm　種類（　　　　　 　　　）

  　ⅰ）建築基準法施行令第20 条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種 　品質・性能　建築材料等品質性能表による
工　　程 作　業　内　容 分別解体等の方法 ・Ｂ種 ・合板（9.0mm）

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
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び
解
体
方
法

　　　ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料 　試験方法　　建築材料等品質性能表による
 ⅰ)建築設備、  建築設備・内装材の取外し  ※手作業 　材種（　   　　　　　　）

  　ⅱ）建築基準法施行令第20 条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を
    内装等  ・有　　・無  ・手作業・機械作業の併用 ※Ｃ種 　防炎シート

  　　受けた材料 屋根露出防水 　
　併用の場合の理由（　　　     　）

  　ⅲ）建築基準法施行令第20 条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド ３）仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等 　防水層の種別 
 ⅱ)屋根ふき材  屋根ふき材の取外し  ※手作業

  　　発散建築材料
 ・有　　・無  ・手作業・機械作業の併用 材　質 仕上げ 塗　装 設置箇所 高日射反射

  　ⅳ）建築基準法施行令第20 条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を 施工 仕上塗料
※木製  ※合板張り程度 ・なし ・図示 工法 種別 断熱材　 率防水の 備考　併用の場合の理由（　　　     　）

  　　受けた材料 箇所
 ⅲ)外装材、  外装材・上部構造の取壊し  ※手作業 ・  ・　　　　　　 ・片面 種類 使用量 適用   

図
示

 ・有　　・無  ・手作業・機械作業の併用 ・C-1 ・アスファルトルー ※アスファルトルー ・
5 材料の品質等  (1.4.2) [1.4.2] ・M4C

 ⅳ)基礎、  基礎・基礎ぐいの取壊し  ※手作業 　フィング類の製造 　フィング類の製造・C-2
１）本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべ

　  基礎ぐい  ・有　　・無  ・手作業・機械作業の併用 ・C-3 　所の仕様による 　所の仕様による
   き品質及び性能を有するものとする。

 ⅴ)その他  その他の取壊し  ※手作業 ・C-4 ・　 ・　
２）備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものと

　 （　     　　） ・有　　・無  ・手作業・機械作業の併用 ・M3D ・D-1 ・アスファルトルー ※アスファルトルー ・ 脱気装置 
　し、同等品を使用する場合は監督職員の承諾を受ける。

・P0D ・D-2 　フィング類の製造 　フィング類の製造 ・設ける 
３）標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の ・分別解体等の方法（新築、増築、修繕、模様替工事）

・D-3 　所の仕様による 　所の仕様による ・設けない 
　指定する工法とする。

工　　程 作　業　内　容 分別解体等の方法 ・D-4 ・　 ・　 改修用ドレン

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

４）本工事に使用する材料のうち、５）に指定する材料の製造業者等は、次のⅰ)
 ⅰ)造成等、  造成等の工事  ・手作業 ・設ける 

　からⅵ）の事項を満たすものとし、その証明となる資料（外部機関が発行する
　  基礎ぐい  ・有　　・無  ・手作業・機械作業の併用 ・設けない 

　証明書の写し等）を監督職員に提出しての承諾を受ける。ただし、あらかじめ
 ⅱ)基礎  基礎、基礎ぐいの工事  ・手作業 ・P0DI・DI-1  改修標準仕様書 ・アスファルトルー ※アスファルトルー ・ 脱気装置 

　監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
 ・有　　・無  ・手作業・機械作業の併用 ・M3DI・DI-2  3.3.2(9) 　フィング類の製造 　フィング類の製造 ・設ける 

　　ⅰ)品質及び性能に関する試験データを整備していること。 
 ⅲ)上部構造部分、 上部構造部分、外装の工事  ・手作業 ・M4DI （種類） 　所の仕様による 　所の仕様による ・設けない 

　　ⅱ)生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 
 　 外装  ・有　　・無  ・手作業・機械作業の併用 ・　 ・　 ・　 改修用ドレン

  　ⅲ)安定的な供給が可能であること。 
 ⅳ)屋根  屋根の工事  ・手作業 ・設ける 

  　ⅳ)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 （厚さmm)
 ・有　　・無  ・手作業・機械作業の併用 ・設けない 

  　ⅴ)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 　・25　・50
 ⅴ)建築設備、  建築設備、内装等の工事  ・手作業

  　ⅵ)販売、保守等の営業体制を整えていること。 
 　 内装等  ・有　　・無  ・手作業・機械作業の併用

５）製造業者等に関する資料等の提出を求める材料 屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量
 ⅵ)その他  その他の工事  ・手作業

　　・　 　種類　※アスファルトルーフィング類の製造所の指定　・　
　 （　     　　）  ・手作業・機械作業の併用

　設置数量　・　　　個　

・特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設

屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱
所　　在　　地特定建設資材廃棄物の種類 再資源化等をする施設の名称

材の張りじまい位置　　※図示　・ 　

 コンクリート

屋内防水 　
 コンクリート及び鉄

 から成る建設資材 工法 種別 施工箇所 保護層

・P1E　 ・Ｅ－１ ・設ける　
 木材

・P2E　 ・Ｅ－２ ・設けない

・E-1の工程３を行う部位（ ※貯水槽、浴槽等常時水に接する部位　・　　）  アスファルト・コンクリート
押え金物の材質、形状及び寸法

　届出に係る事項の説明時に上記と異なる施設（同種の再資源化等を行う施設に 　※アルミニウム製　Ｌ-30×15×2.0mm程度　　・　

限る。）を受注者が提示した場合は、当該施設に搬出することができる。ただし、 屋根排水溝　・図示　・　

当該施設への変更については設計変更の対象としない。

一戸：２ヶ所 監督職員と協議各階居室

防水・臭突管

目視及び打診

令和８年度

　     築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和7年版［令和7年制定］」（以下、「改修標準仕様書」

　　建築工事標準詳細図（令和4年版）国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課



工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文
A3:A2×70.7%

市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事

・

・アンカーピンニング

　部分エポキシ樹脂注入工法

・アンカーピンニング

　全面エポキシ樹脂注入工法

・アンカーピンニング

・注入口付アンカーピンニング

　部分エポキシ樹脂注入工法

・注入口付アンカーピンニング

　全面エポキシ樹脂注入工法

・注入口付アンカーピンニング

・充填工法

・モルタル塗替え工法

　全面ポリマーセメントスラリー注入工法

　全面ポリマーセメントスラリー注入工法

－

－

※20

－

－

※12

・

・

・

・

・

・

－

－

※25

※20

※20

※16

※16

※16

注入口の箇所数
工法 種別

施工

箇所 使用量種類

仕上塗料 高日射反射率
備　考

・P0X

・X-2

・   

※X-1 図

示

・製造所

　の仕様

　による 　による

　の仕様

※製造所

・　　　 ・　　　・　　　

脱気装置

改修用ドレン

改質アスファルト

シート防水

6

  防水層の種別 

[3.4.2、3]

・M3ASI

・M4ASI

・P0ASI

・P0AS

・M3AS

・M4AS

・AS-T3

・AS-T4

・AS-T3

・AS-T4

・ASI-T1

・ASI-J1

・AS-T1

・AS-T2 図

示・AS-J2

・AS-J1

・AS-J3

・AS-J1

・AS-J3

率防水の

高日射反射

工法 種別
施工

箇所
備考

・　

　の仕様による

・　

　の仕様による

※改質アスファルト

・　

　の仕様による

・　

　の仕様による

※改質アスファルト

・　

　の仕様による

・　

　の仕様による

※改質アスファルト

・

・

・

・

脱気装置 

・設ける 

・設けない 

・設ける 

・設けない 

脱気装置 

・設ける 

・設けない 

・設ける 

・設けない 

脱気装置 

・設ける 

・設けない 

・設ける 

・設けない 

・　

　の仕様による

・　

　の仕様による

※改質アスファルト

仕上塗料

使用量種類

・　

（厚さmm)

 改修標準仕様書

 3.3.2(3)(ｳ)

　・25

　・50

　シートの製造所 　シートの製造所

　シートの製造所　シートの製造所

　シートの製造所　シートの製造所

　シートの製造所 　シートの製造所

・改質アスファルト

・改質アスファルト

・改質アスファルト

・改質アスファルト

改修用ドレン

改修用ドレン

改修用ドレン

・設ける 

・設けない 

防湿層 

（種類）

ルーフィングシートの種類及び厚さ

　※改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による　・　

絶縁用シートの材質　※発泡ポリエチレンシート　・　

固定金具の材質及び寸法形状

　・　

　※厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの片面若しく

　　は両面に樹脂を積層加工した鋼板

脱気装置の種類及び設置数量

接着工法の目地処理　　・プレキャストコンクリート下地（ ・　　　　　　　）

プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り（種別S-F1、SI-F1の場合) 

　・行う（・図示　・　　　　　）　・行わない

機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け 

　建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

３

防
水
改
修
工
事

３

防
水
改
修
工
事

改質アスファルトシートの種類及び厚さ 

　※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・ 

粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ

  ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・ 

部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 

　※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による　・ 

屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量 

屋根露出防水絶縁断熱工法の防湿用シート （ ・設置する　・設置しない　）

押え金物 の材質、形状及び寸法

　※アルミニウム製　Ｌ－30×15×2.0(mm)程度　・　

7 合成高分子系

シート防水

ルーフィング

[3.5.2～4][表3.5.1～3]

  防水層の種別 

・S-F2

・S-M1

・P0S

・S4S

・S-F1

・S3S ・S-F1

・S-F2

・S-M3

・S-M2

図
示

・S-M3

・M4S ・S-M1

・S-M2

・P0SI 

・S4SI 

・M4SI 

・S3SI ・SI-F2

・SI-M1

・SI-M2

・SI-F1

工法 種別
施工

箇所

仕上塗料

種類 使用量

備考

　シートの製造所

　の仕様による

・　

　シートの製造所

　の仕様による

・　

※ルーフィング

　シートの製造所

　の仕様による

・　

※ルーフィング

　シートの製造所

　の仕様による

・　

※ルーフィング

　シートの製造所

　の仕様による

・　

　シートの製造所

　の仕様による

・　

　シートの製造所

　の仕様による

・　

※ルーフィング

　シートの製造所

　の仕様による

・　

率防水の

高日射反射

・

・

・

・

・ルーフィング

・ルーフィング

・ルーフィング

・ルーフィング

脱気装置 

・設ける 

・設ける 

改修用ドレン

・設けない 

・設けない 

脱気装置 

・設ける 

・設けない 

脱気装置 

・設ける 

・設けない 

脱気装置 

・設ける 

・設けない 

・設ける 

改修用ドレン

・設けない 

・　

（厚さmm)

 改修標準仕様書

　・25

　・50

（種類）

・S-M2の場合で立上りが接着工法の場合 

・SI-M1及びSI-M2の場合のにおける防湿用フィルム

　 ・設置する　・設置しない

屋内防水 　

  防水層の種別 

図示
・S-C1

種別
施工

箇所
塗り厚さ

平場のモルタル塗り

保護層

立上り部の

保護モルタル塗厚工法

・床塗り工法

・下地モルタル塗り ・　

※7mm以下

　床塗りの場合の床の目地

　　目地割り（ ※２m2程度　最大目地間隔３m程度　・　　　　　　）

　　目地の種類（ ※押し目地　・　　　　　）

・L4X ・X-1

※X-2

・　 

※製造所

　の仕様

　による　による

　の仕様

・製造所

・　　　・　　　・　　　

脱気装置

　・設ける　・設けない

ウレタンゴム系塗膜防水Ｘ－１（絶縁工法）の脱気装置の種類及び設置数量

塗膜防水8 [3.6.2、3]

　設置数量　※ルーフィングシートの製造所の仕様　・　　個

　種類　※ルーフィングシートの製造所の仕様　・　

　種類　※改質アスファルトシートの製造所の指定　・　

　設置数量　※改質アスファルトシートの製造所の指定　・　　個

　設置数量　※主材料の製造所の仕様　・　　個

　種類　※主材料の製造所の仕様　・　

・

・

保護層工法 種別
箇所

施工
各工程数及び各工程の使用量 

※主材料の製造所の仕様による

・   

※主材料の製造所の仕様による

・   

・P1Y

・P2Y

※Y-2

・   

※Y-2

・   

・設ける　・設けない

・設ける　・設けない

9 シーリング [3.1.4][3.7.2、3、7、8]

シーリング改修工法の種類　　

　・シーリング充填工法　 

　・シーリング再充填工法 　

　・拡幅シーリング再充填工法　 

　・ブリッジ工法 

　　　ボンドブレーカー張り　・適用する　・適用しない 　　　

　　　エッジング材張り　　　・適用する　・適用しない 

シーリング材の種類、施工箇所

　下表以外は、改修標準仕様書 表3.7.1による。

施工箇所 シーリング材の種類（記号）

シーリング材の目地寸法

　※改修標準仕様書3.7.3(1)(ｱ)～(ｳ)による　・　

シーリング材の接着性試験 

　※簡易接着性試験　・引張接着性試験

とい10 [3.8.2、3]

といその他の材種

　・配管用鋼管　・硬質ポリ塩化ビニル管　・ルーフドレン　・　 

ルーフドレンの材種その他

種　　　別 材　　種 張掛け幅 

・100mm以上 ・50mm以上

・バルコニー用 

・バルコニー中継用 

・ろく屋根用（ ・縦型 ・横型 ） 

・100mm以上 ・50mm以上

・100mm以上 ・50mm以上

　※規制対象外　・ 

ロックウール保温筒及びビーズ法ポリエチレンフォーム保温筒のホルムアルデヒ

ド放散量 

既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法　※図示　・ 

鋼管製といの防露巻き   ※改修標準仕様書 表3.8.4による　・ 

アルミニウム製

笠木

11 [3.9.2、3]

種類　・オープン形式（ ・押出250形　・押出300形　・押出350形 ） 　　

　    ・板材折曲げ形（ ・オープン形式　・シール形式 ） 

　    　　　　　　　　本体幅（  　　）mm　板厚（ ※2.0mm　・　　mm ） 

表面処理　種別　・　　　　　　

既存笠木等の撤去　・行う（範囲　・図示　・　　　　　　　　　） 

　　　　　　　　　・行わない

下地補修の工法　※図示　・ 

板材折曲げ形の笠木の取付方法　※図示　・ 

笠木の固定金具の工法等 

　建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応

　した工法

とい受金物及び足金物の材種、形状及び取付け間隔

　※標準仕様書 表3.8.2により溶融亜鉛メッキを行ったもの　・　

多雪地域の軒どい取付間隔　・適用する

施工数量調査1

外
壁
改
修
工
事（

共
通
事
項）

４  [1.5.2、3]

調査範囲

　・ 外壁改修範囲　・図示の範囲

調査内容

　モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては、浮き部分、欠損部の形状

　寸法等を調査する。

　ひび割れの幅及び長さを調査する。また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有

　無及び錆汁の流出の有無を調査する。

　コンクリート表面のはがれ及びはく落部を調査する。

既存部分の破壊を行った場合の補修方法　・図示　・　

調査報告書の部数　・２部　・　

　塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落

　部を調査する。また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。

ポリマーセメント

モルタル

 [4.2.2]

ポリマーセメント

スラリー

 [4.2.2]

性能　工事建築材料等品質性能表による

品質・性能　工事建築材料等品質性能表による

 [4.2.2]既調合モルタル

モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、

細骨材、混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。

品質・性能　工事建築材料等品質性能表による

試験方法　　工事建築材料等品質性能表による

2

3

4

４-１

外
壁
改
修
工
事（

コ
ン
ク
リー

ト
打
放
し
仕
上
げ
外
壁
改
修）

1 ひび割れ部改修

工法 ・樹脂注入工法

工法の種類

・機械式エポキシ樹脂

・手動式エポキシ樹脂

　樹脂注入工法

　注入工法

　注入工法

注入口間隔(mm) 注入量（mL/m）ひび割れ幅(mm)

※200～300  ・　

・ 50～100　・　

・100～200　・　

・150～250　・　

・130　・ 

・ 40　・　

・ 70　・　

・130　・　

・Ｕカットシール材充填工法 　

  ・シーリング材 　　　

    充填材料の種類　※1成分形又は2成分形ポリウレタン系　・ 　　

  ・可とう性エポキシ樹脂 

　  シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルの充填　・行う　・行わない

0.2以上 1.0未満

0.2以上 0.3未満

0.3以上 0.5未満

0.5以上 1.0未満

　エポキシ樹脂　・低粘度形　・中粘度形 　

　注入状況の確認方法　※コアの抜き取り　・　　

　　抜取り個数　※長さ500mごと及びその端数につき1個　・ 　　

　  抜取り部の補修方法　※図示　・ 

　・パテ状エポキシ樹脂　・可とう性エポキシ樹脂

欠損部改修工法2  [4.1.4][4.2.2][4.3.7]

・充填工法

・ シール工法

[4.1.4][4.2.2][4.3.4、5]

※自動式低圧エポキシ

・ 

　・エポキシ樹脂モルタル　・ポリマーセメントモルタル

外
壁
改
修
工
事（

モ
ル
タ
ル
塗
り
仕
上
げ
外
壁
改
修）

４-２ [4.1.4][4.4.2][4.4.5、6]1 ひび割れ部改修

工法 ・樹脂注入工法

工法の種類

・機械式エポキシ樹脂

・手動式エポキシ樹脂

　樹脂注入工法

　注入工法

　注入工法

注入口間隔(mm) 注入量（mL/m）ひび割れ幅(mm)

※200～300  ・　

・ 50～100　・　

・100～200　・　

・150～250　・　

・130　・ 

・ 40　・　

・ 70　・　

・130　・　

・Ｕカットシール材充填工法 　

  ・シーリング材 　　　

    充填材料の種類　※1成分形又は2成分形ポリウレタン系　・ 　　

  ・可とう性エポキシ樹脂 

　  シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルの充填　・行う　・行わない

0.2以上 1.0未満

0.2以上 0.3未満

0.3以上 0.5未満

0.5以上 1.0未満

　エポキシ樹脂　・低粘度形　・中粘度形 　

　注入状況の確認方法　※コアの抜き取り　・　　

　　抜取り個数　※長さ500mごと及びその端数につき1個　・ 　　

　  抜取り部の補修方法　※図示　・ 

　・パテ状エポキシ樹脂　・可とう性エポキシ樹脂

・ シール工法

※自動式低圧エポキシ

欠損部改修工法2

・充填工法

　・エポキシ樹脂モルタル　・ポリマーセメントモルタル

[4.1.4][4.2.2][4.4.9]

・モルタル塗替え工法

　・現場調合材料　・既調合材料

　仕上厚又は全塗厚が25mmを超える場合の処置　※図示　

浮き部改修工法3 [4.1.4][4.2.2][4.4.10～15]

工法の種類 (本/m2) (箇所/m2) (mL/箇所)

注入量アンカーピンの本数

一般部 指定部 一般部 指定部

※25

※25

・　

※50

※25

※25

※50

・　

・　

・　

・　

－

－

－－

※12 ※20

・　

・　

・　

－－

※ 9 ※16

※16※ 9

・　

・　 ・　

・　・　

※16

※13

・　

※13

※ 9

※ 9

※ 9

・　

・　

・　

・　

・　

－

－

　・　

　※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの

アンカーピンの材質

注入口付アンカーピンの材質

　・　

　※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度

充填工法  　

　・エポキシ樹脂モルタル　・ポリマーセメントモルタル

モルタル塗替え工法 

　・現場調合材料　・既調合材料

　仕上厚又は全塗厚が25mmを超える場合の処置　※図示　

外
壁
改
修
工
事（
タ
イ
ル
張
り
仕
上
げ
外
壁
改
修）

1 ひび割れ部改修

工法

４-３ [4.1.4][4.2.2][4.5.5、6]

・樹脂注入工法

工法の種類

・機械式エポキシ樹脂

・手動式エポキシ樹脂

　樹脂注入工法

　注入工法

　注入工法

注入口間隔(mm) 注入量（mL/m）ひび割れ幅(mm)

※200～300  ・　

・ 50～100　・　

・100～200　・　

・150～250　・　

・130　・ 

・ 40　・　

・ 70　・　

・130　・　

・Ｕカットシール材充填工法 　

  ・シーリング材 　　　

    充填材料の種類　※1成分形又は2成分形ポリウレタン系　・ 　　

  ・可とう性エポキシ樹脂 

　  シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルの充填　・行う　・行わない

0.2以上 1.0未満

0.2以上 0.3未満

0.3以上 0.5未満

0.5以上 1.0未満

　エポキシ樹脂　・低粘度形　・中粘度形 　

　注入状況の確認方法　※コアの抜き取り　・　　

　　抜取り個数　※長さ500mごと及びその端数につき1個　・ 　　

　  抜取り部の補修方法　※図示　・ 

※自動式低圧エポキシ

[4.1.4][4.2.2][4.5.7、8]欠損部改修工法2

　　接着剤の種類 　

　　　・ポリマーセメントモルタル 　

・タイル部分張替え工法

・タイル張替え工法

　　張替え用材料

　　　・JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系

　　　・接着剤　JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系

　　　・張付けモルタル（ ・現場調合材料　・既調合モルタル ）

伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置

　※改修標準仕様書 表4.5.1による　・ 　

　・行う　・行わない

外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接着力試験

・セメントモルタルによるタイル（セラミックタイル）張り 

　下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理　

　　・目荒らし工法（改修標準仕様書4.4.9(3)による）　・　　　　

　タイル張りの工法 　　

　　・外装タイル（ ・密着張り　・改良圧着張り　・改良積上げ張り ） 　

　　・外装ユニットタイル（ ・マスク張り　・モザイクタイル張り ） 　 

　シーリング　改修特記仕様書３章　防水改修工事による

・有機系接着剤によるタイル（セラミックタイル）張り

　下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理　

　　・目荒らし工法（改修標準仕様書4.4.9(3)による）　・　　　　

　シーリングの種類

 　 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地　※ポリウレタン系　・　

　　伸縮調整目地その他の目地　※変成シリコーン系　・　

　シーリングのその他事項は、改修特記仕様書３章　防水改修工事による

　　立上り面のシート厚さ（ ※1.5mm　・　　　　）

 3.5.2(3)(ｴ)(a)

          着色　・ステンカラー　・ブロンズ　・ブラック系　・　

断熱材　

適用   

断熱材　

適用   

防水の適用　

面台廻り ・　変成シリコーン

改修特記仕様書（３）
Ａ－０３

　・設ける(既存)・設けない

　・設ける(既存)・設けない

令和８年度



工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文
A3:A2×70.7%

市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事

[4.1.5][4.7.2][表4.7.1]

・

・注入口付アンカーピンニング

外
壁
改
修
工
事（

塗
り
仕
上
げ
外
壁
改
修）

浮き部改修工法3 [4.1.4][4.2.2][4.5.9～15]

・

・アンカーピンニング

　部分エポキシ樹脂注入工法

・アンカーピンニング

　全面エポキシ樹脂注入工法

・アンカーピンニング

・注入口付アンカーピンニング

　部分エポキシ樹脂注入工法

・注入口付アンカーピンニング

　全面エポキシ樹脂注入工法

・注入口付アンカーピンニング

　全面ポリマーセメントスラリー注入工法

　全面ポリマーセメントスラリー注入工法

※20※12

・

・

・

・

・

・

※25

※20

※20

※16

※16

※16

注入口の箇所数

工法の種類 (本/m2) (箇所/m2) (mL/箇所)

注入量アンカーピンの本数

一般部 指定部 一般部 指定部

※25

※25

・　

※50

※25

※25

※50

・　

・　

・　

・　

－－

※12 ※20

・　

・　

・　

－－

※ 9 ※16

※16※ 9

・　

・　 ・　

・　・　

※16

※13

・　

※13

※ 9

※ 9

※ 9

・　

・　

・　

・　

・　

エポキシ樹脂注入タイル固定工法 ・　

※25

・タイル部分張替え工法

・タイル張替え工法

－ － － －

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

　※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの

　・　

アンカーピンの材質

注入口付アンカーピンの材質

　・　

　※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度

　　接着剤の種類 　

　　　・ポリマーセメントモルタル 　

・タイル部分張替え工法

・タイル張替え工法

　　張替え用材料

　　　・JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系

　　　・接着剤　JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系

　　　・張付けモルタル（ ・現場調合材料　・既調合モルタル ）

伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置

　※改修標準仕様書 表4.5.1による　・ 　

　・行う　・行わない

タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接着力試験

・セメントモルタルによるタイル（セラミックタイル）張り 

　下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理　・　　

　タイル張りの工法 　　

　シーリング　改修特記仕様書３章　防水改修工事による

　　・ユニットタイル（ ・マスク張り　・モザイクタイル張り ） 　 

　　・外装タイル（ ・密着張り　・改良圧着張り　・改良積上げ張り ） 　

・有機系接着剤によるタイル（セラミックタイル）張り

　モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理　・　

　シーリングの種類

 　 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地　※ポリウレタン系　・　

　　伸縮調整目地その他の目地　※変成シリコーン系　・　

　シーリングのその他事項は、改修特記仕様書３章　防水改修工事による

目地改修工法4 [4.1.4][4.5.16]

・目地ひび割れ部改修工法

・伸縮調整目地改修工法

　　伸縮調整目地の位置及び寸法　・図示　・　

シーリングは、改修特記仕様書３章　防水改修工事による

 ［4.2.2]

5 タイルの形状、

寸法等

性

り

滑

耐

箇所

施工

耐凍

料の適

再生材
形状

無有
特
　
注

標
　
準

無有
無
ゆ
う

施
ゆ
う

Ⅲ
　
類

Ⅱ
　
類

Ⅰ
　
類

害性
色役物

ぐすり

うわ

よる区分

吸水率に

(mm)

寸法 備考
用 

見本焼き　・行う　・行わない 

試験張り　・行う　・行わない 

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

４-４ 1 既存塗膜等の除去、

下地処理及び

下地調整

[4.6.3]

・ひび割れ部改修工法

・浮き部改修工法

・欠損部改修工法

・サンダー工法

・高圧水洗工法

・塗膜はく離剤工法

・水洗い工法

工　法 下地面の補修

※既存仕上げ面全体　・図示

※既存仕上げ面全体　・図示

※既存仕上げ面全体　・図示

※サンダー工法、高圧水洗工法、塗膜はく離剤

　工法の処理範囲以外の既存仕上面全面

・図示

処　理　範　囲

3

4

下地調整塗材

仕上塗材仕上げ

[4.6.3]

※下地調整塗材　・ポリマーセメントモルタル

建物内部に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 　

  ※規制対象外　・ 

新規仕上塗材の種類 

・複層塗材Ｓｉ

・複層塗材Ｅ

・複層塗材ＲＥ

・ゆず肌状　・凸部処理　・凹凸状

・防水形複層塗材ＲＥ

・防水形複層塗材Ｅ

・防水形複層塗材ＣＥ

・防水形複層塗材ＲＳ

・可とう形改修塗材Ｅ

・可とう形改修塗材ＲＥ

・可とう形改修塗材ＣＥ

・平たん状　・さざ波状　・ゆず肌状

種　類 呼び名
防火

材料
仕上げの形状及び工法等

・薄付け

　仕上塗材

・複層仕上

　塗材

・可とう形

  改修用

　仕上塗材

・外装薄塗材Ｓｉ

・外装薄塗材Ｅ

・可とう形外装薄塗材Ｅ

・防水形外装薄塗材Ｅ

・外装薄塗材Ｓ

・可とう形外装薄塗材Ｓｉ

・複層塗材ＣＥ

・可とう形複層塗材ＣＥ

・砂壁状　・さざ波状　・平たん状

・ゆず肌状（・吹付け・ローラー塗り）

・凹凸状（・吹付け・こて塗り）

・着色骨材砂壁状（・吹付け ・こて塗り）

 吸放湿性　・適用する

・厚付け

　仕上塗材

・外装厚塗材Ｃ

・外装厚塗材Ｓｉ

・外装厚塗材Ｅ

・吹放し　・凸部処理　・平たん状

・凹凸状　・ひき起こし　・掻き落とし

 吸放湿性　・適用する

 上塗材　・適用する　・適用しない

 耐候性　※耐候形３種　・　　

 上塗材

　 溶媒　※水系　・溶剤系　・弱溶剤系

　 樹脂　※アクリル系　・　

　 外観　※つやあり　・つやなし

　 　　　・メタリック

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

 　　　　・メタリック

　 外観　※つやあり　・つやなし

　 樹脂　※アクリル系　・　

　 溶媒　※水系　・溶剤系　・弱溶剤系

 上塗材

 耐候性　※耐候形３種　・　

5

種別　・Ａ種　・Ｂ種

6 外壁用塗膜防水材

塗り

[4.1.5][4.2.2][4.8.2][表4.2.6]

マスチック塗材

塗り

外壁用塗膜防水塗り

　　※JIS A 6909の耐候形１種相当　・　　

　外壁用仕上塗材の耐候性

　仕上げの形状　・　　　　　　工法　・　

下地挙動緩衝材の適用　・適用する　・適用しない

吹付け工法の模様材の種類　・　　　　　　　・所要量　　　　　　(kg/m2)

外壁用仕上塗料の種類　　　・　　　　　　　・所要量　　　　　  (kg/m2)

モルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は、改修特記仕様書４章

外壁改修工事（モルタル塗り仕上げ外壁改修）による

既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記仕様書４章　外壁改修

工事（塗仕上げ外壁等改修）による

コンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、改修特記仕様書４章　外壁

改修工事（コンクリート打ち放し仕上げ外壁改修）による 

５

建
具
改
修
工
事

1 改修工法

建具の種類

 [5.1.3]

・アルミニウム製建具

・樹脂製建具

・鋼製建具

・鋼製軽量建具

・ステンレス製建具

・外部

・内部

・

－

・

・

・

・

・

・

・

・

・・

・建具表による　・　 

・建具表による　・　 

・建具表による　・　 

・建具表による　・　 

・建具表による　・　 

・建具表による　・　 

かぶせ工法 撤去工法 適用箇所

新規に建具を設ける場合 

　壁部分の開口の開け方　※図示　・ 　

  新規建具周囲の補修工法及び範囲　※図示　・ 

建具周囲のシーリングは、改修特記仕様書３章　防水改修工事による 

防火戸2 [5.1.4]

ステンレス製

建具

10  [5.2.2] [5.4.2] [5.6.2～5]

性能値級

  簡易気密型ドアセット　・適用する（建具符号：・建具表による ・　 　　　） 

        　　　　　　　　・適用しない 

  外部に面する建具の耐風圧性　・S-4（建具符号：・建具表による ・ 　　 　）

 　　　　　　　　　　　　　   ・S-5（建具符号：・建具表による ・　  　　）

 　　　　　　　　　　　　   　・S-6（建具符号：・建具表による ・　  　　） 

 　　　　　　　　　　　　   　 　　　　　　　　　　　　   　・　

　防音ドア・防音サッシ　　遮音性の等級（ ・　　　　）

　断熱ドア・断熱サッシ　　断熱性の等級（ ・　　　　）

　耐震ドア　　　 　　 　　面内変形追随性の等級（ ・   　   ）

ステンレス鋼板　※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI　・　

鋼板（屋内）　※SUS430、SUS430JIL、SUS443J1、SUS304　・ 

ステンレス鋼板の曲げ加工　※普通曲げ　・角出し曲げ 

建具用金物11  [5.7.2、3]

　※改修標準仕様書 表5.7.1により適用は建具表による　・　

金物の種類及び見え掛り部の材質等

金属製建具用丁番の枚数及び大きさ

樹脂製建具丁番の枚数及び大きさ

  ※改修標準仕様書 表5.7.2による　・建具表による

  ※改修標準仕様書 表5.7.3による　・建具表による

握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセントの取付け位置

　・建具表による　・ 

・錠前類 【シリンダ箱錠及びシリンダ本締り錠】 

　　試験方法　工事建築材料等品質性能表による

・錠前類 【レバーハンドル】

　　性能　工事建築材料等品質性能表による

　　試験方法　工事建築材料等品質性能表による

・クローザ類

　　品質・性能　工事建築材料等品質性能表による

　　試験方法　工事建築材料等品質性能表による

　　性能　工事建築材料等品質性能表による

　　品質　工事建築材料等品質性能表による

鍵12 [5.7.4] 

マスターキー　・製作する　・製作しない　・既存のマスターキーに合わせる 

その他の鍵の製作本数　※各室３本１組　・　

自動ドア開閉装置13 　[5.8.2、3]

引き戸用駆動装置

　性能値　※標準仕様書 表5.8.5による　種類（　　　　　）

多機能トイレ出入り口引き戸用駆動装置

　性能値　※標準仕様書 表5.8.6による

引き戸用検出装置

　性能値　※標準仕様書 表5.8.3による

戸の開閉方式

　・建具表による　　・　

引き戸用検出装置の種類

　※標準仕様書 表5.8.4による　種類（　　　　　　　　　）・建具表による

凍結防止措置

　・適用する　　・適用しない

14

装置

自閉式上吊り引戸

性能値等　　※標準仕様書 表5.9.1による

　[5.9.3]

試験方法　建築材料等品質性能表による

重量シャッター15 　[5.10.2、3]

シャッターの種類

　・管理用シャッター耐風圧強度 (           ) N/m2

　・屋内用防火シャッター

　・外壁用防火シャッター耐風圧強度 (           ) N/m2

　・防煙シャッター

開閉方式の種類　　※上部電動式（手動併用）　 ・ 上部手動式　

　・図示　　・　　

二重チェーン、急降下制動装置、急降下停止装置を設けた電動シャッターの設置箇所

　・図示　　・　　

屋内用防火シャッター若しくは防煙シャッターの危害防止機構

　・設ける　（設置箇所　　・図示　　・　　　　　　　　）

　　　「防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件」(昭和48年12月28日

　　　建設省告示第2563号) に定める基準に適合するもの

　　　※障害物感知装置 (自動閉鎖型)　　・　

スラット及びシャッターケース用鋼板 　

管理用シャッターのシャッターケース　　・設ける　　・設けない　　

　めっきの付着量　　※Z12又はF12　　・　

  鋼板の種類　　・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）

                ・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯） 　

障害物感知装置を設けた電動シャッターの設置箇所

[5.11.2～4]16 軽量シャッター

開閉方式の種類　　※手動式　　・上部電動式（手動併用） 

耐風圧強度（　　　　）N/m2

・指定する　適用箇所（ ・建具表による　・　　　　） 　・指定しない 

　・連動させる（ ・建具表による　・　　　　　　　）・連動させしない

ヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器との連動

見本の製作等

防犯建物部品

3

4

 [5.1.5]

 [5.1.7]

建具見本の製作　　・行う（建具符号：　　　　） 　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　・行わない

建具見本の程度　　・工事に使用するものとして、あらかじめ製作する

                  ・納まり等がわかる程度のもの

特殊な建具の仮組　・行う（建具符号：　　　　） 　　　　　　

　　　　　　　　　・行わない

・適用しない 

・適用する（　　　　　　）　適用箇所（・建具表による　・　　　　　　　）

5 アルミニウム製

建具

　[5.2.2～5][表 5.2.2]

性能値等 

スラットの材質 の種類

　・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯） 

  ・JIS G 3322（塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯） 

     めっき付着量（※Z06又はF06　　・　　　　　） 　

     めっき付着量（※AZ90　　・　　　　　） 

スラットの形状　　・インターロッキング形　　・オーバーラッピング形 

ドア

オーバーヘッド17

セクション材料

による区分 区分(Pa)

開閉方式 

による区分

収納形式

による区分 の材料

ガイドレール 耐風圧性能

障害物感知装置を設けた電動式シャッターの設置箇所障害物感知装置を設けた電動式シャッターの設置箇所　　・図示　　・　

[5.12.2、3]

※スチールタイプ 

・アルミニウムタイプ 

・ファイバーグラスタイプ

・125(1250)

・100(1000)

・ 75( 750)

・ 50( 500)

※バランス式 

・チェーン式 

・電動式　 　

・スタンダード形 

・ローヘッド形　 

・ハイリフト形　

・バーチカル形 

※溶融亜鉛めっき鋼板 

・ステンレス鋼板 

（　　　 　　　）

障害物感知装置を設けた電動シャッターの設置箇所　・図示　・　

[4.1.5][4.2.2][4.6.5][表4.2.4]

　防音ドア・防音サッシ　　遮音性の等級（ ・　　　　）

　断熱ドア・断熱サッシ　　断熱性の等級（ ・　　　　）

　耐震ドドア　　　　　　　面内変形追随性の等級（ ・   　   ）

　枠の見込み寸法　・建具表による　・　

表面処理 

  外部に面する建具　・ＢＢ－１種　・ＢＢ－２種　・　 　

  屋内の建具　　　　・ＢＣ－１種　・ＢＣ－２種　・ 

結露水の処理方法　・図示　・ 

水切り板、ぜん板　・図示　・ 

ステンレス鋼板　※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI　・　

　[5.2.3]

・防虫網 ※合成樹脂製 

・ガラス繊維入り合成樹脂製 

・ステンレス(SUS316)製 

ステンレス(SUS304)線材

網目線径材種種類

・ 

※16～18メッシュ 

網目寸法15mm・防鳥網

網戸等6

※0.25mm以上

・ 

1.5mm

樹脂製建具7 [5.2.2][5.3.2～5]

性能値等 

  外部に面する建具の種別

　　・Ａ種（建具符号：・建具表による　・　　　　　　　　　）

　　・Ｂ種（建具符号：・建具表による　・　　　　　　　　　）

　　・Ｃ種（建具符号：・建具表による　・　　　　　　　　　）

　枠の見込み寸法　・建具表による　・　

　断熱ドア・断熱サッシ　　断熱性の等級（ ・H-4　・H-5　・H-6 ）

　防音ドア・防音サッシ　　遮音性の等級（ ・T-1  ・T-2 ）

表面色　※標準色　・特注色 

ガラス　※複層ガラス　・　

水切り板、ぜん板　※図示　・　

鋼製建具8 　[5.2.2][5.4.2～4][表 5.4.2]

性能値級

        　　　　　　　　・適用しない 

 　　　　　　　　　　　　   　 　　　　　　　　　　　　   　・　

  簡易気密型ドアセット　・適用する（建具符号：・建具表による ・　 　　　） 

  外部に面する建具の耐風圧性　・S-4（建具符号：・建具表による ・ 　　 　）

 　　　　　　　　　　　　　   ・S-5（建具符号：・建具表による ・　  　　）

 　　　　　　　　　　　　   　・S-6（建具符号：・建具表による ・　  　　） 

　防音ドア・防音サッシ　　遮音性の等級（ ・　　　　）

　断熱ドア・断熱サッシ　　断熱性の等級（ ・　　　　）

　耐震ドア　　　 　　 　　面内変形追随性の等級（ ・   　   ）

鋼板の厚さ　※改修標準仕様書 表5.4.2による　・　　　mm

ステンレス鋼板　※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI　・　

鋼製軽量建具9  [5.2.2][5.5.2～4]

性能値級

  簡易気密型ドアセット　・適用する（建具符号：・建具表による ・　 　　　） 

　防音ドア・防音サッシ　　遮音性の等級（ ・　　　　）

　断熱ドア・断熱サッシ　　断熱性の等級（ ・　　　　）

　耐震ドア　　　 　　 　　面内変形追随性の等級（ ・   　   ）

鋼板の種類　・亜鉛めっき鋼板　・ビニル被膜鋼板　 ・カラー鋼板　・ステンレス鋼板

鋼板の厚さ　※改修標準仕様書 表5.4.2による　・　　　mm

ステンレス鋼板　※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI　・　

召合せ、縦小口包み板の材質

　※鋼板　・ステンレス鋼板　・アルミニウム合金の押出形材　

  外部に面する建具の種別

　　・Ａ種（建具符号：・建具表による　・　　　　　　　　　）

　　・Ｂ種（建具符号：・建具表による　・　　　　　　　　　）

　　・Ｃ種（建具符号：・建具表による　・　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　着色　・ステンカラー　・ブロンズ　・ブラック系　・　

　　　　　　　　　　着色　・ステンカラー　・ブロンズ　・ブラック系　・　

鍵箱　・無　・有 

　　　鋼製　・10　・20　・30　・60　・120　・200本用

改修特記仕様書（４）
Ａ－０４

令和８年度



工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文
A3:A2×70.7%

市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事

  ・ 　

  ・グレイジングチャンネル形 

・図示

・図示

※建具の製造所の仕様による

※建具の製造所の仕様による

・図示 

※建具の製造所の仕様による

・シーリング材 

・シーリング材 

・ガスケット 　

・シーリング材 

ガラス溝の大きさ(mm)ガラス留め材建具の種類

ステンレス製

鋼製及び鋼製軽量

アルミニウム製

・ 　

・ 　

６

内
装
改
修
工
事

19

建
具
改
修
工
事

５ ガラス18 [3.7][5.13.2～4]

ガラスブロック

フロート板ガラス

　品種及び厚さの呼びによる種類 

　　※建具表による　　・　　

型板ガラス

　厚さによる種類

　　※建具表による　　・　　

網入板ガラス及び線入板ガラス

　網又は線の形状、板の表面の状態及び厚さの呼びによる種類

　　※建具表による　　・　　

合わせガラス

　材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに合わせガラスの合計厚さ

　形状による種類

　落球衝撃はく離特性並びにショットバック衝撃特性による種類

　　・平面合わせガラス　　・曲面合わせガラス

　　・Ⅰ類　　・Ⅱ－１類　　・Ⅱ－２類　　・Ⅲ類

強化ガラス

　　※建具表による　　・　　

　破片の状態及びショットバック衝撃特性による種類

　　・Ⅰ類　　・Ⅲ類

熱線吸収板ガラス

　板ガラスによる種類、厚さによる種類

　　※建具表による　　・　　

　性能による種類

　　・１種　　・２種

複層ガラス

　材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ

　　※建具表による　　・　　

　断熱性による区分

　　・Ｔ１　　・Ｔ２　　・Ｔ３　　・Ｔ４　　・Ｔ５　　・Ｔ６

　日射取得性、日射遮蔽性による区分

　　・Ｇ　　・Ｓ

　乾燥気体の種類

　　・空気　　・アルゴン　　・　

熱線反射ガラス

　材料板ガラスの種類及び厚さによる種類

　　※建具表による　　・　　

　日射熱遮へい性による区分

　　・１種　　・２種　　・３種

　耐久性による区分（日射熱遮蔽性による区分が２種の場合）

　　・Ａ類　　・Ｂ類

　映像調整

　　・行わない　　・行う

倍強度ガラス

　材料板ガラスの種類及び厚さによる種類

　　※建具表による　　・　　

　　※建具表による　　・　　

　形状による種類、材料板ガラスの種類による名称

ガラスの留め材及び溝の大きさ

　[5.13.5]

表面

形状
呼び寸法 厚さ

色調

ｸﾘｱ

目地幅(mm)

曲面積み平積み

伸縮調整 防火

性能目地位置(mm)乳白

・正方形

・長方形

・125×125

・160×160

・200×200

・320×320

・250×125

・320×160

80

・125 

・ 95 

・125 

・ 95 

95

80

95

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・15～25

・ 

※ 8～15 外側

 ※15以下 

 ・  

内側

 ※6以上 

 ・  

・図示  

・ 

※無し

・有り 

※6m以下ごと

  に幅10～25 

・日射調整フィルム

・低放射フィルム

・衝撃破壊対応ガラス

　飛散防止フィルム

記号

外貼り用内貼り用

・ＳＣ－１ ・ＳＣ－２

・ＧＩ－１ ・ＧＩ－２

・ＬＥ　　
熱貫流率による区分

日射遮蔽性能による区分

 ・Ａ ・Ｂ ・Ｃ ・Ｄ ・Ｅ

 ・Ａ ・Ｂ ・Ｃ ・Ｄ

品質　JIS A 5759による。

・

種  類 性 能 等

改修範囲1  [6.1.3]

既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲

天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲

　※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　・ 図示

　※壁面より両側 600mm 程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　・ 図示

　※既存のまま　・図示

既存天井の撤去に伴う取合い部の壁面の改修

既存床の撤去及び

下地補修

2

3

 [6.2.2]

[6.3.2]

ビニル床シート等の除去　※仕上材のみ（接着剤とも）

　　　　　　　　　　　　・下地モルタルとも（・図示の範囲　・除去範囲全て）

合成樹脂塗床材の除去工法　・機械的除去工法　・目荒し工法

既存のコンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタ

ル及びエポキシ樹脂モルタルは、4章外壁改修工事による。

改修後の床の清掃範囲　※図示　・　

既存壁の撤去及び

下地補修

  ※改修標準仕様書4.4.9によるモルタル塗り

間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修

　 （塗り厚25mmを超える場合の処置　※図示） 

木下地等の表面

仕上げ

4 [6.5.1]

適用箇所表面仕上げの種別

・Ｈ－Ａ種

・Ｈ－Ｂ種

・Ｈ－Ｃ種

・Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

　機械加工

　手加工

製材5 [6.5.2]

ガラス用フィルム20

ホルムアルデヒド放散量  ※規制対象外　・ 

造作用集成材6

[6.5.2]

・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材

・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱

・「製材の日本農林規格」による下地用針葉樹製材

・「製材の日本農林規格」による造作用針葉樹製材

・「製材の日本農林規格」による広葉樹製材

・「製材の日本農林規格」以外の製材

・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材

施工箇所 樹種
寸法

(mm)
等級

間伐材等

の適用
形状 含水率

保存

処理

※２級  ※Ａ種 ・Ｂ種

※２級

・　　

 ※Ａ種 ・Ｂ種

 ・ 
・

・

等級施工箇所 樹種
(mm)

寸法

見え掛り面

見え掛り面

以外　　　

 ※上小節

 ・ 

 ・　

 ※小節以上

間伐材等

の適用
形状 含水率

保存

処理

 ※Ａ種 ・Ｂ種

 ・ 

 ※Ａ種 ・Ｂ種

 ・ 
・

・

等級施工箇所 樹種
寸法 間伐材等

形状 含水率
保存

の適用処理(mm)

・

・

 ※１等

・　 

 ※10％以下

 ・Ａ種 ・Ｂ種 ・　　　

 ※１等

・　 

 ※10％以下

 ・Ａ種 ・Ｂ種 ・　　　

施工箇所 樹種
(mm)

寸法
材面の品質 防虫処理 含水率

の適用

間伐材等

 (※Ａ種 ・Ｂ種)

(　　  　　)

 造作材の場合 
 ・ 

 ※Ａ種 ・Ｂ種 ・適用する

 ・適用しない
・

 (※Ａ種 ・Ｂ種)

(　　  　　)

 造作材の場合 
 ・ 

 ※Ａ種 ・Ｂ種 ・適用する

 ・適用しない
・

面数

見付け材 見付け材

面の品質

間伐材等

の適用

寸法

(mm)

化粧薄板

芯材：

化粧薄板：

の厚さ(mm)
施工箇所 樹　種

・

・

 ※１等 ・２等

 ※１等 ・２等
化粧薄板：

芯材：

見付け材

面の品質

間伐材等

の適用

芯材：

化粧薄板：

施工箇所

・

・

 ※１等 ・２等

 ※１等 ・２等
化粧薄板：

芯材：

寸法

(mm)

化粧薄板

の厚さ(mm)
樹　種

間伐材等

の適用

寸法

(mm)
施工箇所 樹　種

・

・

含水率

※15％以下

・　

見付け材面の品質

※15％以下

・　

の適用

間伐材等
施工箇所 樹　種

※１等 ・２等

見付け材

面の品質

寸法

(mm)

見付け材

面数

・

・※１等 ・２等

間伐材等

の適用

寸法

(mm)

化粧薄板

芯材：

化粧薄板：

の厚さ(mm)
施工箇所 樹　種

・

・
化粧薄板：

芯材：

含水率
見付け材

面の品質

※15％以下

・　

※15％以下

・　

・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材

・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり構造用集成柱

間伐材等

の適用

寸法

(mm)

化粧薄板

芯材：

化粧薄板：

の厚さ(mm)
施工箇所 樹　種

・

・
化粧薄板：

芯材：

含水率
見付け材

面の品質

※15％以下

・　

※15％以下

・　

7 造作用単板積層材

ホルムアルデヒド放散量　　※規制対象外　　・　

・「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材

・「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材

・ＣＬＴ（直交集成板）

[6.6.2]

・適用しない

・適用する

施工箇所
(mm)

厚さ
防虫処理表面の品質

の適用

間伐材等

・
・有り(・天然木加工　・塗装加工)

・無し(　　　　　　　　　　　　)

・適用しない

・適用する
・

・有り(・天然木加工　・塗装加工)

・無し(　　　　　　　　　　　　)

・適用しない

・適用する

施工箇所
(mm)

厚さ
防虫処理

の適用

間伐材等

・
・有り(・天然木加工 ・塗装加工)

・無し(　　　　　　　　　　　 )

含水率表面の品質

・　　
※14％以下

・適用しない

・適用する
・

・　　
※14％以下・有り(・天然木加工 ・塗装加工)

・無し(　　　　　　　　　　　 )

施工箇所
の適用

間伐材等

・

・

品名 種別 樹種
寸法

(mm)（強度等級）

曲げ性能 接着性能

床張り用合板等8 [6.5.2]

ホルムアルデヒド放散量  ※規制対象外　・　

・普通合板

・構造用合板

・「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板

・「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板

・「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板 

・パーティクルボード

板面の品質
間伐材等

の適用
防虫処理

厚さ

(mm)
施工箇所

表板の

樹種名

※１類

・２類

程度

接着の

・適用しない

・適用する  
・

※5.5

・　 　　※２等以上 ・１等

　　※Ｃ-Ｄ以上　・　　　

 ・広葉樹

 ・針葉樹

 ※２級以上

間伐材等

の適用
施工箇所

・

等級
単板の

樹種名

接着の

程度

板面の

品質

厚さ

(mm)

防虫

処理

強度

等級

 ・１級 ・特類

※１類  ※C-D以上

 ・

※12

・  ・適用しない

・適用する  ・適用する

・適用しない

  (        )

間伐材等

の適用

・・１類 ・特類

防虫処理接着の程度単板の樹種名施工箇所
厚さ

(mm)

施工箇所
化粧板に使用する

単板の樹種名

厚さ

(mm)
接着の程度

・１類 ・２類

防虫処理の適用

・適用する（　　　　　）

・適用する　

間伐材等

の適用
施工箇所

厚さ

(mm)
接着の程度 表面性能

化粧加工の

方法

・１類 ・２類

防虫処理の

適用

（　　　　　）
・

施工箇所
による区分

表裏面の状態 曲げ強さ

による区分

耐水性

による区分

難燃性

による区分

厚さ

(mm)

※Ｐ又はＭ

・　　　　

※13タイプ

・　　　　

※15

・　

施工箇所 等　　級 厚さ(mm)

・１級　・２級　・３級　・４級

・構造用パネル

・ＭＤＦ

施工箇所
厚さ

(mm)

裏表面の状態

による区分

曲げ強さ

による区分

接着剤

による区分

難燃性

による区分

[6.5.3、4] [6.8.2] [6.9.3] [6.11.4、5]

接着剤は可塑剤（難揮発性の可塑剤を除く）が添付されていないものとする。

施工箇所の下地がセメント系下地及び木質系下地以外の場合の接着材の種別

ホルムアルデヒドの放散量　※規制対象外　・　

　・図示　・　

10 防腐・防蟻処理 [6.5.5]

・防腐、防蟻処理を省略できる樹種による製材

・薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理

・Ｋ２ ・Ｋ３ ・Ｋ４

保存処理性能区分適用部材

・薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理

適用部材 処理の方法 薬剤の種類

 ※改修標準仕様書6.5.5

   (1)(b)② ｱ～ｴによる

 ・ 

 ※JIS A 1571に適合又は同等品

・薬剤の接着剤への混入による防腐、防蟻処理 　　

　　適用部位（　　　　　　　　　　　　　　　　） 

[6.6.2～4]11 軽量鉄骨天井下地

野縁等の種類

　屋外　※25形　・19形

　屋内　※19形　・25形

・屋外の軒天井、ピロティ天井等

　工法 

　　建築基準法に基づき定まる（・1　・1.15　・1.3）の風圧力に対応した工法

　    野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔　・図示　・　

  　　周辺部の端からの間隔　・図示　・　

  　　野縁の間隔　・図示　・　

　既存の埋込みインサート　・使用する　・使用しない 

　あと施工アンカーの確認試験

　　・行う

　　　　箇所数　※屋内の場合、当該階において３箇所　・　

　　　　確認強度

　　　　　※吊りボルト受け等の間隔が900mm程度以下かつ天井面構成部材等の

　　　　　　単位面積当たりの質量が20kg/m2 以内の天井の場合、400Ｎ程度

　　　　　・　

　　・行わない

・吊りボルトの間隔が900mmを超える場合の補強方法　※図示　・　

・天井のふところが1.5m以上3.0m以下の場合の補強方法

 　 ※改修標準仕様書6.6.4(8)による　・　

・天井のふところが3.0mを超える場合の補強方法　※図示　・　

・天井の下地材における耐震性を考慮した補強 

　補強箇所　※図示　　補強方法　※図示　

12

13 ビニル床シート

軽量鉄骨壁下地 [6.7.3] [表6.7.1]

スタッド、ランナーの種類 

　※改修標準仕様書 表6.7.1によるスタッドの高さによる区分に応じた種類

　・図示

スタッドの高さが5.0mを超える場合　※図示　・ 　

出入口及びこれに準ずる開口部の補強 

　※改修準仕様書6.7.4(5)による　・図示　

[6.8.2、3]

目地処理する場合の工法　　※熱溶接工法　・　 　

　　

種類の記号 色　柄 厚さ(mm)

※ 2.0※ＦＳ

・    

・　  

・マーブル柄 

・無地       

・柄物       

14 ビニル床タイル [6.8.2]

種類の記号 色　柄 寸　法

・無地　

・柄物　

・300×300 

・450×450 

厚さ(mm)

※ 2.0

・ 2.5

・ 3.0

　　

・　　　 　

・ＦＯＢ

・ＦＯＡ

・ＦＴ　

・ＴＴ　

※ＫＴ　

接着剤9

使用環境

・　　

下地用

造作用

杉

桧

桧

杉

設備設置場所

　　適用部位（　１階床下　　　　　　　　　　　　　　　） 

改修特記仕様書（５）
Ａ－０５

エアコン取付部 12

図示

2.5

令和８年度



工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文
A3:A2×70.7%

市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事

・Ａ種 ・Ｂ種

15 特殊機能床

・帯電防止床シート

・帯電防止床タイル

・視覚障害者用床タイル

　　視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列はJIS T 9251による 

・耐動荷重性床シート

・防滑性床シート

・防滑性床タイル

[6.8.2]

16

17

ビニル幅木

ゴム床タイル　

[6.8.2]

厚さ(mm)　※1.5以上　・　

高さ(mm)　※60　・75　・100

　　種類（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　性能（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　厚さ（　　　　）mm

　　種類（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　性能（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　種類（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　形状（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　種類（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　厚さ（　　　　）mm

　　種類（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　厚さ（　　　　）mm

　　種類（　　　　　　　　　　　　　　　）

フローリング張り [6.11.2～6]・単層フローリング（フローリングボード１等）

　　工法　・釘留め工法（ ・根太張り　・直張り ）

　　　　　・接着工法

　　樹種　※なら　・　

　　間伐材等の適用　・適用する　・適用しない

・単層フローリング（フローリングブロック１等）

　　樹種　・　

　　厚さ　・　 

　　大きさ　・ 

　　間伐材等の適用　・適用する　・適用しない

・複合フローリング

　　　　　・接着工法

　　工法　・釘留め工法（ ・根太張り　・直張り ）

　　樹種　※なら　・　

　　種別　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種

　　間伐材等の適用　・適用する　・適用しない

フローリング及び接着剤のホルムアルデヒド放散量　※規制対象外　・　

接着工法の場合の裏面緩衝材　※合成樹脂発泡シート 　

・現場塗装仕上げ　

　※ウレタン樹脂ワニス塗り

　・オイルステインの上、ワックス塗り

　・生地のままワックス塗り

20

21 畳敷き [6.12.2]

種別　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種（畳床：・KT-Ⅰ ・KT-Ⅱ ・KT-Ⅲ ・KT-K ・KT-N ） 

下地の種類　・標準仕様書　表12.6.1による床組 　　　　　　

            ・ポリスチレンフォーム床下地（ノンフロン    ） 　　　　　　

            ・ 

畳表及び畳床はホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない

か、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

[6.13.2、3]せっこうボード

その他のボード

及び合板張り

合板類 、MDF及びパーティクルボード、接着剤のホルムアルデヒド放散量

　※規制対象外　・ 

・木質系セメント板　　　種類・厚さ（ ※図示　・　　　　） 

・繊維板　　　種類・厚さ（ ※図示  ・　　　　　）

・パーティクルボード　　　種類・厚さ（ ※図示　・　　　　　）

・吸音材料　　種類・厚さ（ ※図示  ・　　　　　）

・せっこうボード  種類・厚さ（ ※図示  ・　　　　）

・普通合板

　　表板の樹種名　・　 

　　板面の品質　・　 

　　厚さ　※図示　・　 

　　接着の程度　・１類　・２類

　　防虫処理　・行う　・行わない

・天然木化粧合板

　　化粧板の樹種名　・　

　　厚さ　※図示　・　

　　接着の程度　・１類　・２類

　　防虫処理　・行う　・行わない

・特殊加工化粧合板

　　化粧加工の方法（ ・オーバーレイ　・プリント　・塗装　・　　　　）

　　表面性能　・　

　　厚さ　※図示

　　接着の程度　・１類　・２類

　　防虫処理　・行う　・行わない

せっこうボード等の下地　※図示

22

[6.14.2～3]23 壁紙張り

壁紙の種類

施工箇所 ﾌﾟ ﾗｽ 防火性能 備　 考
繊維紙 無機質 その他

ﾁｯｸ

 ・  ・  ・  ・  ・

 ・  ・  ・  ・  ・

 ・  ・  ・  ・  ・

 ・  ・  ・  ・  ・

遮音シール材　・適用する（ ・シーリング材　・ジョイントコンパウンド ）

　　　　　　　・適用しない

合板類の張付け　※Ｂ種　・Ａ種

せっこうボードの目地工法　・仕上表による　・　

[6.16.2～4]タイル張り

伸縮調整目地の位置　床タイル（ ※縦、横とも４m以内ごと　・図示 ）

　　　　　　　　　　床タイル以外（　・図示　・　　　 　　　　　）  

伸縮調整目地のシーリング材、目地寸法は改修特記仕様書第３章による

・セメントモルタルによるタイル（セラミックタイル）張り　 

　タイルの形状、寸法等 

施 無

有 有 無無

標

準

特

注

施工箇所

形状

寸法

(mm)

再生

材料

の適

用　

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

類類類

吸水率に

よる区分

うわ

ぐすり
役物 色

耐凍

害性

耐

滑

り

性

備

う う

ゆゆ
考

・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

試験張り　・行う　・行わない 

見本焼き　・行う　・行わない 

既製調合モルタル

  モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、

  細骨材、混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。

　品質・性能　建築材料等品質性能表による

　試験方法　　建築材料等品質性能表による

　試験方法　　建築材料等品質性能表による

　品質・性能　建築材料等品質性能表による

・既製調合目地材

　タイルの形状、寸法等 

施 無

有 有 無無

標

準

特

注

施工箇所

形状

寸法

(mm)

再生

材料

の適

用　

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

類類類

吸水率に

よる区分

うわ

ぐすり
役物 色

耐凍

害性

耐

滑

り

性

備

う う

ゆゆ
考

・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

試験張り　・行う　・行わない 

見本焼き　・行う　・行わない 

  ※規制対象外　・ 

内装タイル接着剤張りに使用する有機質接着剤のホルムアルデヒド放散量

塗り 種類及び品質　・せっこう系　・セメント系 

[6.17.2、3]

標準塗厚(mm)　・ 

天井見切り縁

モルタル塗り

モルタル　・現場調合材料

　　　　　　（セメントは改修特記仕様書８－２　コンクリート工事による）

　　　　　・既調合材料（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

[6.15.3、5、6]

既製目地材　・設ける　施工箇所（　　　　　）　形状（※図示　・　　　　　）

　　　　　　・設けない 

床の目地

　・設ける

　　　目地割り　　※２m2程度（最大目地間隔３m程度　　・　　　　　 ）

　　　種類　　※押し目地　　・　　　　　　　　　 ）

　・設けない

・防水剤

　　品質・性能　　建築材料等品質性能表による

　　試験方法　　　建築材料等品質性能表による

24

25

26

27 セルフレベリング材

６

内
装
改
修
工
事

６

内
装
改
修
工
事

６

内
装
改
修
工
事

塗
装
改
修
工
事

７ 1 材料 [7.1.3]

屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 　

　※規制対象外　・ 　

・防火材料　※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする

  　        ・次の箇所を除き防火材料とする（箇所：　　　　　　　　　） 

下地調整2 　[7.2.1～7]
塗替えＲＢ種の場合の既存塗膜の除去範囲 

　※塗替え面積の30％　・図示　・ 

既存さび止め塗料の鉛含有調査

下地調整 

塗替え 新規
下地面の種類

下地調整の種別 ひび割れ部

の補修

－

－

－

－

－

・行う

・行わない

・行う

・行わない

・行う

・行わない

・行う

・行わない

・ＲＡ種 ・ＲＢ種

　ＲＡ種 

　ＲＡ種 

　ＲＣ種 

・ＲＡ種 ・ＲＢ種

　ＲＡ種 

・ＲＡ種 ・ＲＢ種

　ＲＡ種

・ＲＡ種 ・ＲＢ種

 ※ＲＢ種 ・ 

 ※ＲＢ種 ・ 

 ※ＲＢ種 ・  

 ※ＲＢ種 ・  

 ※ＲＢ種 ・  

 ※ＲＢ種 ・  

 ・ＲＡ種

 ・ＲＢ種

 ・ＲＣ種

 ・ＲＢ種

 ・ＲＣ種

 ※ＲＢ種 ・  

木部

鉄鋼面

亜鉛めっき面

モルタル、プラスター面

ＡＬＣパネル面

押出成形セメント板面

コンクリート面（ＤＰ)

せっこうボード面及び

その他ボード面

亜鉛めっき面（鋼製建具等）

コンクリート面(ＤＰ以外)、

　・行う（　　　箇所）　・行わない

錆止め塗料塗り3

錆止め塗料塗りの種別

[7.3.2、3]

塗替え 

塗　装　面

鉄鋼面

亜鉛めっき

鋼面

ＥＰ－Ｇ

ＥＰ－Ｇ

ＥＰ－Ｇ以外

ＥＰ－Ｇ以外

塗替え 

新規見え掛り 

新規見え隠れ 

塗替え 

新規見え掛り 

新規見え隠れ 

新規鋼製建具等

塗替え 

新規鋼製建具等

塗料の種別 工程の種別

Ａ種

Ａ種

Ａ種

※Ｂ種 ・Ａ種

※Ｂ種 ・Ａ種

※Ｂ種 ・Ａ種

※Ａ種 ・Ｂ種

※Ａ種 ・Ｂ種

Ｃ種

Ｃ種

※Ｃ種　・　

※Ａ種　・　

※Ｂ種　・　

※Ｃ種　・　

※Ａ種　・　

※Ｂ種　・　

※Ｃ種　・　

※Ａ種　・　

※Ｃ種　・　

※Ａ種　・　

塗装4

塗替え 新規

[7.4.2～7.14.2]

工 程
塗装面塗装の種類

・合成樹脂調合

　ペイント塗り

  (SOP) 

木部屋外 

木部屋内 

鉄鋼面 

亜鉛めっき鋼面(鋼製建具） 

亜鉛めっき鋼面(鋼製建具以外)

  塗料の種類

   ※１種 ・２種 

・クリヤラッカー塗り(CL) 

・フタル酸樹脂エナメル塗り(FE)

・アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD) 
・

・つや有合成樹脂

  エマルション

  ペイント(EP-G)

屋内の木部 

屋内の鉄鋼面 

屋内の亜鉛めっき鋼面 

・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP) 

・合成樹脂エマルション模様塗料塗り(EP-T) 

・ウレタン樹脂ワニス塗り(UC) 

・耐候性塗料塗り

　(DP) 亜鉛めっき鋼面 

       上塗り等級（　　）級 

コンクリート面及び押出成形

セメント板面

コンクリート面等

・オイルステイン塗り(OS) 

・木材保護塗料塗り(WP) ※Ｂ種 ・Ａ種

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ａ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・Ａ種

※Ｂ種 ・Ａ種

・ 

・

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・Ａ種

※Ｂ種 ・Ａ種

※Ａ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・Ａ種

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・   

※Ｂ種 ・Ａ種

※Ｂ種 ・Ａ種

・Ａ－１種

・Ｂ－１種

・Ｃ－１種

・Ａ種 ・Ｂ種

※Ａ種 ・　　

・Ａ種 ・Ｂ種

・Ａ種 ・Ｂ種

・Ａ種 ・Ｂ種

※Ｂ種 ・Ａ種

－－

－ －

　Ａ種

  Ａ種

　※改修標準仕様書 表7.9.1の工程１の下塗りをしみ止めシーラーとする

合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め 

つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（コンクリート面、モルタル面、プラ

スター面、せっこうボード面、その他ボード面）の塗替えの場合のしみ止め 

　※改修標準仕様書　表7.10.1の工程１の下塗りをしみ止めシーラーとする

　・　

　・　

  下地調整（改修標準仕様書 表7.2.2）　・ＲＡ種　・ＲＢ種　・ＲＣ種 

・高日射反射率塗料塗り 

工 程
塗料その他 塗付け量

（kg/m2)規格番号 規格名称 種類 等級

塗料塗り JIS K 5675 屋根用高

日射反射

率塗料  

２種

・２級

・３級

・１級 塗料製造所の仕様による

              

18 カーペット敷き

[6.8.2]

厚さ(mm)  ・3.0　 ・4.5　 ・6.0　　・9.0 

寸法(mm)（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）   

・織じゅうたん

織り方 パイル形状

・ウィルトンカーペット

・ダブルフェースカーペット

・アキスミンスターカーペット

・カットパイル

・ループパイル

・カット/ループパイル

[6.9.2、3] [表6.9.1]

　色柄（・　　　　　　　　※模様のない無地）

　パイル糸の種類等

　　・　

              

・ タフテッドカーペット

・5～7　・ 

パイル形状 パイル長さ（mm） 工　法 帯電性

・適用する　　

・適用しない 

・全面接着工法 

・グリッパー工法

・ 

・4～6　・ 

・カットパイル

・ループパイル

・カット、ループ併用

下敷き材(グリッパー工法の場合)　

　 ※反毛フェルト（JIS L 3204）の第２種２号　呼び厚さ 8mm 　・ 

・ニードルパンチカーペット 

  厚さ（mm）（　　　　）

　帯電性　・適用する　・適用しない

　　※無地の織りじゅうたんの種別（ ・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種 ）

　帯電性　･適用する　・適用しない

　織じゅうたんの接合方法　※ヒートボンド工法　・　

　下敷き材　※反毛フェルト（JIS L 3204）の第２種２号　呼び厚さ8mm

　　　　　　・　

・タイルカーペット

施工箇所 総厚さ（mm）寸　法パイルの形状

※第一種

・第二種

・第一種

・第二種

・第一種

・第二種

種　類

※500×500

・

※ 6.5

・

※ 6.5

・

※ 6.5

・

※500×500

※500×500

・

・

※ループパイル

・カットパイル

・カット・ループ併用

タイルカーペットの敷き方

見切り、押え金物

　平場　※市松敷き　・模様流し　・　

　階段部分　※模様流し　・市松敷き　・　

　材質（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　種類（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　形状等　※図示　・　

19 合成樹脂塗床 [6.10.2～3]

種別 施工箇所 工法 仕上げの種類

・薄膜型塗床材 

　弾性ウレタン樹脂系塗床 

・厚膜型塗床材 

・厚膜型塗床材 

　エポキシ樹脂系塗床 

・薄膜流し展べ工法 

・厚膜流し展べ工法 

・樹脂ﾓﾙﾀﾙ工法 

※平滑仕上げ　 

・防滑仕上げ ・つや消し仕上げ 

・平滑仕上げ 

・防滑仕上げ 

※平滑仕上げ 

色柄　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

種類　・単層品　・積層品

・ 不燃 ・ 準不燃

・ 不燃 ・ 準不燃

・ 不燃 ・ 準不燃

・ 不燃 ・ 準不燃

・有機系接着剤による質タイル（セラミックタイル）張り

　　寸法（　　　　　　×　　　　　　　）mm　　厚さ（　　　）mm

　　寸法（　　　　　　×　　　　　　　）mm　　厚さ（　　　）mm

モルタル・プラスター面の下地調整の種別　※ＲＢ種　・　

コンクリート面の下地調整の種別　※ＲＢ種　・　

せっこうボード面の下地調整の種別　※ＲＢ種　・　

1，2階全室

鉄鋼面 上塗り等級（１）級 

改修特記仕様書（６）
Ａ－０６

材質の種類　・軟質　・硬質(MDF)

ＷＤ

台所

材種　・塩化ビニル製　・アルミニウム製　・MDF製

 ・Ｂ種

令和８年度



工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文
A3:A2×70.7%

市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事

・石綿含有成型板の除去 　　　

環
境
配
慮
改
修
工
事

1 石綿含有建材の

除去工事

[9.1.1、3～5]

施工調査

※石綿含有建材の事前調査 

　　工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有している

　　吹付け材、成形板、建築材料等の使用の有無について調査する

　　　貸与資料（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

・分析による石綿含有建材の調査

　　分析対象

　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、

　　クロシドライト、トレモライト

・箇所数(　　　　　　）

・箇所数(　　　　　　）

・箇所数(　　　　　　）

・箇所数(　　　　　　）

・箇所数(　　　　　　）

・箇所数(　　　　　　）

・箇所数(　　　　　　）

・箇所数(　　　　　　）

材　料　名

定性分析方法 定量分析方法

JIS A 1481-1 または　

JIS A 1481-2

JIS A 1481-3 または　

JIS A 1481-4

　分析方法

　サンプル数　１箇所あたり３サンプル

　採取箇所　・図示　・　

　測定時期、場所及び測定点

・石綿粉じん濃度測定

適用 測定名称 測定時期 測定場所
（各施工箇所ごと）

測定箇所数

・

・

・

・

・

・

・

・

・

測定１

測定２

測定３

測定４

測定５

測定６

測定７

測定８

測定９

処理作業前

処理作業中

処理作業後

処理作業後　

処理作業室内

調査対象室外部の付近

処理作業室内

排出口

（処理作業室外の場合）

処理作業室外

　・施工区画周辺

　・敷地境界

処理作業室内

処理作業室内

調査対象室外部の付近

計　　点

計　　点

計　　点

計　　点

計　　点

計　　点

計　　点

出口吹出し風速

１m/s以下の位置

計　　点

セキュリティーゾーン入口

集じん・排気装置の

（シート養生中）

（シート撤去後

　１週間以降）

　測定方法

・自動測定器による測定 

測定名称

・測定４

　測定方法

 粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)、パーティクルカウン

 ター、繊維状粒子自動測定器(リアルタイムファイバーモニ

 ター)等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定

試料の吸引流量

(L/min) (min)

試料の吸引時間

直径(mm)
測定名称

メンブレンフィルタ

・測定４

・測定５

・      

・      

・      

・　　　

25 5 30

47

47 10

10 120

240

石綿含有建材の処理 　

・石綿含有吹付け材の除去 　

　　除去対象範囲　・図示　・ 　　

　　除去工法　※9.1.3（2）(ｱ)による　・　

  除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置

　　※湿潤化　・固形化　

　除去した石綿含有吹付け材等の処分

　　・埋立処分（管理型最終処分場）

　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

・石綿含有保温材等の除去 　　　

  　除去対象範囲　・図示　・ 

　　除去工法　・破砕して除去　・手ばらし

　　除去した石綿含有保温材等の飛散防止 

　　　※湿潤化　・固形化　

　　除去した石綿含有保温材等の処分

　　　・埋立処分（管理型最終処分場）

　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

　　除去した石綿含有成形板の処分 　

　　・石綿含有せっこうボード 　　　　

　    ・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設） 　　

　　・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板 　　　　　

　    ・埋立処分（安定型最終処分場）

　　  ※埋立処分（管理型最終処分場）

環
境
配
慮
改
修
工
事

９ 2

3

断熱アスファルト

防水改修工事

外断熱改修工事

[9.2.2～3]

[9.3.2～4]

改修特記仕様書３章による 

断熱材

　断熱材の種類　・　

　断熱材の厚さ（mm）・　　

　施工箇所　　・図示　　・　

　ホルムアルデヒド放散量　※規制対象外　・ 

外装材 

　　　　　　　　　　種類    防火性能 備考

鋼材 

改修特記仕様書第８章　８-３　鉄骨工事　・鋼材による

笠木 

改修特記仕様書第３章　・アルミニウム製笠木による

既存外壁の処置

  既存外壁仕上材の撤去　・あり　・なし

  下地面の清掃　・行う　・行わない

  欠損部の改修工法　・改修特記仕様書第４章　外壁改修工事による　・　

工法 　

  建築基準法に基づき定まる（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

　不陸等の下地調整　・　

　断熱材の施工　・断熱材製造所の仕様による　・　

　外装材の施工　・外装材製造所の仕様による　・　

　通気層の有無　・あり（　　　mm）　・なし　

　外装材の外壁への取付け　・図示　・　

　笠木の施工　・改修特記仕様書第３章　アルミニウム笠木による

ガラス改修工事3

・JIS K 3850-1に基づいた測定 

複層ガラス

日射取得性、日射遮蔽性による区分

乾燥気体の種類

上記以外は、改修特記仕様書５章　建具改修工事による

断熱性による区分

材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ

　・建具表による

　・Ｔ１　・Ｔ２　・Ｔ３　・Ｔ４　・Ｔ５　・Ｔ６

　・Ｇ　・Ｓ

　・空気　・アルゴン

断熱･防露改修工事4 [9.5.2～4]

フェノールフォーム断熱材又は保温材、接着剤のホルムアルデヒド放散量

　※規制対象外　・　

・断熱材打込み工法

　　断熱材　JIS A 9521に基づく発泡プラスチック断熱材

　　種類　・　

　　厚さ(mm)　・　

　　施工場所　・　

・断熱材現場発泡工法 

　　断熱材の種類　・Ａ種１　・Ａ種１Ｈ 　・　

　　吹き付け厚さ（mm）　・25　・30　・　

　　施工箇所　・図示　・　

　　品質・性能　工事建築材料等品質性能表による

　　試験方法　　工事建築材料等品質性能表による

屋上緑化改修工事5 [9.6.2、3]

植栽基盤及び材料

　屋上緑化軽量システム

　　・適用する　・適用しない

　　　　見切り材、舗装材、排水孔、マルチング材等　※図示　・　

　　　　芝及び地被類の種類等　※図示　・　

　　試験方法　　工事建築材料等品質性能表による

　　品質・性能　工事建築材料等品質性能表による

工法 　

  建築基準法に基づき定まる（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応した工法

かん水装置　・設置する（種類　・　　　　・　　　　）

既存保護層の撤去　・行う　・行わない 

新植した芝及び地被類の枯補償の期間　※引き渡しの日から１年　・　 

透水性アスファルト

舗装改修工事

6  [9.7.2～5、9]

既存舗装の撤去及び再利用　　※図示　　　・　

路床 

　路床の材料 

種別 材料 厚さ(mm）

・盛土 ・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種  ・Ｄ種　　　　　

・建設汚泥から再生した処理土

・図示

・

・凍上抑制層 ・再生クラッシャラン　　　・クラッシャラン 

・切込み砂利 

・

・図示

・

・砂

・

・図示

・

・フィルター層 

路床安定処理　・適用する　・適用しない

路床安定処理の方法　・添加材料による安定処理　・　

　・添加材料による安定処理

　　種類　　・普通ポルトランドセメント

　　　　　　・フライアッシュセメントＢ種

　　　　　　・生石灰（ ・特号　・１号 ）　・消石灰（ ・特号　・１号 ）

　　　　　　・高炉セメントＢ種

　　　　　　・　

　　添加量　・　　　　kg（目標ＣＢＲ　・３以上　・　　　　　　）

　　目標ＣＢＲを満足する添加量の確認方法

　　　・安定処理土のＣＢＲ試験　・　

  ・ジオテキスタイル 　　　　

    単位面積質量　・60g/m2以上　　・ 　　　　

    厚さ(mm)　　・0.5～1.0　・　

    引張強さ　・98N/5cm（10kgf/5cm）以上　・　

　  透水係数　・1.5×10 cm/sec以上　・　
-1

試験

  砂の粒度試験　・行う　・行わない 　　

  路床土の支持力比（ＣＢＲ）試験　・行う　・行わない

　現場ＣＢＲ試験　・行う　・行わない

  路床締固め度の試験　・行う　・行わない

路盤 

  路盤材料

  路盤の厚さ　・図示　・　

・粒度調整砕石

砕石

再生材

・クラッシャラン

・水硬性粒度調整鉄鋼スラグ

種　　類

・クラッシャラン

・粒度調整砕石

・クラッシャラン鉄鋼スラグ

・粒度調整鉄鋼スラグ

舗装の構成　・図示　・　

開粒度アスファルト混合物等の抽出試験　・行う　・行わない 

舗装の平たん性　※著しい不陸がないもの　・　

環
境
配
慮
改
修
工
事

９

石綿含有建材除去後の仕上げ工事　・図示　・　

[9.4.2、3]

９

改修特記仕様書（７）
Ａ－０７

工程表

103010 20 10 20 10 20 10 20 3131 30 10 20 20

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

31 31

仮囲い準備工

令和８年

外部足場 外部足場

内部足場

内部造作解体

内部土間ｺﾝ解体

土間筋

床付け

砕石敷すきとり

土間ｺﾝ打設

墨だし

工場加工

外壁高圧洗浄 防水層ｹﾚﾝ

現場施工

外部足場撤去

外部土間ｺﾝ解体

便槽撤去

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去

点検口･収納庫取付

手摺取付

浄化槽床掘

浄化槽基礎ｺﾝ打設 土間ｺﾝ打設

土間筋

脱型

浄化槽基礎型枠組立 土間型枠組立

脱型

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

仮設工事

工種

解体工事

土工事

左官工事

鉄筋工事

コンクリート工事

型枠工事

防水工事

木工事

金属工事

金属製建具工事

木製建具工事

塗装工事

備 考

機械設備工事

電気設備工事

外構工事

内外装工事

ﾕﾆｯﾄ及びその他工事

市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事　　工程表

土間天バコテ塗り

現場測定 承認図提出・工場作成

建具搬出建具搬出

仕上撤去

建具調整

床・壁・天井張り 仕上ｸﾛｽ貼り

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ･ｷｯﾁﾝ取付

建具搬入･取付

建具塗装 額縁塗装

申請業務調査

調査

承認図提出・発注

承認図提出・発注

器具取付

断熱工事

器具取付浄化槽設置工事

配管・配線工事

給･排水・ガス工事

盆
 
休
 
み

清
　
　
掃

検
　
　
査

内部足場撤去

仮囲い撤去

塗膜防水施工

ｼｰﾘﾝｸﾞ施工

扉取替え

土間天バコテ塗り

網戸搬出 網戸取付

網戸張替え

ビーズ法ポリチレンフォーム３号

45
床下

令和８年度

　　　調査範囲（・　　　　　　・図示　　A-09      ） 　

 　 除去対象範囲　・図示( A-09 )　・　



工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事 付近見取図 A2:S=1/2500

A2:S=1/200
A3:A2×70.7%

概要・面積表
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６号室 ５号室 ４号室 ３号室 ２号室 １号室

物置

29,160

4,860 4,860 4,860 4,860 4,860 4,860

2,880 1,980 2,880 1,980 2,880 1,980 2,880 1,980 2,880 1,980 2,880 1,980

Ｎ
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0
0

5
,
0
6
0

1
,
8
0
0

６号室 ５号室 ４号室 ３号室 ２号室 １号室

物置

29,160

4,860 4,860 4,860 4,860 4,860 4,860

2,880 1,980 2,880 1,980 2,880 1,980 2,880 1,980 2,880 1,980 2,880 1,980

Ｎ

改修前 配置図 S=1/200

改修後 配置図 S=1/200

改修前

改修後

Ｎ

工事場所：志摩市志摩町布施田2222-1

付近見取図　 S=1/2500

工事名称

工事概要

工事場所

都市計画

防火地域

敷地面積

建物概要

主要用途

構 造

建築面積

延べ面積

工事経過

工事内容

設 計 概 要

志摩市志摩町布施田2222-1

都市計画区域内

指定なし

1,110.00㎡

公営住宅　１棟６室

ＲＣ造２階建

259.34㎡

359.34㎡

昭和６１年建設　　平成２７年外装改修

た改修工事を行う。

内装改修・建具改修及び、それに伴う設備改修を行う。

また、汲み取り便槽から合併浄化槽に改修する。

その他、長寿命化に寄与する外部改修を行う。

面 積 表

床面積

259.34㎡

1,110.00㎡  

工事対象全 室

27.53㎡

32.36㎡

59.89㎡

27.53㎡

32.36㎡

59.89㎡

建 築 面 積

敷 地 面 積

２ 階

１ 階

合 計

１号室～６号室 ６室合計

改修前・後　配置図
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隣
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隣
地
境
界
線

隣地境界線

電柱

Ｕ字溝W=240
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市
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(
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側溝W=300
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隣地境界線

隣
地
境
界
線

隣地境界線

電柱

Ｕ字溝W=240

Ｕ字溝W=240

隣
地
境
界
線

既設ネットフェンスH=1160

既設コンクリート擁壁

既設コンクリート擁壁

既設ネットフェンスH=1160 既設道路側溝に放流

汲み取り便槽 汲み取り便槽 汲み取り便槽 汲み取り便槽 汲み取り便槽 汲み取り便槽

汲み取り便槽 汲み取り便槽 汲み取り便槽

工事対象室を示す。

Ａ－０８

電柱

電柱

359.34㎡

合併処理
浄化槽５人 浄化槽５人

合併処理

令和８年度　市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事

令和８年度

汲み取り便槽

全６室の内、５号室～６号室の２室を長寿命化に配慮し

５号室～６号室 ２室合計

119.78㎡



※　外部に接するRC壁の内面は発泡ウレタン吹付+GL工法PB下地、その他のRC壁面はGL工法PB下地、木軸壁面は胴縁+PB下地とする。

既設仕上・床組撤去 新設床組下地

工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事

外 部 仕 上 表

改修前

改修後

屋 根

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

棟 包 み

けらば水切り

軒 先 水 切 り

外 壁

軒 天

カラーベストコロニアル葺き　屋根用高日射反射率塗料　２種・１級

カラー鋼板t=0.4　曲げ加工 　屋根用高日射反射率塗料　２種・１級

コンクリート打放し複層塗材ＲＥ 

コンクリート打放し複層塗材ＲＥ 

水洗い清掃(高圧ポンプ使用)

小 庇

小 庇

改修前

改修後

改修前

改修後軒 天

コンクリート打放し複層塗材ＲＥ 

上 部 ・ 見 付

コンクリート下地防水モルタル金コテ　トップコート仕上げ

目地シーリング

(サッシ廻り共)

改修前

改修後

変成シリコーン　ノンブリードタイプ

水洗い清掃(高圧ポンプ使用)

既設のまま

既設のまま

改修前・後

仕　上　表

A3:A2×70.7%

PBt=12下地ビニルクロス貼り

既設撤去 洗面化粧台・洗濯機パン新設

内 部 仕 上 表

階 室 名 床 巾 木 腰 壁 天 井 天井高 備 考

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

玄 関

ホ ー ル

PBt=12下地ビニルクロス貼り PBt=9下地ビニルクロス貼り

フロアパケットt=12(市松) 塩ビ巾木 H=60 PBt=9下地ビニルクロス貼り

H=2400

台 所

フロアパケットt=12(市松) 塩ビ巾木 H=60 PBt=12下地ビニルクロス貼り一部100角タイル貼

100角クリンカータイル貼り 100角クリンカータイル貼り

PBt=9下地ビニルクロス貼り

H=2400

流し台・コンロ台・吊戸棚・床下収納

タタミ敷

ラワン合板t=12下地複合フローリング張り

タタミ寄せ 米栂50×40 PBt=12下地ジュラククロス貼り 杉柾ベニヤ底目板 巾455 H=2450 物入

洋 室 6 帖

和 室 6 帖

脱衣・洗面室

フロアパケットt=12(市松) 塩ビ巾木 H=60
PBt=12下地ビニルクロス貼り

一部PBt=9下地ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂化粧石綿ｾﾒﾝﾄ板張り

一部既設下地+化粧板撤去 縦胴縁+PBt=12.5下地化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板t=6張り

H=2400

手摺(L=600) LIXIL動作補助手すり新設

既設撤去　LIXILｺﾝﾊﾟｸﾄｷｯﾁﾝW=1800新設

ｽﾃﾝﾚｽ水切棚・床下収納庫600角新設

浴 室

モザイクタイル貼り一部モルタル金ゴテ押え 100角タイル貼り モルタル金ゴテ押え バスリブ張り

ユニットバス1115新設 既設撤去　ユニットバス1115新設

既設撤去　MDF巾木 H=60

既設撤去　MDF巾木 H=60

既設撤去　MDF巾木 H=60

既設撤去　MDF巾木 H=60

H=2025

便 所

モザイクタイル貼り

ユニットバス1115新設

MDF巾木 H=60

100角タイル貼り

一部既設PB+タイル撤去　PBt=12.5下地化粧けい酸カルシウム板t=6張り

PBt=12下地ビニルクロス貼り PBt=9下地ビニルクロス貼り 兼用和便器・手洗い

手洗付き洋便器・紙巻器・ﾀｵﾙ掛け新設

玄関框 ケヤキ集成・下駄箱

物入

ラワン合板t=12+t=12下地複層ビニル床シートt=2.5貼り

ラワン合板t=12+t=12下地複層ビニル床シートt=2.5貼り

ラワン合板t=12+t=12下地複層ビニル床シートt=2.5貼り

ラワン合板t=12+t=12下地複層ビニル床シートt=2.5貼り

１ 階

既設仕上・床組撤去 新設床組下地

既設仕上・床組撤去 新設床組下地

既設仕上・床組撤去 新設床組下地

既設のまま 清掃既設のまま 清掃

既設のまま

化粧台・洗濯機パン・床下点検口450角

床下点検口600角新設

H=2600

H=2500

H=2400

H=2500

PBt=9.5下地ビニルクロス貼り

既設仕上・吊り木・野縁撤去 新設吊り木・野縁下地

既設仕上・吊り木・野縁撤去 新設吊り木・野縁下地

PBt=9.5下地ビニルクロス貼り

既設仕上・吊り木・野縁撤去 新設吊り木・野縁下地

既設仕上・吊り木・野縁撤去 新設吊り木・野縁下地

PBt=9.5下地ビニルクロス貼り

既設仕上・吊り木・野縁撤去 新設吊り木・野縁下地

PBt=12.5下地ビニルクロス貼り

PBt=12.5下地ビニルクロス貼り

既設ビニルクロス・PB・木下地撤去　PBt=12.5下地ビニールクロス(準不燃)貼り

PBt=12.5下地ビニルクロス貼り

既設ビニルクロス・PB・木下地撤去　PBt=12.5下地ビニールクロス貼り

既設PB+タイル撤去
PBt=12.5下地ビニルクロス(耐水)貼り

既設仕上・吊り木・野縁撤去 新設吊り木・野縁下地

PBt=9.5下地ビニルクロス貼り

既設ビニルクロス・PB・木下地撤去

既設ビニルクロス・PB・木下地撤去

既設ジュラククロス・PB・木下地撤去

既設ビニルクロス・PB・木下地撤去

改修前

改修後

階 段

カーペット敷き込み

既存仕上撤去 複層ビニル床シートt=2.5貼り

ささら桁 ﾀﾞｲｹﾝｱｶﾞﾁｽ

既設 EPG塗装

PBt=12下地ビニルクロス貼り PBt=9下地ビニルクロス貼り
手摺 タモ集成材45φ

１ 階

２ 階

～

既設仕上・吊り木・野縁撤去 新設吊り木・野縁下地

PBt=9.5下地ビニルクロス貼りPBt=12.5下地ビニルクロス貼り

既設ビニルクロス・PB・木下地撤去

ノンスリップ(ジュータン用)

既設撤去 Panasonic連続手すり900ﾋﾟｯﾁﾀｲﾌﾟ新設

改修前

改修後

改修前

改修後

２ 階

和 室 6 帖 A

洋 室 6 帖 A

和 室 6 帖 B

洋 室 6 帖 B

タタミ敷

ラワン合板t=12下地複合フローリング張り

既設仕上撤去 新設床組下地

タタミ敷

ラワン合板t=12下地複合フローリング張り
既設仕上撤去 新設床組下地

タタミ寄せ 米栂50×40

タタミ寄せ 米栂50×40

既設撤去　MDF巾木 H=60

既設撤去　MDF巾木 H=60

PBt=12下地ジュラククロス貼り

PBt=12下地ジュラククロス貼り

杉柾ベニヤ底目板 巾455

杉柾ベニヤ底目板 巾455

H=2415

H=2415

H=2405

H=2405

物入

押入

既設仕上・吊り木・野縁撤去 新設吊り木・野縁下地

PBt=9.5下地ビニルクロス貼り

既設仕上・吊り木・野縁撤去 新設吊り木・野縁下地

PBt=9.5下地ビニルクロス貼り

PBt=12.5下地ビニルクロス貼り

PBt=12.5下地ビニルクロス貼り

既設ジュラククロス・PB・木下地撤去

既設ジュラククロス・PB・木下地撤去

改修前

改修後

バ ル コ ニ ー

平 場

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水A-2+保護ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えの上に　ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水X-1工法　遮熱ﾄｯﾌﾟ仕上げ

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

バ ル コ ニ ー

立 上 り

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水A-2の上に　ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水X-2工法　遮熱ﾄｯﾌﾟ仕上げ

ルーフドレイン

改修ドレイン　ストレーナー　アルミ製　DSR-22

軒 樋

竪 樋

高耐候性使用　ＰＣ50　しんちゃ色　吊り金具　ステンレス製

丸型　ＰＣ60　メタリック仕上　しんちゃ色　掴み金具　ステンレス製

臭 突 管

塩ビ製　φ75　ＤＰ塗装：耐候性塗料中塗り＋耐候性塗料２級

改修前

改修後

手 摺

既存のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

改修前

改修後

外 巾 木

モルタル金ゴテ押え

水洗い清掃(高圧ポンプ使用)

改修前

改修後

ポ ー チ

100角クリンカータイル貼

水洗い清掃(高圧ポンプ使用)

表 札

改修前

改修後

270×135(SUS304)

既設撤去

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

サ ッ シ

アルミサッシ

雨 戸

アルミ製  鏡板有り戸袋型 ルーバー雨戸  ＤＰ塗装：耐候性塗料中塗り＋耐候性塗料２級

玄 関 ド ア

アルミ枠鋼製ドア　ＤＰ塗装：耐候性塗料中塗り＋耐候性塗料２級

既設のまま　網戸のみネット張替え、浴室・便所の網戸は既設撤去後新設(建具工事)

断 熱 工 事

改修前

改修後

外部に接する内壁　マイクロウール(ｱ)25充填

改修前

改修後

オープン、内側のみ閉鎖

アルミ複合板t=3.0塞ぎ 下地枠:アルミL-30×30×1.2 内部グラスウールt=100入れ

浴室外部開口部

物 置

改修前

改修後

1000×1910 BL認定品

改修前

改修後
スラブ下天井裏部分には全てグラスウール(ｱ)100 24㎏入

スラブ下　スタイロフォーム(ｱ)25打込み

断 熱 工 事

物入:既設のまま 清掃

物入:既設のまま 清掃

押入:既設のまま 清掃

物入:既設のまま 清掃

Ａ－０９

外部に接する内壁　既設撤去 吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種(ｱ)25

端部:ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ(MS-2)10×10

水洗い清掃(高圧ポンプ使用)

高圧洗浄 ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水層硬化不良部凸部そぎ取り 下地調整:エポキシ樹脂系ﾓﾙﾀﾙ(仮防水機能付t=1.0)

端部:ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ(MS-2)20×10

水洗い清掃(高圧ポンプ使用)

既設仕上(土間コン共)撤去 新設土間コン・床組下地

既設仕上(土間コン共)撤去 土間コン新設

(アスベスト含有建材)(ミナシ)

H=2450

改修前

改修後

外部土間ｺﾝｸﾘｰﾄ

モルタル金ゴテ押え

水洗い清掃(高圧ポンプ使用)

便槽部のみ解体、新設土間ｺﾝ金ｺﾞﾃ押え

既設のまま 鏡板･ﾙｰﾊﾞｰ雨戸の両面 ＤＰ塗装：耐候性塗料(鉄鋼面 １級 ふっ素樹脂塗料Ｂ種)

床下点検口600角･ｽﾃﾝﾚｽｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設

※　PBは、石膏ボード(GB-R)とし、台所、洗面・脱衣・便所等の水回りはシージング石膏ボード(GB-S)とする。

既設撤去 階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ新設(ﾋﾞﾆｰﾙﾀｲﾔ入り式 W=40 ｱﾙﾐ製)

※　既設天井廻り縁は撤去　新設MDF廻り縁 H=30とする。

※　既設額縁・見切り材は下地調整RB種+EP-G塗装B種とする。(便所窓の額縁は新設MDF)

PBt=9下地ビニルクロス貼り

一部PBt=9下地ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂化粧石綿ｾﾒﾝﾄ板張り
(アスベスト含有建材)(ミナシ)

PBt=9.5下地ビニルクロス(準不燃)貼り 一部化粧けい酸カルシウム板t=6張り

PBt=9.5下地ビニルクロス貼り 一部化粧けい酸カルシウム板t=6張り

１階床下には全てネダフォーム:ビーズ法ポリチレンフォーム３号(ｱ)45入

既設框撤去 新設框取付 90×150 ﾀﾓ集成材 下駄箱 清掃

ｽﾃﾝﾚｽ製(神栄ﾎｰﾑｸﾘｴｲﾄSK-602S)取付

ドア建具のみ取替え(建具工事)

令和８年度

イナバ物置 シンプリーMJX-199E程度

既設撤去(臭突ファン共)

塗膜防水 X-1 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 表面標準色

高圧洗浄 塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 表面標準色

高圧洗浄 塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 表面標準色



４号室

工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文
A3:A2×70.7%

A2:S=1/100
市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事

改修前

立面図
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南 立面図  S=1/100

北 立面図  S=1/100

西 立面図  S=1/100 東 立面図  S=1/100ﾊﾞﾙｺﾆｰ部 西 立面図  S=1/100 ﾊﾞﾙｺﾆｰ部 東 立面図  S=1/100

１号室２号室３号室４号室５号室６号室

１号室 ２号室 ３号室 ５号室 ６号室
改修前

１ＦＬ

１ＦＬ

１ＦＬ

１ＦＬ

１ＦＬ

１ＦＬ

Ａ－１０

令和８年度

５～６号室の臭突管･ファン共撤去５～６号室の表札撤去

５～６号室の小庇 既設ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去

５～６号室の既設ﾌｰﾄﾞ撤去

５～６号室の小庇 既設ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去

５～６号室の小庇 既設ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去



４号室

工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文
A3:A2×70.7%

A2:S=1/100
市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事 立面図

3
,
2
0
0

3
,
0
0
0

5
0
0

2
,
8
1
0

2
,
8
9
0

1
1
0

２ＦＬ

ＲＬ

1
1
0

2
,
8
9
0

2
,
8
1
0

5
0
0

3
,
2
0
0

3
,
0
0
0

１０
３

3
,
2
0
0

3
,
0
0
0

5
0
0

2
,
8
1
0

2
,
8
9
0

1
1
0

設計ＧＬ

２ＦＬ

ＲＬ

3
,
2
0
0

3
,
0
0
0

5
0
0

2
,
8
1
0

2
,
8
9
0

1
1
0

設計ＧＬ

２ＦＬ

ＲＬ

1
1
0

2
,
8
9
0

2
,
8
1
0

5
0
0

3
,
2
0
0

3
,
0
0
0

２ＦＬ

ＲＬ

設計ＧＬ

1
1
0

2
,
8
9
0

2
,
8
1
0

5
0
0

3
,
2
0
0

3
,
0
0
0

２ＦＬ

ＲＬ

設計ＧＬ

南 立面図  S=1/100
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１ＦＬ
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Ａ－１１

改修後

改修後

工事対象室を示す。

塗膜防水 X-2 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 表面標準色

設計ＧＬ

１ＦＬ

外壁:水洗い清掃(高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用)

２ＦＬ

ＲＬ

１ＦＬ

設計ＧＬ

令和８年度

下地枠:ｱﾙﾐL-30×30×1.2

ｼｰﾘﾝｸﾞ:変成ｼﾘｺｰﾝ(MS-2)10×10

５～６号室の外壁:水洗い清掃(高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用)
５～６号室の表札:ｽﾃﾝﾚｽ製(神栄ﾎｰﾑｸﾘｴｲﾄSK-602S)新設

５～６号室の穴:ｱﾙﾐ複合板t=3.0塞ぎ

４～５号室の外壁:水洗い清掃(高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用) ５～６号室の外壁:水洗い清掃(高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用)

５～６号室の小庇 高圧洗浄

５～６号室の小庇 高圧洗浄

５～６号室の外壁:水洗い清掃(高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用)

５～６号室の既設穴:モルタル塞ぎ

５～６号室の小庇 高圧洗浄

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 表面標準色

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 表面標準色



工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文
A3:A2×70.7%

A2:S=1/100１階平面図市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事
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水洗い清掃(高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用)は、４号室のこの壁面まで行う事。
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工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文
A3:A2×70.7%

A2:S=1/100
市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事
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工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文
A3:A2×70.7%

A2:S=1/100
市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事
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浴室

±0

和室6帖A

CH=2,400
±0

±0

和室6帖

工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文
A3:A2×70.7%

A2:S=1/50
市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事
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洋室6帖

工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文
A3:A2×70.7%

A2:S=1/50
市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事 １階・２階平面詳細図
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※ 物置　取替え

令和８年度

５～６号室 ５～６号室

13 12 11

11 10 9

13 12 11

11 10 9



工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文
A3:A2×70.7%

A2:S=1/50
市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事

改修前

J I G F C BH DE

J I G C BH E

断面詳細図

300 9,560 300

500 3,690 990 1,100 3,780 500

9,560

900 6,960 800 900

900 3,780 2,880 900

900 2,880 2,180 1,000

9,560

900 3,780 1,100 1,380 1,500 900

1,980
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3,780
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改修前 断面詳細図　　S=1/50

設計ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

２ＳＬ

２ＦＬ

２ＳＬ

設計ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

２ＳＬ

設計ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

２ＳＬ

改修前
3
,
0
0
0

1
1
0

2
,
8
9
0

1
9
5

2
7
0

1
,
6
2
0

4
7
0

Ａ－１７

既設ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去

既設ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去

天井 既設仕上・吊り木・野縁撤去天井 既設仕上・吊り木・野縁撤去

天井 既設仕上・吊り木・野縁撤去

天井 既設仕上・吊り木・野縁撤去

既設ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去

天井 既設仕上・吊り木・野縁撤去 天井 既設仕上・吊り木・野縁撤去

既設ﾏｲｸﾛｳｰﾙ断熱材撤去

既設廻り縁撤去
天井 既設仕上・吊り木・野縁撤去

既設廻り縁撤去

既設廻り縁撤去 既設廻り縁撤去既設廻り縁撤去

既設ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ・PB・木下地撤去

既設ﾏｲｸﾛｳｰﾙ断熱材撤去

既設ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ・PB・木下地撤去

既設ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ・PB・木下地撤去

既設ｼﾞｭﾗｸｸﾛｽ・PB・木下地撤去

和室6帖A 和室6帖B

和室6帖 脱衣・洗面室
便所 浴室

和室6帖B

台所

階段

押入

物入

バルコニー

既設仕上・床組撤去

既設軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ保存 既設軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ保存 既設軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ保存

既設ﾀﾀﾐ･ﾀﾀﾐ寄せ撤去

既設ﾀﾀﾐ･ﾀﾀﾐ寄せ撤去

既設ﾀﾀﾐ･ﾀﾀﾐ寄せ撤去
既設ﾀﾀﾐ･ﾀﾀﾐ寄せ撤去

既設ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去既設ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 既設ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去

既設額縁保存

既設仕上・床組撤去

既設PB+タイル撤去 既設ｷｯﾁﾝ･面台撤去

既設塩ビ巾木撤去

既設ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ・PB・木下地撤去

天井 既設仕上・吊り木・野縁撤去

既設仕上(土間コン共)撤去

既設仕上保存

額縁廻りのみカット

既設軸組・建具保存

既設仕上・床組撤去
既設塩ビ巾木撤去

既設建具・額縁撤去

既設仕上撤去

既設ささら桁保存

既設手摺撤去

既設ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ保存

既設仕上(土間コン共)保存

既設洗面化粧台撤去
既設PB+タイル撤去

既設手洗い・便器撤去

既設軸組・建具保存

物入:既設のまま 清掃

1
1
0

2
,
4
1
5

1
1
0

2
,
4
1
5

既設額縁保存

7
5
0

1
,
1
5
5

5
1
0

押入:既設のまま 清掃 1
,
2
1
5

5
0
4
5
0

2
,
4
5
0

既設ﾏｲｸﾛｳｰﾙ断熱材撤去

既設額縁保存

既設土間ｺﾝｸﾘｰﾄ t=60保存 既設土間ｺﾝｸﾘｰﾄ t=60保存既設土間ｺﾝｸﾘｰﾄ t=60保存

2
,
4
0
0

既設下地+化粧板撤去

2
,
4
0
0

既設ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去

既設ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ保存

5
0
4
5
0

2
,
4
0
0

2
,
4
0
0

1
0
0

既設仕上(土間コンt=100共)撤去

既設仕上(土間コンt=100共)撤去

既設付け鴨居撤去 既設付け鴨居撤去

既設付け鴨居撤去
既設額縁撤去

既設ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 既設ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去

既設額縁撤去

既設ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ・PB・木下地撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ入れ
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ入れ

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁H=60ｶｯﾄ解体

令和８年度

12 11

10 9



工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文
A3:A2×70.7%

A2:S=1/50
市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事

J I G F C BH DE

J I G C BH E

断面詳細図

300 9,560 300

500 3,690 990 1,100 3,780 500

9,560

900 6,960 800 900
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設計ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

２ＳＬ

２ＦＬ

２ＳＬ

設計ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

２ＳＬ

設計ＧＬ
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改修後

改修後 断面詳細図　　S=1/50

改修後

Ａ－１８
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,
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,
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,
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02
,
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0
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5
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,
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4
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0

5
0

和室6帖A 和室6帖B

和室6帖 脱衣・洗面室
便所 浴室

和室6帖B

台所

階段

押入

物入

バルコニー

既設洗面化粧台撤去

既設軸組・建具保存

物入:既設のまま 清掃
押入:既設のまま 清掃

水洗い清掃(高圧ポンプ使用)
変成ｼﾘｺｰﾝ(MS-2)20×10

高圧洗浄

高圧洗浄

吊り木・野縁新設

吊り木・野縁新設

吊り木・野縁新設

ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 表面標準色

端部:ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ(MS-2)10×10

端部:ｼｰﾘﾝｸﾞ
変成ｼﾘｺｰﾝ(MS-2)20×10

変成ｼﾘｺｰﾝ(MS-2)20×10
端部:ｼｰﾘﾝｸﾞ

吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種(ｱ)25

吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種(ｱ)25

吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種(ｱ)25

新設床組下地

ﾗﾜﾝ合板t=12下地複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り ﾗﾜﾝ合板t=12下地複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り
ﾗﾜﾝ合板t=12下地複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り

新設床組下地

新設床組下地 新設床組下地 新設床組下地

ﾗﾜﾝ合板t=12+t=12下地複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt=2.5貼り

1,500

1
0
0

1
2
0

4
0
0

コンクリート(ｱ)100

砕石(ｱ)100

ﾗﾜﾝ合板t=12+t=12下地複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt=2.5貼り

2
,
4
0
5

2
,
4
0
5

吊り木・野縁新設

コンクリート(ｱ)100

砕石(ｱ)100

D10@200 ﾀﾃ･ﾖｺ ｼﾝｸﾞﾙ D10@200 ﾀﾃ･ﾖｺ ｼﾝｸﾞﾙ

吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種(ｱ)25

PBt=9.5下地ビニルクロス貼り

PBt=9.5下地ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り

PBt=9.5下地ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り
PBt=9.5下地ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り

PBt=9.5下地ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り

PBt=9.5下地ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り

端部:ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ(MS-2)10×10

MDF廻り縁 H=30 MDF廻り縁 H=30

MDF廻り縁 H=30

MDF廻り縁 H=30

PBt=12.5下地化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板t=6張り

2
,
8
1
0

PBt=12.5下地化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板t=6張り

PBt=12.5下地ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(耐水)貼り

PBt=12.5下地ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り PBt=12.5下地ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り

PBt=12.5下地ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り

PBt=12.5下地ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り

MDF巾木 H=60 MDF巾木 H=60

MDF巾木 H=60 MDF巾木 H=60

MDF巾木 H=60

MDF巾木 H=60

MDF額縁 ﾌﾘｰｻｲｽﾞ額縁
ﾌﾘｰｻｲｽﾞﾄﾞｱ額縁

ユニットバス
1115

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押え

Panasonic連続手すり
900ﾋﾟｯﾁﾀｲﾌﾟ

複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt=2.5貼り

ささら桁:下地調整+EPG塗装

ﾗﾜﾝ合板t=12下地複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り

PBt=9.5下地ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台t=20

鏡板･ﾙｰﾊﾞｰ雨戸の両面 ＤＰ塗装

鏡板･ﾙｰﾊﾞｰ雨戸の両面 ＤＰ塗装

4
3
0

285

1
5

1
5

1515

下地枠:ｱﾙﾐL-30×30×1.2

ｱﾙﾐ複合板t=3.0塞ぎ

下地枠:ｱﾙﾐL-30×30×1.2

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100 24㎏入 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100 24㎏入
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100 24㎏入

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ押え
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100 24㎏入

PBt=12.5塞ぎ

端部:ｼｰﾘﾝｸﾞ
変成ｼﾘｺｰﾝ(MS-2)20×10

ｼｰﾘﾝｸﾞ:変成ｼﾘｺｰﾝ(MS-2)10×10

1
,
2
0
0

新設ｱﾙﾐﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

鋼製束(ｾﾗﾐｯｸ･ｺｰﾃｨﾝｸﾞ仕様)

鋼製束(ｾﾗﾐｯｸ･ｺｰﾃｨﾝｸﾞ仕様)

水洗い清掃(高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用)

水洗い清掃(高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用)

水洗い清掃(高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用)

水洗い清掃(高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用)

防湿ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ(ｱ)0.15 防湿ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ(ｱ)0.15

高圧洗浄

下地調整:エポキシ樹脂系ﾓﾙﾀﾙ(仮防水機能付t=1.0)

高圧洗浄

下地調整:エポキシ樹脂系ﾓﾙﾀﾙ(仮防水機能付t=1.0)

ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 表面標準色

既設ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水層硬化不良部凸部そぎ取り
既設ｳﾚﾀﾝ系塗膜防水層硬化不良部凸部そぎ取り

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100 24㎏入

PBt=12.5下地ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り

アルミ額縁新設

下地調整+EP-G塗装

下地調整+EP-G塗装

下地調整+EP-G塗装

下地調整+EP-G塗装

下地調整+EP-G塗装

ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑ:ﾋﾞｰｽ法ﾎﾟﾘﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ３号(ｱ)45入 ﾈﾀﾞﾌｫｰﾑ:ﾋﾞｰｽ法ﾎﾟﾘﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ３号(ｱ)45入 

見切材:ｽﾌﾟﾙｽW=25新設 下地調整+EP-G塗装

W700×H2000

1,640

合併処理
浄化槽５人

D10@200 ﾀﾃ･ﾖｺ ｼﾝｸﾞﾙ

コンクリート(ｱ)120

砕石(ｱ)100

1
0
0

令和８年度

12 11

10 9

塗膜防水 X-2 密着工法
塗膜防水 X-1 緩衝工法

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 表面標準色

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 表面標準色



工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文
A3:A2×70.7%

A2:S=1/50
市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事

改修後

展開図
Ａ－１９

改修後
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ＦＬ
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Ａ　　面 Ａ　　面Ｂ　　面 Ｃ　　面 Ｂ　　面

Ａ　　面 Ｂ　　面 Ｃ　　面 Ａ　　面

Ａ　　面 Ｂ　　面 Ｃ　　面 Ｂ　　面 Ａ　　面

脱衣・洗面・ホール・玄関 展開図　S=1/50 台所 展開図　S=1/50

ＦＬ

洋室6帖 展開図　S=1/50 浴室・便所 展開図　S=1/50

洋室6A 展開図　S=1/50 洋室6B 展開図　S=1/50 階段・物入 展開図　S=1/50

ＦＬ

ＦＬ

PBt=9.5下地ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り PBt=12.5下地化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板t=6張り

ﾌﾘｰｻｲｽﾞﾄﾞｱ額縁

MDF巾木 H=60

PBt=12.5下地ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り

PBt=12.5下地ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り

PBt=9.5下地ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り PBt=9.5下地ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り

PBt=9.5下地ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り

PBt=9.5下地ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り

PBt=12.5下地ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り

PBt=12.5下地ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(耐水)貼り

PBt=12.5下地化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板t=6張りPBt=9.5下地ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り

PBt=12.5下地ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り

PBt=12.5下地ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り

PBt=12.5下地ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り

物入:既設のまま 清掃

物入:既設のまま 清掃

ﾗﾜﾝ合板t=12下地複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り

ﾗﾜﾝ合板t=12下地複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り

ﾗﾜﾝ合板t=12+t=12下地複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt=2.5貼り ﾗﾜﾝ合板t=12+t=12下地複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt=2.5貼り

ﾗﾜﾝ合板t=12下地複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り

MDF廻り縁 H=30 MDF廻り縁 H=30

MDF廻り縁 H=30

MDF廻り縁 H=30

MDF廻り縁 H=30

MDF廻り縁 H=30

MDF廻り縁 H=30

MDF巾木 H=60

MDF巾木 H=60

MDF巾木 H=60

Panasonic連続手すり
900ﾋﾟｯﾁﾀｲﾌﾟ

複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt=2.5貼り

ささら桁:下地調整+EPG塗装

新設ｱﾙﾐﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 

LIXIL動作補助手すり(L=600)新設

2
,
4
0
0

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台t=20

コンクリート(ｱ)100

砕石(ｱ)100

D10@200 ﾀﾃ･ﾖｺ ｼﾝｸﾞﾙ

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ D10@200

防湿ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ(ｱ)0.15

アルミ額縁新設

既設額縁 下地調整+EP-G塗装

既設額縁 下地調整+EP-G塗装 既設額縁 下地調整+EP-G塗装 既設額縁 下地調整+EP-G塗装

見切材:米栂W=40新設 下地調整+EP-G塗装

既設額縁 下地調整+EP-G塗装
既設額縁 下地調整+EP-G塗装

1
,
5
0
0

3
0
0

木口ﾃｰﾌﾟ加工
棚2段:ﾎﾟﾘﾗﾝﾊﾞｰｺｱ合板 PBt=12.5下地化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板t=6張り

1085×300×24
ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ30×30×1.2

PBt=9.5下地ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り

PBt=9.5下地化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板t=6張り

既設框撤去 新設框取付 90×150 ﾀﾓ集成材

見切材:ｽﾌﾟﾙｽW=25新設 下地調整+EP-G塗装

見切材:ｽﾌﾟﾙｽW=25新設 下地調整+EP-G塗装

令和８年度



便所

工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事

２階建具指示図　S=1/100１階建具指示図　S=1/100

押入

階段 物入物入物入

ポーチ

洋室6帖

洋室6帖A

洋室6帖B

下駄箱

浴室
ＡＤ
１

階段

形 状

記号・室名
数　量

寸 法

様 式

ＡＤ
１

数　量ＡＤ 数　量
１

数　量 数　量 数　量
玄関

形 状

記号・室名
数　量

寸 法

様 式

数　量 数　量
１

数　量 数　量 数　量

形 状

記号・室名
数　量

寸 法

様 式

数　量 数　量

２ 浴室

数　量

ＡＷ ＡＷ ＡＷ ＡＷ
２ ３

アパート玄関ドア(アルミ片開きフラッシュ戸) 浴室アルミ折戸 雨戸付アルミ引違サッシ(換気小窓付) アルミ引違サッシ(換気小窓付)

2階 洋室6帖A･B

1,700

雨戸付アルミ引違サッシ(換気小窓付)

1,700

アルミ引違サッシ(換気小窓付)

2階 洋室6帖A 2階 洋室6帖B

アルミ引違サッシ

台所
５４

３ａ

ＡＷ
浴室・便所

アルミ内倒しサッシ

ＡＤ
２

１
ＡＷ

ＡＷ
２

ＡＷ
２

ＡＷ
３

ＡＷ
３ａ

ＡＷ

４
ＡＷ

５
ＡＷ

５
ＡＷ

ＷＤ ＷＤ
２

ＷＤ
３

ＷＤ
４

ＷＤ
５

ＷＤ
６

ＷＤ
７

ＷＤ
８

800 704 1,700 1,700

900 400

※サッシ既設のまま ※サッシ既設のまま

※サッシ既設のまま ※サッシ既設のまま ※サッシ既設のまま ※サッシ既設のまま ※サッシ既設のまま
扉のみ取替え

※サッシ撤去

2
,
1
4
0

1
,
8
0
6

2
3
4

1
0
0

2
0
0

1
,
7
2
7

1
,
8
0
0

FIX

網戸

2
7
0

1
,
6
2
0

網戸

5
9
0

1
,
3
0
0

網戸 網戸

5
9
0

1
,
3
0
0

ＦＬ

網戸

9
0
0

9
0
0

1
,
2
0
0

6
0
0

ＦＬ

網戸

ＦＬ

840

1
,
8
1
5

6
5
7
.
5

2
0
0

6
5
7
.
5

1
5
0

1
5
0

150 590100

台所

※木建具既設のまま

840

FIX

2
,
3
3
5

1
,
8
1
5

4
5
4
7
5

FIX

2,700

1,697.5

2
,
3
3
5

1
,
8
1
5

4
5
4
7
5

片引きフラッシュ戸 片引きキツネ戸(はめ殺しランマ窓)
片引きキツネ戸(はめ殺しランマ窓)
引違いフスマ

797.5

1
,
8
1
5

引開きフスマ

材質・見込 アルミ　４０ アルミ　７０ アルミ　７０ アルミ　７０ アルミ　７０

アルミ　７０材質・見込 アルミ　７０ 杉上小節 ラワンベニヤ t=4　３３ 杉上小節 ラワンベニヤ t=4　３６ 杉上小節 ラワンベニヤ t=4　３６

上:透明ガラス t=3 下:型板ガラス t=4

付 属 金 物

仕 上

硝 子

シルバー

既設扉撤去、既設枠に扉(付属金物共)新設

透明ガラス t=3

ドアスコープ 郵便受口 受箱

シルバー

引手 戸車 アーム

型板ガラス t=4

既設扉・枠共撤去、ユニットバス(付属扉)に改修

シルバー

アングル クレセント 戸車 網戸レール 水切

上:透明ガラス t=3 下:型板ガラス t=4

シルバー

アングル クレセント 戸車 網戸レール 水切

シルバー

アングル クレセント 戸車 網戸レール 水切

透明ガラス t=5

シルバー

アングル クレセント 戸車 網戸レール 水切

透明ガラス t=5

既設網戸:サランネット張替え 既設網戸:サランネット張替え

握り玉ドアノブ錠   ドアチェーン ステンレス三点丁番

改 修 内 容
DP塗装(ふっ素樹脂塗料)C種

既設雨戸:戸袋鏡板・雨戸板 両面水洗い工法+下地調整RB種+

既設網戸:サランネット張替え DP塗装(ふっ素樹脂塗料)C種 既設網戸:サランネット張替え

既設雨戸:戸袋鏡板・雨戸板 両面水洗い工法+下地調整RB種+

付 属 金 物

仕 上

硝 子

シルバー

アングル クレセント 戸車 網戸レール 水切

透明ガラス t=3

既設網戸:サランネット張替え

シルバー

アングル ラッチ錠 水切

型板ガラス t=4

既設木枠網戸撤去、アルミ網戸(サランネット)新設

型板ガラス t=4

枠OP ビニルクロス貼り

透明ガラス t=3 透明ガラス t=3

改 修 内 容
既設建具小口・硝子枠:下地調整RB種+EP-G塗装(C種) 既設建具小口・硝子枠:下地調整RB種+EP-G塗装(C種) 既設建具小口・硝子枠:下地調整RB種+EP-G塗装(C種) 既設建具小口・硝子枠:下地調整RB種+EP-G塗装(C種)

既設ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ･ﾌｽﾏ紙撤去､ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼替え既設ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ･ﾌｽﾏ紙撤去､ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼替え

材質・見込

仕 上

付 属 金 物

硝 子

改 修 内 容

2階 洋室6帖B

1階 洋室6帖

797.5

1
,
2
0
0

1
,
1
3
5

引開きフスマ

杉上小節 ラワンベニヤ t=4　３６

杉上小節 ラワンベニヤ t=4　３６

既設建具小口・硝子枠:下地調整RB種+EP-G塗装(C種)

797.5

2
,
3
7
5

1
,
8
1
5

8
5
4
7
5

杉上小節 ラワンベニヤ t=4　３６

枠カシュー塗 新紗/ビニルクロス貼り 枠カシュー塗 新紗/ビニルクロス貼り 枠カシュー塗 新紗

枠OP ビニルクロス貼り枠カシュー塗 新紗

既設建具小口・硝子枠:下地調整RB種+EP-G塗装(C種)

600

1
,
8
1
5

1
0
0

1
0
0

100 100

両開きフラッシュ戸 片開きフラッシュ戸

杉上小節 ラワンベニヤ t=4　３６

枠OP ビニルクロス貼り

※木建具既設のまま ※木建具既設のまま ※木建具既設のまま

※木建具既設のまま ※木建具既設のまま ※木建具既設のまま

型板ガラス t=4

既設建具小口・硝子枠:下地調整RB種+EP-G塗装(C種)

2階 洋室6帖A 押入 1階 洋室6帖 物入

2階 洋室6帖B 物入 ホール 物入 便所

602.5

玄関 下駄箱

両開きフラッシュ戸

杉上小節 ラワンベニヤ t=4　３６

枠OP ビニルクロス貼り

既設建具小口・硝子枠:下地調整RB種+EP-G塗装(C種)

１
ＷＤ

台所

ＷＤ
２

ＷＤ
３

ＷＤ
４

ＷＤ
５

ＷＤ
６

ＷＤ
７

脱衣・洗面室 ホール ＷＤ
８

玄関

取手 ステンレス三点丁番

取手 ステンレス二点丁番 取手 ステンレス二点丁番 握り玉ドアノブ錠   ステンレス三点丁番 取手 ステンレス二点丁番

※木建具既設のまま

建具表 A2:S=1/50

A3:A2×70.7%
A2:S=1/100

建具指示図

引手 戸車 引手 戸車 引手 戸車

アルミ　７０　扉厚ｔ=３０

Ａ－２０

改修後

9
0
0

2
5

既設ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去､貼替え 敷居すべり取付 建具調整
ｶﾞﾗｽ撤去､ｱｸﾘﾙ板  t=3に交換 敷居すべり取付 建具調整 ｶﾞﾗｽ撤去､ｱｸﾘﾙ板  t=3に交換 敷居すべり取付 建具調整

既設ﾌｽﾏ紙撤去､ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼替え 建具調整

既設ﾌｽﾏ紙撤去､ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽに貼替え 建具調整 既設ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去､貼替え 建具調整 既設ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去､貼替え 建具調整 既設ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去､貼替え 建具調整

アルミ製額縁取付

令和８年度

２ ２ ２ ４ ２ ２

２ ４ ２ ２ ２ ２

２ ２ ２ ２



工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文
A3:A2×70.7%

A2:S=1/50
市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事

改修前

4,860

2,880 1,980

1,800 1,080

4,860

2,880 1,980

4,860

2,880 1,980

1,800 1,080

4,860

2,880 1,980

改修後

天井伏図
Ａ－２１

改修前・後

和室6帖

7
,
7
6
0

3
,
7
8
0

1
,
1
0
0

1
,
3
8
0

1
,
5
0
0

9
0
0

2
,
8
8
0

B

D

F

G

H

I

J

A

浴室
便所

物入
階段

台所

ポーチ

脱衣・洗面室

ホール

玄関

9
0
0

9
0
0

押入

バルコニー

階段

和室6帖B

和室6帖A

和室6帖

7
,
7
6
0

3
,
7
8
0

1
,
1
0
0

1
,
3
8
0

1
,
5
0
0

9
0
0

2
,
8
8
0

B

D

F

G

H

I

J

A

浴室
便所

物入
階段

台所

ポーチ

ホール

9
0
0

9
0
0

押入

バルコニー

階段

和室6帖B

和室6帖A

改修前 １階天井伏図　S=1/50 改修前 ２階天井伏図　S=1/50 改修後 １階天井伏図　S=1/50 改修後 ２階天井伏図　S=1/50

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

物入

下駄箱 下駄箱
物入

Ｂ Ｃ Ｃ

Ｃ

Ｃ物入

物入

ユニットバス

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

脱衣・洗面室

玄関

新設ｽﾃﾝﾚｽｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ﾀﾞﾌﾞﾙ W=1950

新設ｽﾃﾝﾚｽｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ﾀﾞﾌﾞﾙ W=1950

新設ｽﾃﾝﾚｽｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ﾀﾞﾌﾞﾙ W=1950

新
設
ｽﾃ
ﾝﾚ

ｽｶ
ｰﾃ
ﾝﾚ
ｰﾙ

 ﾀ
ﾞﾌ
ﾞﾙ
 W

=1
95
0

新
設

ｽﾃ
ﾝﾚ
ｽｶ
ｰﾃ
ﾝﾚ
ｰﾙ
 ﾀ
ﾞﾌ
ﾞﾙ
 W
=1
95
0

Ａ

Ｂ

既設 吊り木・野縁＋杉柾ベニヤ底目板 巾455 撤去

既設 吊り木・野縁＋PBt=9下地ビニルクロス貼り 撤去

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

新設 吊り木・野縁＋PBt=9.5下地ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り

新設 吊り木・野縁＋PBt=9.5下地化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板t=6張り

ラワンベニヤt=4:既設のまま 清掃

アルミ天井点検口 450角

改 修 前 天 井 仕 上 リ ス ト 改 修 後 天 井 仕 上 リ ス ト

水洗い清掃(高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用)既設 吊り木・野縁＋バスリブ貼り 撤去

既設 コンクリート打放し複層塗材ＲＥ 

既設 ラワンベニヤt=4:既設のまま 清掃

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

既設 吊り木・野縁＋PBt=9下地ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂化粧石綿ｾﾒﾝﾄ板張り 撤去

Ｃ

Ｄ

Ｅ Ｅ
Ｅ

Ｅ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ａ

Ｂ 見切材:ｽﾌﾟﾙｽW=25新設 下地調整+EP-G塗装

令和８年度

５～６号室 ５～６号室

新設ｽﾃﾝﾚｽｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｼﾝｸﾞﾙ W=1070

13 12 11

11 10 9

13 12 11

11 10 9

13 12 11

11 10 9

13 12 11

11 10 9



工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文
A3:A2×70.7%

A2:S=1/50
市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事

改修前
7
,
7
6
0

3
,
7
8
0

1
,
1
0
0

1
,
3
8
0

1
,
5
0
0

9
0
0

2
,
8
8
0

B

D

F

G

H

I

4,860

2,880 1,980

1,800 1,080

J

A

浴室

物入

ポーチ

ホール

玄関

9
0
0

9
0
0

4,860

2,880 1,980

バルコニー

階段

和室6帖B

和室6帖A

7
,
7
6
0

3
,
7
8
0

1
,
1
0
0

1
,
3
8
0

1
,
5
0
0

9
0
0

2
,
8
8
0

B

D

F

G

H

I

4,860

2,880 1,980

1,800 1,080

J

A

9
0
0

9
0
0

4,860

2,880 1,980

改修後

物入

下駄箱

改修前・後

床伏図
Ａ－２２

和室6帖

浴室
便所

物入
階段

台所

ポーチ

脱衣・洗面室

ホール

玄関

押入

バルコニー

階段

和室6帖B

和室6帖A

物入

下駄箱
物入

改 修 前 床 構 造 リ ス ト

大 引

根 太

根 太 ガ ラ ミ ７５×１５ ＠９００ 杉一等

床 束 ９０×９０ ＠９００ 桧二等

１階:４５×４５ ＠３６０･３００ 杉一等　２階:４５×４５ ＠３６０･３００ 杉一等

根 太 掛

大 引

根 太

根 太 掛

１階:４５×４５ ＠３００ 杉一等　２階:３６×４５･４５×４５ ＠３００ 杉一等

床 束 鋼製束(ｾﾗﾐｯｸ･ｺｰﾃｨﾝｸﾞ仕様) ＠９００

和室6帖

階段

脱衣・洗面室

便所

【既設床組撤去】

【既設床組保存】 【既設床組保存】

【既設床組撤去】

物入

【既設床組保存】

押入
【既設床組保存】

【既設軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ保存】

【既設軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ保存】

【新設土間ｺﾝｸﾘｰﾄ】

大引90×90 @900

大引90×90 @900

大
引

90
×

90
 @
90
0

１階:９０×９０ ＠９００ 杉一等

【既設床組撤去】

根太掛90×30

２階:９０×３０･４５×９０ 杉一等

根太掛45×90

根
太
45
×

45
@3
60

根
太
45
×
45
@3
00台所

根太45×45@300

【既設床組撤去】

根太45×45@360

根太45×45@300

根
太
45
×

45
@3
60

根太45×45@360

根太45×45@300

大引90×90 @900

大引90×90 @900

大
引

90
×

90
 @
90
0

大
引
90
×
90

 @
90

0

根太掛36×45

根太掛36×45

根太掛86×45

根太36×45@300

根太36×45@300

根太45×45@300

鋼製束(ｾﾗﾐｯｸ･ｺｰﾃｨﾝｸﾞ仕様) @900

鋼製束(ｾﾗﾐｯｸ･ｺｰﾃｨﾝｸﾞ仕様) @900

鋼製束(ｾﾗﾐｯｸ･ｺｰﾃｨﾝｸﾞ仕様) @900

改 修 後 床 構 造 リ ス ト(新 設)

【既設床組】

【
既

設
床
組

】

【既設床組】 【既設床組】

改修後 １階床伏図　S=1/50 改修後 ２階床伏図　S=1/50改修前 １階床伏図　S=1/50 改修前 ２階床伏図　S=1/50

防湿ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ(ｱ)0.15 砕石(ｱ)100

新設土間ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｱ)100 D10@200 ﾀﾃ･ﾖｺ ｼﾝｸﾞﾙ ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ D10@200(躯体壁に定着)

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ強度　FC21+S18N/m ㎡

１階:９０×４５ 杉一等　２階:３６×４５･８６×４５ 杉一等

根太掛90×45

1
,
6
4
0

令和８年度

５～６号室 ５～６号室

１階:９０×９０ ＠９００ 米ツガ(防腐注入・人工乾燥材)

13 12 11

11 10 9

13 12 11

11 10 9

13 12 11

11 10 9

13 12 11

11 10 9
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5
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工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事

BW-1115LBE-A+HBRL

LIXIL　集合住宅用ユニットバス

300750

6001200 600 590

展開図　S=1/20 断面図　S=1/20

8
5
0

7
0
0

6
7
0

1
,
0
3
0

7
0
0

3
0
0

2
7
5
5

818 682

4
4
2

4
4
2

4
4
2

4
4
2

断面詳細図　S=1/20

4
5
0

１ＦＬ平面詳細図　S=1/20

キレイドア

2室天井換気扇

とるピカスリムカウンター

ミラー 3060

フック付タオル掛

L型手すり600×600

岩肌調単色壁

パネル全面張り

換気扇

ｶｳﾝﾀｰ

ミラー

タオル掛

LIXIL　コンパクトキッチン

ティオ 壁付Ⅰ型

3

4 5

6

1
2

1800

6
0
0

5
9
0

1

2

平面図　S=1/20

数Ｎｏ

1

2

3

4

5

各3

各3

各3

各3

6 各3

各3

組合せ部材一覧表

Panasonic　床下収納庫

S=1/30

1

No

器  具  明  細

数

床下収納庫 各3

品    番 品    名

CGBY60AD

S=1/30

1

No

器  具  明  細

数

床下収納庫

品    番 品    名

CGBYW60D 各6

設備機器リスト

A3:A2×70.7%

A2:S=1/20､30

６００タイプ 浅型

Panasonic　床下点検口

６００タイプ

握りバー

Ａ－２３

改修後

LIXIL　ｺﾝﾊﾟｸﾄｷｯﾁﾝ ﾃｨｵ(壁付Ⅰ型)

ﾃｰﾌﾞﾙｺﾝﾛﾀｲﾌﾟ ｼﾝｸﾕﾆｯﾄ

ﾃｰﾌﾞﾙｺﾝﾛﾀｲﾌﾟ ﾌﾘｰｺﾝﾛﾕﾆｯﾄ

ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ水栓

ｳｫｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ H700 W750

不燃ｳｫｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ H700 W300

ｽﾃﾝﾚｽ水切棚 １段 W1050

MWSG312BABWB3AL

MWC3J060ABWB3AR

SF-WL420SYXJG2N

MWWAW075ABWB3A/N

MWWBE030ABWB3A/L

NSR-105-1

品番品名

LIXIL 品番
ｸﾘﾅｯﾌﾟ ｺﾙﾃｨ 品番

(同等品 参考品番)

JAN120MDTTL

JAD060CDTNL

JAW075MFAAL

JAW030MFAAL-N

MTA1-105

水栓同梱

W700 H1800

部材･部品名

ふ た 枠

受 　 枠

付 属 品

枠:アルミ

・ふた枠補強材(2)

・取っ手(1)

・取っ手ｶﾊﾞｰ(1)

・組立用ねじ(一式)

樹脂ｺｰﾅｰﾋﾟｰｽ:ﾅｲﾛﾝ

＜D:ﾌﾞﾛﾝｽﾞ色,S:ｼﾙﾊﾞｰ色＞

かさ上げコンクリートスペーサー
フリーサイズドア額縁 S0 5

フリーサイズ窓額縁キット D290

I型手すり400L

令和８年度

２セット

２セット ２セット

４セット

参考品番

参考品番 参考品番

参考品番



台所

工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文
A3:A2×70.7%

A2:S=1/50
市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事

7
,
7
6
0

3
,
7
8
0

1
,
1
0
0

1
,
3
8
0

1
,
5
0
0

9
0
0

2
,
8
8
0

B

D

F

G

H

I

改修後

改修後

24時間常時換気設備図

洋室6帖

4,860

2,880 1,980

1,800 1,080

物入
階段

UP

ポーチ

下駄箱

物入

Ｍ

浴室

±0

±0
CH=2,400

玄関

10.89㎡
CH=2,450

 2.14㎡

 1.62㎡

CH=2,400
±0

 5.70㎡

±0
CH=2,400
 3.97㎡

脱衣・洗面室

便所

1115サイズ

ユニットバス
 1.78㎡

±0

±0
CH=2,400

ホール
CH=2,600

-200

 1.16㎡

9
,
5
6
0

3
,
6
9
0

9
9
0

1
,
1
0
0

3
,
7
8
0

9
0
0

6
,
9
6
0

1
,
7
0
0

J

A

C

F

G

I

Ｎ

4,860

2,880 1,980

階段
物入

押入

バ
ル

コ
ニ

ー

DN

±0

±0

±0
CH=2,400

10.63㎡

10.89㎡

 3.12㎡

洋室6帖A

洋室6帖B

CH=2,405

CH=2,405

改修後 １階平面詳細図　S=1/50 改修後 ２階平面詳細図　S=1/50

建築基準法対応　換気システム　機械換気量の計算

件　名

管理番号

建築基準法第２８条の２、建築基準法施行令第２０条の８、及び令第１２９条の２の５に基づく
機械換気量の計算

■計算条件と換気量
換気種別
電源周波数
必要換気回数
階数

換気対象床面積

　（内、共用１部分）

　（内、共用２部分）

　（内、個別部分）

換気対象気積

■設計風量(共用1)

系統

(階)

１Ｆ
１Ｆ
１Ｆ
１Ｆ
１Ｆ
１Ｆ

■必要な換気設備機器(共用1)

系統
(階)

１Ｆ
１Ｆ

【共用1部分設計換気量合計の判定】（排気側）
⑤

必要換気量

30.99

部屋名

便所
ホール
玄関
台所

洋室6帖

脱衣･洗面室

共用1

部屋名

  便所
  洋室6帖

共用1

m3/h

畑野住宅

20250819

[Hz]
[回/h]

[m2]

[m2]

[m2]

[m2]

[m3]

対応部分

共用1
共用1
共用1
共用1
共用1
共用1

合計

対応部分

共用1
共用1

合計

≦

給気口及び排気機

１Ｆ

25.48

25.48

61.95

①

床面積

（m2）
1.62
2.14
1.16
5.7

10.89
3.97

25.48

⑤

必要
換気量

(m3/h)
      -
      -

30.99

⑨
機器風量合計

40.50 

２Ｆ

24.64

24.64

59.26

②

天井高

（m）
2.4
2.4
2.6
2.4

2.45
2.4

換気設備機器

m3/h

３Ｆ

③=①×②

部屋容積

（m3）

3.89
5.14
3.02

13.68
26.69
9.53

61.95

合否判定

適合

４Ｆ

④必要換
気

回数

（回/h）

0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 

数量

1 
1 

60
0.5
地階

⑤=③×④

必要

換気量
（m3/h）

1.95
2.57
1.51
6.84

13.35
4.77

30.99

⑧
排気機による

排気量（Ｂ）

(m3/h)

40.50 

40.50 

【共用1部分設計換気回数の判定】
④

必要換気回数

0.50

Hz
回/h
小屋裏

　（注）

　計算条件と設計風量の数値は端数処理の関係で

　一致しないことがあります。

⑨

機器風量
（有効換気量）

(m3/h)

40.50 

40.50 

回/h

※常時換気の最大値を記載しています。

ロフト

⑩
給気機による

給気量（Ａ）

(m3/h)

≦

中２階

風量ノッチ

(給排共通)

または

(給気/排気)

強弱なし

⑪=⑨÷③
換気回数

0.65

中３階

⑪＝⑨÷③

換気回数

（回/h）
-
-

0.65 

回/h

合計

50.12

25.48

24.64

121.21

⑤≦⑨
必要

換気量

判定
-
-

適合

合否判定

適合

■設計風量(共用2)

系統

(階)

２Ｆ
２Ｆ
２Ｆ

■必要な換気設備機器(共用2)

系統
(階)

２Ｆ
２Ｆ
２Ｆ

【共用2部分設計換気量合計の判定】（排気側）
⑤

必要換気量

29.64

部屋名

洋室6帖B
洋室6帖A

階段

共用2

部屋名

  洋室6帖B

  洋室6帖B

  洋室6帖A

共用2

m3/h

対応部分

共用2
共用2
共用2

合計

対応部分

共用2
共用2
共用2

合計

≦

①

床面積

（m2）
10.89
10.63
3.12

24.64

⑤

必要
換気量

(m3/h)
      -
      -
      -

29.64

⑨
機器風量合計

40.50 

②

天井高

（m）
2.405
2.405

2.4

換気設備機器

m3/h

③=①×②

部屋容積

（m3）

26.20
25.57
7.49

59.26

合否判定

適合

④必要換
気

回数

（回/h）

0.50 
0.50 
0.50 
0.50 

数量

1 
1 
1 

⑤=③×④

必要

換気量
（m3/h）

13.10
12.79
3.75

29.64

⑧
排気機による

排気量（Ｂ）

(m3/h)

40.50 

40.50 

【共用2部分設計換気回数の判定】
④

必要換気回数

0.50

　（注）

　計算条件と設計風量の数値は端数処理の関係で

　一致しないことがあります。

⑨

機器風量
（有効換気量）

(m3/h)

40.50 

40.50 

回/h

⑩
給気機による

給気量（Ａ）

(m3/h)

≦

風量ノッチ

(給排共通)

または

(給気/排気)

強弱なし

⑪=⑨÷③
換気回数

0.68

⑪＝⑨÷③

換気回数

（回/h）
-
-
-

0.68 

回/h

⑤≦⑨
必要

換気量

判定
-
-
-

適合

合否判定

適合

※⑨機器風量はカタログ値または別紙経路別（機種別）計算結果を参照願います。

※個別換気を設置する場合、各部屋での換気量の合否は、⑤必要換気量≦⑨機器風量（有効換気量）の場合適合です。

※各居室のドアの通気処置についてはプランニング図をご参照ください。

V-upⅢ Ver.4.13.0

［ 換 気 シ ス テ ム 　 凡 例 ］

自然給気口

排気用換気扇

通気有り

FY-08PDAE9D + VB-DW100A3

FY-GKF45L-W + FY-MFA043

FY-08PDAE9D + VB-DW100A3

FY-GKF45L-W + FY-MFA043

FY-GKF45L-W + FY-MFA043

1２Ｆ
洋室6帖B
(常時)

FY-08PDAE9D パイプファン(電気ｼｬｯﾀ/ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ)
1
1

FY-SV05W
VB-DW100A3

スイッチ(入切)
深形フード(ｱﾙﾐ/ｶﾞﾗﾘ/防虫網)

1

1

２Ｆ
洋室6帖B
(常時)

FY-GKF45L-W

FY-MFA043

自然給気口(定風量機能付/ﾎﾜｲﾄ)

深形フード(ｱﾙﾐ)

1

1

２Ｆ
洋室6帖A
(常時)

FY-GKF45L-W

FY-MFA043

自然給気口(定風量機能付/ﾎﾜｲﾄ)

深形フード(ｱﾙﾐ)

系　統 品　　名　　及　　び　　仕　　様 数量系　統 品　　名　　及　　び　　仕　　様 数量

1１Ｆ
便所
(常時)

FY-08PDAE9D パイプファン(電気ｼｬｯﾀ/ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ)
1
1

FY-SV05W
VB-DW100A3

スイッチ(入切)
深形フード(ｱﾙﾐ/ｶﾞﾗﾘ/防虫網)

1１Ｆ
台所
(局所)

FY-20PH6 台所用換気扇(交換式ﾌｨﾙﾀｰ/引き紐ｽｲｯﾁ付)
1
1

FY-HDA20
FY-KWA203

屋外フード
取付枠

1

1

１Ｆ
洋室6帖
(常時)

FY-GKF45L-W

FY-MFA043

自然給気口(定風量機能付/ﾎﾜｲﾄ)

深形フード(ｱﾙﾐ)

【換気送風設備機器】           60Hz
記号

V-1

OA-1

V-2

V-1

OA-1

記号

OA-1

換気扇(局所換気)

1
V

1
V

V
2

OA
1

OA
1

OA
1

換気扇(24時間 常時換気)

換気扇(24時間 常時換気)

Ａ－２４

CH=2,005

合併処理
浄化槽５人

令和８年度

５～６号室 ５～６号室

(参考品番)

13 12 11

11 10 9

13 12 11

11 10 9



工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事

６号室 ５号室 ４号室 ３号室 ２号室 １号室

物置

Ｎ

６号室 ５号室 ４号室 ３号室 ２号室 １号室

物置

Ｎ

改修前 配置図 S=1/200

改修後 配置図 S=1/200

改修前

改修後

斜線内は、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A-5-15とする。

設計ＣＢＲ＝３

アスファルト舗装詳細図 S=1/20

2
0
0

1
5
0
5
0

表層（再生密粒度アスコン）

路盤（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40）

アスファルト舗装カッター入れ
アスファルト舗装 撤去

コンクリート桝 ６か所全て撤去
アスファルト舗装カッター入れ

市
道

(
畑

野
９

号
線

)

側溝W=300

Ｕ字溝W=240

道
路

境
界
線

道
路
境
界
線

隣地境界線

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

電柱

市
道

(
畑

野
９

号
線

)

側溝W=300

道
路
境
界

線

隣地境界線

隣
地
境
界
線

隣地境界線

電柱

隣
地
境
界
線

既設ネットフェンスH=1160

既設コンクリート擁壁

Ｕ字溝W=240

既設ネットフェンスH=1160

既設コンクリート擁壁

Ｕ字溝W=240

排水桝 ６個全て新設(機械設備工事)

５・６号室の物置のみ新設(イナバ物置 シンプリーMJX-199E程度)

基礎は既設ブロック再利用

※ベース調整範囲：32mm

F12→溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G 3302）

F12             1.0,0.6

棚板（４枚）

床パネル

8

7

F12             　 0.6

F12             　 0.6

扉

屋根

6

5

4 壁パネル F12             　 0.5

F12             　 0.6側板3

ベース下枠2

ベース1

材料（材質）　　単位mm部品名品番

F12             1.2+1.0

F12             1.2+1.0

E8              　 0.6

E8 →電気亜鉛めっき鋼板（JIS G 3313）

棚板 2段 棚板 2段

9
0
5

4
5
0

内
部
寸
法
8
0
5

有効開口間口
852

1163 743

内部寸法1880

平面図

▽G.L

1
7
8
5

6
0

1
9
0
0

3

正面図

1
8
8
5

1
9
0
3

有
効
開
口
高
さ

1
7
5
4

側面図

床パネル

ベース

扉

屋根

棚板

C.B

450

棚
板
調

節
範
囲

5
0
x
2
1
=
1
0
5
0

3
5
3

3
0

内
高
 
1
7
7
7

断面図

1021 905 12 10 1940 10

1960938

イナバ物置

シンプリーMJX-199E
２セット

改修後改修前

5
0
0

1,000

5
0
0

1,000 100 100 100

1
,
6
5
0

1
,
4
5
0

1
0
0

1
0
0

汲み取り便槽
合併処理

浄化槽５人

1
0
0

1
0
0

20

(土間･基礎ｺﾝﾘｰﾄ共)

1,200

1,095

1,500

1,395

合併処理

浄化槽５人

汲み取り便槽

2
,
6
6
5

1
,
7
3
5

断面詳細図　S=1/30

平面詳細図　S=1/30

断面詳細図　S=1/30

平面詳細図　S=1/30

100

外構図 A2:S=1/200

S=1/30

設計ＧＬ

１ＦＬ
(機械設備工事)

１ＦＬ

A2:S=1/30
A3:A2×70.7%

5
8

コンクリートt=120 金ゴテ仕上

1
2
0

1
0
0

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ D10@200

工事対象室を示す。

改修前・後

Ａ－２５

Ｕ字溝W=240

コンクリートカッター入れ

Ｕ字溝W=240

西
面
の
境
界
線

よ
り
敷
地
内
に
出
て
き

て
い
る
隣
地
樹
木
の
枝

は
、
伐
採
処
分
と
す
る

電柱

電柱

５・６号室の物置(基礎ブロック共)のみ撤去

転倒防止アンカー固定を行う事

基礎ブロック新設

※ 付属の棚板は4枚になります。

1
0
0

1
0
0

1
,
7
9
0

1
,
5
9
0

ﾀﾃ･ﾖｺ共D10@200

D13

設計ＧＬ

令和８年度

合併処理浄化槽 ２室新設(機械設備工事)

隣地境界線

FRP汲取り便槽 ２か所撤去(土間･基礎ｺﾝﾘｰﾄ共)

FRP汲取り便槽 ２か所撤去 合併処理浄化槽 ２室新設

参考品番



４号室

工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事

６号室 ５号室 ４号室 ３号室 ２号室 １号室

市
道

(
畑

野
９

号
線

)

道
路

境
界

線

道
路
境
界
線

隣地境界線

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

隣地境界線

電柱

Ｎ

１号室 ２号室 ３号室 ５号室 ６号室

１号室２号室３号室４号室５号室６号室

仮設計画図 A2:S=1/150

A3:A2×70.7%

仮設計画 南立面図  S=1/150

仮設計画 西立面図  S=1/150 仮設計画 ﾊﾞﾙｺﾆｰ部 西立面図  S=1/150 仮設計画 ﾊﾞﾙｺﾆｰ部 東立面図  S=1/150

仮設計画 北立面図  S=1/150

仮設計画配置図 S=1/150

　　交通誘導員は工事車両を工事現場まで誘導すること。

※　資材搬出入時に適時、交通誘導員を配置すること。

凡　　例

(直接仮設)

仮囲：Ａ型バリケード

工事車両搬出入経路

工事車両進入口

交通誘導員配置

7
,
2
0
0

7
,
2
0
0

7
,
2
0
0

3
,
6
0
0

3
,
6
0
0

足場：くさび緊結式足場　建地Ｗ＝600(手すり先行式)

足場：くさび緊結式足場　建地Ｗ＝600(手すり先行式)

足場：くさび緊結式足場　建地Ｗ＝900(手すり先行式)

足場：くさび緊結式足場　建地Ｗ＝600､900(手すり先行式)

改修建物を示す

Ｋ－０１

工事車両・資材スぺース

　　　養生シート張り

養生シート張り

養生シート張り

養生シート張り

令和８年度



天井点検口 ○

工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文

新築工事

A3:A2×70.7%

構内敷きならし

・

工事名称

Ⅰ．工事概要

１．工事場所

２．建物概要

建物名称 構造及び階数 国:延面積 建:延面積 消施令の適用 備　　考

国:国有財産法延面積 （㎡） 建:建築基準法延面積 （㎡）

３．工事種目

電灯設備
工 事 種 目

建物別及び屋外

動力設備

工　　事　　種　　別

・

Ⅱ．工事仕様

１．共通仕様

（１）

（２）

足場その他

項　　　　　目章 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項

・ 別契約の関係受注者(下請け工事の場合は元請け)が定置したものは無償で使用できる。

・ 本工事で設置する。

「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイ

ドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２

内部足場 （・ Ａ種・ Ｂ種・ Ｃ種・ Ｄ種・

外部足場 （・ Ａ種・ Ｂ種・ Ｃ種・ Ｄ種・

施工図等

うち、下記の原図及び複写図（1 部）を監督職員に提出する。ただし、製作図等で原図と

して提出ができないものは、原図に代わるものとしてよい。

機器製作図

試験成績書

一式　、

一式　、 機器・配管固定の施工図 一式

一式制御システム図

電源周波数５ ・ ５０Ｈz・ ６０Ｈz

１）設計用水平地震力

　　なお、特記なき場合、設計用標準水平震度は、次による。

  設計用標準水平震度

章 項　　　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項

電熱設備

雷保護設備

受変電設備

電力貯蔵設備

発電設備

構内情報通信網設備

構内交換設備

情報表示設備

映像･音響設備

拡声設備

誘導支援設備

テレビ共同受信設備

監視カメラ設備

駐車場管制設備

防犯･入退室管理設備

中央監視制御設備

構内配電線路

構内通信線路

テレビ電波障害防除設備

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

４．指定部分 無・ 有・ 対象部分

建築工事 別図による

別図による

・ 電気自動車用充電設備
　　機器の重量［kN]に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。

(○印の付いたものが対象工事種目)

　なお、施工図等の著作権に係る該当建築物に限る使用権は、発注者に移譲する。

火災報知設備

図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等 

機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書

を適用する。

の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。改修標準仕様書

第１編第２章2.2.2より足場の種別は以下による。

特記仕様書

２．特記仕様

（１）項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

（２）特記事項のうち選択する事項は、○印の付いたものを適用する。

（３）

　

　

項　　　　　目章 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項

・

・ 本工事は、建設発生土情報交換システム（以下「システム」という。）の登録対象

工事であり、受注者は、工事の実施に当たっては土量、土質、土工期等に変更が有っ

建設発生土の処理

室内空気中の
化学物質の濃度測定

天井仕上区分

測定時期 ・工事着手前

測定対象室 ・図　示

・

・

施工終了時

・測定箇所 ・図　示

室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレンの

濃度を測定し、監督職員に報告する。

なお、測定はパッシブ型採取機器により行う。

電気工事士 ・最大電力 500 kＷ 以上の場合、第一種電気工事士により施工を行う。

機器姿図２

呼び線３

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ４

５

　
　

・最大電力 500 kＷ 未満の場合、第一種電気工事士又は認定電気工事従事者により施工

　を行う。

合成樹脂管配線

７

共

　
通

　
事

　
項

２

・ 機械設備工事

について

再資源化等

①分別解体の方法

工　程 作業内容 分別解体の方法

特定建設資材廃棄物の種類 再資源化等をする施設名称 所　　在　　地

との取合い

一

般

事

項

１

一

般

事

項

１

・ 樹脂製
設置場所 機器種別

重要機器 重要機器

　　特定の施設 　　一般の施設

一般機器 一般機器

上層階

屋上及び塔屋

中間階

地下・１階

機 器

防振支持の機器

水 槽 類

水 槽 類

防振支持の機器

機 器

水 槽 類

防振支持の機器

機 器

2.0 1.5 1.5 1.0

2.0 2.0 2.0 1.5

2.0 1.5 1.5

1.5 1.0

1.5 1.5 1.0

1.5 1.0 0.6

1.0 0.6 0.4

1.0 1.0 0.6

1.0 0.6

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

1.0

・ ・

1.0

0.6

1.5

　種 )・

　種 )・

薄鋼 電線 管

　

総合動作試験
電

３

力
・
受
変

電
・
発

電

のうち、○ 印が付いたものを適用する。

・Ｅ種

△を頭に付した室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。

た場合、速やかに当該システムのデータ更新を行うものとする。

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。

「機器標準取付高さ」
取付高さ[mm]測　点名　　　称 名　　　称 測　点 取付高さ[mm]

電
力
共
通

積算計器
引込開閉器

分電盤

スイッチ
スイッチ
スイッチ

(多目的便所)
(自動扉)

(一般)
(和室)
(台上)
(土間)
(外壁・屋外)
(一般)
(踊場)
(鏡上)

壁掛形制御盤

手元開閉器箱
制御スイッチ

集合保安器箱
室内端子盤

壁付電話機

壁掛形親時計

子時計
壁掛形スピーカ
壁付アッテネータ

拡
声

時
計

構
内
交
換

動
　
力

ブ
ラ
ケ
ッ
ト

コ
ン
セ
ン
ト

電
　
　
　
灯

1,800～2,000
1,800～2,200

1,300
1,100
1,800
300
150

 150～ 200
500
800

2,100～2,300
2,000～2,500

150

1,500
1,300
300
200

1,300
1,500

(上端1,900以下)

天井高×0.9

1,300
天井高×0.9

～

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

～
～
～
～
～

～

～
～
～

地上
地上

床上 中心
床上 中心
床上 中心
床上 中心
床上 中心
台上 中心
床上 中心
地上 中心
床上 中心
床上 中心
鏡上端 中心

床上 中心
床上 中心
床上 下端
天井下 上端
床上 中心

床上 中心

床上 中心
床上 中心
床上 中心

1,500
(上端1,900以下)中心～床上

1,500
(上端1,900以下)中心～床上

情報表示盤
1,300

ﾍﾞﾙ･ﾌﾞｻﾞｰ･ﾁｬｲﾑ 2,300
壁付押釦（一般） 1,300

外部受付用ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 標準図による
壁付ｲﾝﾀｰﾎﾝ(上記以外) 1,300
呼出釦(ﾄｲﾚ呼出) 900
呼出釦(ﾄｲﾚ呼出) 300
復帰釦 1,500～1,800
機器収容箱 200
ﾃﾚﾋﾞ端子
直列ﾕﾆｯﾄ 300

150

受信機･副受信機  800～1,500
機器収容箱･発信機  800～1,500
警報ベル 2,300
表示灯 2,100
ｶﾞｽ検知機(LPG) 300

出
退
表
示

誘
導
支
援

テ
レ
ビ
共
同
受
信

火
災
報
知

～床上 中心
～床上 中心
～床上 中心
～床上 中心

～床上 中心
～床上 中心
～床上 中心
～床上 中心
～天井下 上端
～床上 中心
～床上 中心

～床上 中心
～床上 中心
～床上 中心
～床上 中心
～床上

天井高×0.9

備
　
　
考

注）

2.意匠に関する部分(正面玄関･玄関ﾎｰﾙ･EVﾎｰﾙ･上級室
　･会議室)の取付位置は、監督職員と協議すること。

3.表記は原則とし、施工前に監督職員の承諾を受ける。

(一般)
(和室)ﾃﾚﾋﾞ端子

直列ﾕﾆｯﾄ

機器の使用に支障が生じる場合は、監督職員と協議する。

壁付発信機
～

中心

中心

1.天井高3,000mm以上の場合及び上記取付高さにおいて

11

２ 照度測定

８

10

11

12

１

９

10

12

13

14

１

・ 在不在制御機能の動作及び動作時間設定のための調光人感センサー

タイムスケジュール制御における点滅及び調光制御の動作確認

・ 外光センサーによる点滅及び調光制御のための動作確認

注）上記試験項目は全数確認とする。

図面に特記無き場合は、次表の「機器標準取付高さ」による。

ケーブル配線の保護管は、標準仕様書の金属管配線及び合成樹脂管配線の項による。

姿図の形状及び寸法は、概略を示す。

長さ 1ｍ 以上の入線しない電線管には、1.2ｍｍ 以上の呼び線を挿入する。

フラッシュプレートは、図面に特記なき場合は次による。

３

４

厚鋼 電線 管

保護管

最上階の
埋め込み配管

地中配線の
埋設深さ等

電力・電話の
引き込み

機器取付高さ

接地極

照明制御

15

他工事又は他工種

発生材の処理等

特定建設資材の９

８

７

・水槽類には燃料小出槽を含む。

場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。

・上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の

・重要機器は次のものを示す。

・ 配電盤

・ 交流無停電電源装置

・

・

・

・

・ 総合盤

・

・ 直流電源装置

・ 自動火災報知受信機

・ 放送架

・

自家発電装置

交換装置

中央監視制御装置

２）設計用鉛直地震力

建築工事

梁・床・壁貫通部

埋込分電盤・端子盤・プルボックス

軽量鉄骨下地天井・壁ボード類の切込

床デッキプレート
既製間仕切壁の位置ボックス及びその取付

補強
スリーブ・仮枠
補強
仮枠
補強有りの場合(補強共)
補強無しの場合
切込

電気設備工事

○

○

機械設備工事

配線ピット及び蓋
自立閉鎖装置を取付ける防火戸の切込・補強及びﾄﾞｱﾁｪｯｸ・ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ
照明器具・幹線等の吊ボルト用のインサート
別途機器などへの接続（直接接続するもの）
機器付属制御盤以降の配管配線（接地共）
機器付属制御盤への電源供給の渡配管配線（接地共）

天井吊型 FCU 及び全熱交換形換気扇と操作スイッチとの渡配管配線
煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパに至る配管配線
小便器用水装置の制御盤以降の配管配線

防油提

機器付属制御盤への操作回路の渡配管配線

基礎等
大型設備機器の基礎
防水層に影響する基礎
上記以外の機器の基礎
架台、アンカーボルト

屋上設置の設備機器の基礎

○

○
○

自動扉及び電動シャッターなどの制御装置に至る配管配線

開

口

部

ＥＶ工事他工事又は他工種との取合い

（

（

（

（

金属類・ 電線、ｹｰﾌﾞﾙ類・ 盤類・

・ｲｵﾝ化式感知器 ・

蛍光灯ﾗﾝﾌﾟ・ 白熱灯、HID灯・ ・

・ ・ ・

）

）

）

）

・PCB使用機器

・蓄電池

環境への配慮

章 項　　　　　目 特　　　　　　記　　　　　　事　　　　　　項

３

電

力

・

受

変

電

・

発

電

　　

　　

　
通
　
信

　

・

情
　
報

４

１

　
一
　
　
般
　
　
事
　
　
項

　

　

　

（電気設備の部）
※合併工事の場合に記載

②特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設

共同接地

共同接地

Ａ種

Ｂ種

Ｃ種

Ｄ種

高圧避雷器

交換装置用

通信用

通信用

測定用

構造体接地

等電位接地

ＥＢ（Ｄ=14,L=1500 又は Ｗ=40,L=1200）×3 連 - 2組

接 地 抵 抗 値 接地極の規格・数量

電話引込口
の保安器用

１０Ω以下

Ω以下

１０Ω以下

１０Ω以下

１００Ω以下

１００Ω以下

１００Ω以下

Ω以下

ＥＢ（Ｄ=10,L=1000 又は Ｗ=30,L=900） ×１

Ω以下

１０Ω以下

１０Ω以下

ＥＢ（Ｄ=14,L=1500 又は Ｗ=40,L=1200）×3 連 - 2組

ＥＢ（Ｄ=14,L=1500 又は Ｗ=40,L=1200）×3 連 - 2組

ＥＢ（Ｄ=14,L=1500 又は Ｗ=40,L=1200）×3 連 - 2組

ＥＢ（Ｄ=14,L=1500 又は Ｗ=40,L=1200）×3 連 - 2組

ＥＢ（Ｄ=14,L=1500 又は Ｗ=40,L=1200）×3 連 - 2組

ＥＢ（Ｄ=14,L=1500 又は Ｗ=40,L=1200）×3 連 - 2組

ＥＢ（Ｄ=14,L=1500 又は Ｗ=40,L=1200）×3 連 - 2組

１０Ω以下

ＥＢ（Ｄ=10,L=1000 又は Ｗ=30,L=900） ×１

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

１０Ω以下

ＥＢ（Ｄ=10,L=1000 又は Ｗ=30,L=900）×１

「接地極一覧表」

「工事区分表」

　また、分別解体・再資源化等の完了時に、再資源化等が完了した年月日、再資源化等を
した施設の名称及び所在地、再資源化等に要した費用を書面にて監督職員に報告する。
（書式は「建設副産物情報交換システム」で作成したものとする）

２

別表－１

機　　　　材　　　　名

　

　

　
改
　
　
修
　
　
一
　
　
般
　
　
事
　
　
項

５

１００Ω以下 ＥＢ（Ｄ=10,L=1000 又は Ｗ=30,L=900） ×１

接 地 の 種 類 記　　号

　一般照明の照度測定を（　　　箇所）測定する。

　なお、測定場所は、監督職員との協議とする。

１

２

３

局　線

電界強度の測定

ケーブル

第100号)｣に基づく、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成31年2月閣議決定)｣

漏電遮断器回路用 １００Ω以下 ＥＢ（Ｄ=10,L=1000 又は Ｗ=30,L=900） ×１

受注者は、南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する

情報（臨時）が気象庁から出された場合には、工事中断の措置をとるものとし、これに伴う必要な

補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。上記事実が発生した場合は、契約書第26条

（臨機の措置）の規定による。

１

①合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティ

クルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、

断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が

極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応

じた材料を使用する。

接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を

使用する。

接着剤は、可塑性（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等③

②

を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

④①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデ

ヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使

用したものとする。

３）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」

とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する

材料を指す。

①建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアル

デヒド発散建築材料以外の材料

建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料②

③建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

④建築基準法施行令第２０条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

材料・機材の品質等 １）本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質

及び性能を有するものとする。

２）別表－１に機材名が記載された製造業者等は次の①から⑥すべての事項を満たす証明

となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。

①品質及び性能に関する試験データを整備していること。

②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

③安定的な供給が可能であること。

④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。

１）本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律

（以下グリーン購入法基本方針）に定める特定調達品目「公共工事」の品目を調達する場合

は、判断の基準等を満たすものとする。

２）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると

共に、次の①から④を満たすものとする。

ただし、次の①から⑥すべての事項を評価されたことを示す外部機関が発行する書面を提

出し、監督職員の承諾を受けた場合は、証明となる資料等の提出を省略することができる｡

　工事が完成（指定部分に係わる完成を除く）したときは、本工事で作成する施工図等の

図面に特記無き場合は、次表の「工事区分表」による。

　　設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

引渡しを要するもの以外は、構外搬出適切処理とする。

引渡しを要するもの・

・ 特定管理産業廃棄物

・ 再生資源化を図るもの

・ 石綿含有品

　本工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材

を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する

法律施行令」(平成12年11月29日政令第495号）又は都道府県が条例で定める建設工事の

規模に関する基準以上の工事であるため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する

法律」(平成12年5月31日法律第104号）に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等

の実施について適正な措置を講ずることとする。

　工事契約後に明らかになったやむを得ない事情により、予定した条件により難い場合は、

監督職員と協議するものとする。

・ 新築 建築設備工事

・ 増築 ・ 有 手作業・

手作業、機械作業併用・無・修繕・

・ 模様替

・ コンクリート

・ コンクリート及び鉄から
成る建設資材

・ 木材

ｱｽﾌｧﾙﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ・

届出に係る事項の説明時に上記と異なる施設（同種の再資源化等を行う施設に限る。）を

受注者が提示した場合は、当該施設に搬出することができる。ただし、当該施設への変更

については設計変更の対象としない。

最上階の天井スラブへの埋め込み配管は、原則として避けるものとする。

金属製（ステンレス、新金属も含む）・

分電盤、制御盤、端子盤等の２次側以降の配管配線経路、配線太さ、配線本数、管径等電線本数・管路等

は、監督職員の承諾を受けて変更してもさしつかえない。

合成樹脂製可とう電線管 (ＰＦ管) 及び付属品は、タイプ - 25 のものを使用する。６

なお、電力用位置ボックス類は原則として合成樹脂製とするが、コンクリート打ち込み

部分は金属製としても良い。

ただし、金属製とする場合は当該ボックスには接地を施すものとする。

薄鋼電線管は表示されているものと同一外形のねじなし電線管を使用しても良い。

厚鋼電線管は、図面に特記なき場合は溶融亜鉛メッキ（Ｚ３０）仕上げとする。

地中配線で、特記なき埋設深さは 0.6ｍ 以上とし、標識シート（２倍長以上重合せ）

幅150mmを設ける。

なお、掘削幅が0.6m以上の箇所は、標識シートを2列以上並列に設ける。

ハンドホール等の鉄蓋は、鋳型流し込みで用途名を表示する。

（

構内通信線路の用途名 （

・ 電力

・ 通信

・

・

）

）

（ ・ ・ ）共用する場合の用途名 電気

構内配電線路の用途名

ハンドホールの蓋

電力及び電話引き込み線の引留方法、位置については電力会社及び電気通信事業者と打

ち合わせのうえ監督職員と協議により施工する。また、外線工事負担金等の調査報告を

監督職員に速やかに行う。

図面に特記無き接地極は、次表の「接地極一覧表」による。

照明制御の総合動作試験は次に示す事項について行い、監督職員に試験成績書を提出し、

承諾をうける。

・ 目標照度設定のための各調光センサー（夜間及び日中）

・

局線の新増設移転の手続きは、本工事とする。

最上階フロアのコンクリート打設前に、受信電波の電界強度測定を 3 か所以上行うこと。

また、その報告書を監督職員まで提出すること。

EM-UTPケーブルは、使用用途が判別できるようシース色等を変えること。

は　つ　り

図示 ）

図示 ）

既存資料調査 ）

本工事 別途

工事範囲

目視

）

既存配線ﾙｰﾄ

施工調査

仮設備工事

養生

非破壊検査

既設との取合い

事前調査　（

調査項目　（

調査範囲　（

調査方法　（

本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工改造は、本工事とする。

なお、範囲及び検査方法は監督職員と協議するものとし、費用は別途とする。

非破壊検査による埋設物の調査（　

養生範囲　（

既存部分の養生は、改修標準仕様書第１編第１章による。

仮設備期間

仮電源 受変電設備 発電設備

図示による　　　ヶ月

・ ・ ） 養生方法　（ ・ ・

・ 要 ・ 不要 ）

６

５

４

３

２

１

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの。

ＥＡ・Ｄ

ＥＬＨ

Ｅｔ

ＥＡｔ

ＥＤｔ

ＥＤｔ

Ｅ０

ＥＡ・Ｃ・Ｄ

ＥＡ

ＥＢ

ＥＣ

ＥＤ

ＥＥＬＣＢ

・

・

・

６ 耐震施工 設備機器の固定は、施設の分類並びに機器の種別、重要度及び設置階に応じて、次の設計

用水平地震力及び設計用鉛直地震力に対し、移動、転倒、破損等が生じないようにする。

３ 発電回路照明器具 発電回路に接続される照明器具は、回路種別が識別できる表示を行う。（シールの貼付等）

４ 発電回路コンセント 発電回路に接続する新設のコンセントは、回路種別が識別できるものとする。

なお、特記なき場合、自家発電装置に接続する回路は原則として赤色コンセントとする。

５ 電動機等の接地 金属管配線において、電動機容量 7.5ｋＷ 以下は金属管を接地線とする。

６ 分電盤等 本工事の分電盤・ＯＡ盤・実験盤で、分岐に用いる配線用遮断器の寸法と定格は、JIS C

8201-2-1：附属書JC(参考)「電灯分電盤用協約形回路遮断器」によるものとし、特記なき

場合、JIS協約形の1Pサイズ(100V2P1E、200V2P2E）とする。

また、漏電遮断器の寸法と定格は、JIS C 8201-2-2：附属書JC(参考)「電灯分電盤用協約

形回路遮断器」によるものとし、特記なき場合、JIS協約形の1Pサイズ(100V2P2E)とする。

７ ＯＡ盤・端子盤 ＯＡ盤の端子盤部及び端子盤には、換気口を設けるものとする。

規約効率
電動機出力(kW)

規約効率(％) 200V

0.4 0.75

86.0 88.5

1.5

92.0

2.2

93.0

3.7

94.0

5.5

94.0

7.5

94.5

電動機出力(kW) 15

95.0

18.5

95.5

22 30 37 45

95.5 95.5 95.5 95.5規約効率(％) 200V

11

94.5

75

95.5

55

95.5

８ インバータ装置の 三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は、次の数値以上とする。

９ 低圧配電盤 低圧配電盤に用いる配線用遮断器は埋込形とし、全て警報接点付きとする。

10 設備機器容量等 本工事及び別契約の関連工事において設備機器容量等が相違する場合は、関連する設備

）モンドカッターによる。

既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは、図面に特記なき場合はダイヤ

はつり工事は、事前に走査式埋設物調査を行い、監督職員に報告を行うこと。

の施工及び機器製作前に監督職員と協議し、指示を受けること。

ケーブルの種類11 EM　高圧架橋ポリエチレンケーブルはJCS 4395 「6600V 架橋ポリエチレンケーブル
(3層押出型)」によるものとし、次による

呼称(図示番号) 種　　　　類

6kv-EM-CE-(EE)

6kv-EM-CET-(EE)

6600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
(6600V CE/F (EE))

6600V トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性
ポリエチレンシースケーブル(6600V CET/F(EE))

○

特記仕様書

（電気設備の部）
Ｅ－０１市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事

志摩市志摩町布施田2222-1

市営住宅畑野住宅 ＲＣ造　地上２階 359.34㎡ 別表第一 ( 5  ) 項259.34㎡

市営住宅 屋外

○

○

○

○

○
○

○

○

１・２階居室

２ヶ所 

令和８年度　市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事

令和８年度

公共建築工事標準仕様書　　（電気設備工事編）（令和7年版）（以下「標準仕様書」という。）

公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和7年版）（以下「改修標準仕様書」という。）

公共建築設備工事標準図　　（電気設備工事編）（令和7年版）（以下「標準図」という。）



中 村　政 文

一級建築士 大臣登録第182032号

電話(0599)43-0216番　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10

一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
整理番号 図面№縮尺図名工事名

市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事

ＬＥＤシーリングライト ｉＤシリーズ直付型２０形　Ｄスタイル　Ｗ１５０

パナソニック　ＬＧＣ２１１３Ｄ

昼光色（６２００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３６９９ｌｍ、消費電力２７．７Ｗ、電圧１００Ｖ

ソフトターン方式、カチットＦ、竿縁天井取付アダプタ対応
カバー：アクリル（乳白つや消し）

リモコンで〈１００％～５％〉調光、専用リモコン送信器同梱

パナソニック　直付ＸＦＸ２００ＡＥＮＬＥ９

一般タイプ、８００ｌｍタイプ
消費電力５．９Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光束維持時間４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

電源装置はライトバー側に内蔵

ＬＥＤブラケット　６０形電球１灯器具相当 ブラケット　４０形電球１灯器具相当

ＬＥＤキッチンライト　２０形直管蛍光灯１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＢ８１４０６ＬＥ１

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束２９７ｌｍ、消費電力５Ｗ、電圧１００Ｖ

拡散タイプ、天井直付型・壁直付型、ツマミネジ方式
カバー：アクリル（乳白つや消し）、（ホワイト）

Ｗ＝１３０　Ｈ＝１３０　出しろ９５

パナソニック　ＬＧＷ８５０１３Ｋ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８０、光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
器具光束３９６ｌｍ、消費電力４．３Ｗ、電圧１００Ｖ

防湿型・防雨型、ネジ込み方式、天井直付型・壁直付型
カバー：アクリル（乳白）、プラスチック（ホワイト）

Ｗ＝１２８　Ｈ＝１２８　出しろ１７０

ＬＥＤダウンライト　１００形電球１灯器具相当 ダウンライト　６０形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＤ３２００ＮＬＥ１

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束８２０ｌｍ、消費電力７．４Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、高気密ＳＢ形

枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
埋込穴φ１２５

パナソニック　ダウンライトＸＡＤ１２００ＮＣＳ１

ＬＥＤフラットランプφ７０　ＦｒｅｅＰａクラス５００　１灯（口金ＧＸ５３－１）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４８０ｌｍ、消費電力５．３Ｗ、電圧１００Ｖ

拡散タイプ、高気密ＳＢ形、ＰａＰＩＲｓ付
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
埋込穴φ１２５

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束１１００ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、天井直付型・壁直付型、コンセント付

カバー：プラスチック（乳白）
スイッチ付、両面化粧タイプ

Ｗ＝５８０　Ｈ＝６５　出しろ６４

パナソニック　ＬＧＢ８５０３０ＬＥ１

ＣＬ３７ Ｖ０８

ＢＫ６

ＢＫ２

ＤＬ６ ＤＬ８

照明器具姿図

照明器具（改修）

Ｅ－０２
弱電機器・凡例

チャイム

1
6
4

99

EB723W

4
3
.
5

定格

動作電圧

動作電流

音量

使用周囲温度

質量

AC100V　５．５W　５０/６０Hz

AC90～１１０V

80ｍA以下　定格電圧にて測定

70ｄB以上（定格電圧印加　前方１ｍにて）

0℃～＋４0℃

300ｇ

19.5

31

1
2
1

75

EG331

-10℃～＋50℃使用周囲温度

125ｇ質量

片切（常開型）接点構成

定格容量 1A 300V AC 3A 30V

押釦

パナソニックEB723W相当品

パナソニックEG331P相当品

符号

シーリングライト

流し元灯

ブラケットライト ＷＰ

引きひも

ユニットバスは付属品

種類 摘要

CL

タンブラスイッチ

タンブラスイッチ

タンブラスイッチ

１Ｐ１５Ａ×１

１Ｐ１５Ａ×１

２Ｐ１５Ａ×２ + ＥＴ

コンセント

コンセント

２Ｐ１５Ａ×２
2

2ET

L
１Ｐ１５Ａ×１
+１Ｐ１５Ａ（確認表示灯付）×１

積算電力計 収納箱付

ダウンライト

3

Ｗ

凡例

２Ｐ１５Ａ×１
ET

コンセント + ＥＴ

電池式住宅用火災報知機

電池式

インターホン押釦D

インターホン

2 ２Ｐ１５Ａ×２コンセント

コンセント

２０ｃｍ 引きひも式

ＳＳ製 150×150×100

既設のまま使用

プルボックス

電話受口

換気扇

保安器

アンテナ架台

防雨入線カバー

ターミナルキャップ

コンセント
2ET
WP 防雨形

２Ｐ１５Ａ×２(Ｅ極）+ ＥＴ

電池切れの場合は
はめる はずす

年　　　月設置自動試験機能付 販売店にご相談ください

住宅用火災報知機

2
5

SHK70301

0.3ｋHz～4.0ｋHz警報音周波数

90 +10
-3dB（１ｍ）警報音量

約１０年

約105ｇ(電池含む）

0℃～＋40℃

質量

使用周囲温度

電池寿命

使用電池

パナソニックSHK70301P相当品

２Ｐ２０Ａ×１ Ｅ極

テレビ受口共

ＢＫ６ＷＰ

専用リチウム電池（ＳＨ384552520）（ＤＣ３Ｖ）

令和８年度
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工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事
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改修前

Ｎ

階段
UP

1
,
2
0
0

改修前 １階平面詳細図　S=1/50 改修前 ２階平面詳細図　S=1/50

4,860

2,880 1,980

4,860

2,880 1,980

物置

1
,
0
8
5

1
,
0
9
5

下駄箱

物入

Ｍ

竪樋

竪樋

竪樋

臭突

竪樋

竪樋

ルーフドレイン

汲み取り便槽

玄関

2ET

CL
CL

CL

2ET

CL

１

2.02.0

2
.0

４

2.
0

3

VVF1.6-3C（19）

３ ５ ６ 2.0×6 E5.5（31）

1Φ3W 5.5×3（25）

WP
臭突扇用

2.
0

３
1/2

2

５

1Φ3W 5.5×3（25）

CL

2

2

６

2.
0

３ ５ ６ 2.0×6 E5.5（31）3
３ 1/2

P.B150 ×100

アンテナ架台
【残置】

３ ５

６４２

ﾘﾐｯﾀｰ
SP

RNT

1Φ3W210V／105V

脱衣・洗面室

台所和室6帖

和室6帖B

階段

DN

（19）

2

（19）

ELB3P30A

１ ＳＰ

ＳＰ

既設盤【撤去】L-1

特記なき配線は下記による

１.６×２

２.０×２

１.６×３

２.０×２ Ｅ２.０

（１９）

（１９）

（１９）

（１９）2.0

2.0

ＶＶＦ１.６－２Ｃ

ＶＶＦ２.０－２Ｃ

ＶＶＦ１.６－３Ｃ

ＶＶＦ２.０－３Ｃ

便所

ホール

防雨入線カバー

ターミナルキャップ

臭突

バ
ル

コ
ニ

ー

（19）
電話

（19）
電話

和室6帖A

L-1

２

D

浴室

E2.0（HIVE16）

E3

Ｗ

E3

1.6（HIVE16）

ポーチ

5.5（HIVE16）【既設残置】

5.5×3（25）

Ｅ－０３
電灯コンセント平面詳細図

（19）

2

電話
（19）

VVF1.6-3C（19）押入

物入

令和８年度

５～６号室 ５～６号室

13 12 11

11 10 9

13 12 11

11 10 9



2.0×6 E5.5（31）

竪樋

床下点検口

市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事
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中 村　政 文
A3:A2×70.7%
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物入
階段

階段

押入

下駄箱

床下点検口

脱衣・洗面室

竪樋

ルーフドレイン

2ET
１

４

VVF1.6-3C（19）

３ ５ ６ 2.0×6 E5.5（31）

３
1/2

５

2

2

６

３ ５ ６
3

３ 1/2

アンテナ架台
【残置】

2

防雨入線カバー

ターミナルキャップ

L-1

２

D

ＵＢ付属扇1115サイズ
ユニットバス

3

L

電話

３ ５

６４２

ﾘﾐｯﾀｰ
SP

RNT

1Φ3W210V／105V

ELB3P30A

１ ＳＰ

ＳＰ

Ｌ－１ ホーム分電盤

洋室6帖B

洋室6帖A

洋室6帖

浄化槽ブロア

2ET

浴室

改修後

DL8

DL6 玄関

2.0

V08

CL

CL37

CL37

CL

BK2

BK6

DN
物入

ET

L

E3

Ｗ

E3

5.5（HIVE16）【既設】

ポーチ

便所
BK6WP

Ｅ－０４
電灯コンセント平面詳細図

露出形（蓋なし）

1Φ3W 5.5×3（25）

2

台所

特記なき配線は下記による

ＥＭ－ＥＥＦ１.６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－２Ｃ

WP
2

ＥＭ－ＥＥＦ１.６－２Ｃ

2.
0

2.
0

2.
0

2.
0

2.
0

2.0

2.0 ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１.６－３Ｃ （１Ｅ）

1.6（既設管）

（１Ｅ）

３ ５ ６

コア穴あけ を示す

5.5×3（既設管）

2EM-CE5.5-3C

EM-EEF2.0-3C ×2

P.B200 ×100

P.B200 ×100

CL

CL37

CL

CL37

■

■ ■

床■×1

■

VVF1.6-2C
物入

電話

保安器

■

電話

EM-S-5C-FB（19）

EM-S-5C-FB（19）

1
,
6
4
0

バ
ル

コ
ニ

ー

既設 穴

2ET

既設接地（既設管）

既設接地（既設管）

電話
（PF16）

（既設管）

（既設管）

（既設管）

EM-S-5C-FB（既設管）

（既設管）

５～６号室 ５～６号室

91011

111213

91011

111213

令和８年度



 1.設計温湿度

・　主要熱源機器

工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文

新築工事

A3:A2×70.7%

建築

工事名称

　　　　　　　項　　　　　　　　　目

開

口

部

鉄骨鉄筋コンクリート部材のはり貫通部　補強

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スリーブ

ＲＣ部材のはりの貫通部　　　　　　　　補強

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スリーブ

ＲＣ部材の床・壁の貫通部　　　　　　　補強

機械設備 電気設備

工 事 概 要

１．工事場所

２．建物概要

消防法施行令の適用  耐震区分 　備　考　 建 物 名 称 構造及び階数 国：延面積 建：延面積

３．工事種目（・印の付いたものが対象）

工     事     種     別建物別及び
屋外 　屋　外工事種目

・空気調和設備

・換気設備

・排煙設備

・自動制御設備

・衛生器具設備

・給水設備

・排水設備

・給湯設備

・消火設備

・厨房設備

・ガス設備

・浄化槽設備

　章　　　項　　　　目　　　　　　　特　　　　　　　　記　　　　　　　　事　　　　　　　　項

　章　　　項　　　　目　　　　　　　特　　　　　　　　記　　　　　　　　事　　　　　　　　項 　章　　　項　　　　目　　　　　　　特　　　　　　　　記　　　　　　　　事　　　　　　　　項

鉄骨部材のはり貫通部　　　　　　　　　穴開け(補強を含む)

工 事 仕 様
１．共通仕様

　　国：国有財産法延面積（ｍ2）　　建：建築基準法延面積（ｍ2）

　　　るものとし、・印のついたものを適用する。

２．特記仕様

・　ガスの種類 ・ 都市ガス（種別　　，発熱量　　　　MJ/m３(N),供給事業者名　　　　　　　　　）

・　消火設備の種別 ・ 屋内消火栓設備　　　・ スプリンクラー設備　　　・ 泡消火設備
・ 連結散水設備　　　　・ 連結送水管　　　・ 不活性ガス消火設備（ ・ 　　　）

・　排水方式

・　給水方式
・ ポンプ直送方式　　・ 増圧給水直結方式

・　自動制御方式

・　空調方式

方式及び種別　　　　　　　　　　　　　設　　　備　　　概　　　要
５．設備概要（・印を付けたものは、本工事あるいは既設設備の概要を示すもので、仕様を規定するものではない。）

　　　対象部分：

●
 
一
 
般
 
共
 
通
 
事
 
項

一
 
般
 
共
 
通
 
事
 
項

○
空
気
調
和
設
備

本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工改造は、本工事とする。 1.既設との取合い

 2.施工調査 事前調査　　・ 本工事　　・ 別途

 3.仮設間仕切

既存部分の養生は、改修標準仕様書第１編３章による。

 5.既設ダクトの再利用

放射線透過検査等による埋設物の調査は( ・ 要　・ 不要 )とする。
範囲は監督職員の指示による。なお、検査費は別途とする。

（１）各種配管の試験は、新設配管に適用する。
（２）新設配管は、既設配管との接続前に試験を行う。

仮設間仕切は、改修標準仕様書第１編２.２.３による。種別( ・ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 )

本工事で作成する施工図等のうち、次の原図及びその複写図(１部)を監督職員に提出する。
ただし、製作図等で原図として提出ができないものは、原図に代わるものとしてよい。

　　　試験成績書　　　　一式、　機器・配管固定の施工図　　　　一式
　　　機器製作図　　　　一式、　制御システム図　　　　　　　　一式

○
改
修
関
係
事
項

 1.発生材の処理等

ポンプ排水　　 ・ 有（ ・ 汚物　　　・ 雑排水　　・ 湧水　）　　・無

なお、施工図等の著作権に係る当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲する。

                      　　　　　　　　スリーブ

開口部の穴埋め補修

床デッキプレートの貫通部　　　　　　　補強

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　切り込み

天井・軽鉄間仕切りの開口　　　　　　　ボードの切込み及び補強共

換気扇の取付枠

床下水槽のマンホールふた

床、天井点検口

電 機器付属の制御盤以降の二次側配管配線（接地共）

気 機器付属の制御盤への電源供給配管配線

配 自動制御盤と動力盤との電源供給の渡り配管配線

管 自動制御盤と動力盤との操作回路の渡り配管配線

配 機器と付属操作スイッチとの渡り配管配線（接地共）

線 煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパーに至る配管配線

小便器用節水装置の制御盤以降の二次側の配管配線

改 コンクリート壁、床など　　　　　　はつり

修 　　　　　　　　　　　　　　　　　荒補修

工 　　　　　　　　　　　　　　　　　仕上げ補修

事

外部取付ガラリ　　　　　　 ダクトチャンバーの接続用フランジを含む

湯沸室等流し台　　　 　　　排水トラップ共

湯沸室等の排気フード　　　 ステンレス製天蓋

基礎等 屋上設置の設備機器の基礎

大形設備機器の基礎

防水層に影響する基礎

上記以外の機器の基礎

防油提　　　　　 　　　　　建物内、油サービスタンクの防油提

架台、アンカーボルト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　箱入れ

　　　　　　　　　　　　　　　　　復旧

　　　　　　　　　　　　　　　　　撤去（下地開口補強を含む）

天井、壁などのボード類　　　　　　撤去（ボード類のみ）

　　・ 風量調整　　　・ 水量調整　　・ 室内外空気の温湿度の測定
　　・ 室内気流及びじんあいの測定　 ・ 騒音の測定　　
　　・ 飲料水の水質の測定　　　　　 ・ 初期運転状態の記録

　  調整項目（測定箇所等は監督職員の指示による。）

製造者規格による標準品としてよい。
換気扇、圧力扇及び標準仕様書に記載なく特記のないものの電動機の保護規格は、

の案内板を設備機械室に設ける。但し、案内板の大きさは、約　　　ｍ2とする。

　 ・ （ａ）　　・ （ｂ）　　・ （ｃ）
(3)溶接部の非破壊検査　　　・　不要　　　　・　要（　　　　　　　）

(1)地中埋設標　　　　・　要（図示による）　　　　・　不要
(2)埋設表示テープ　　・　要（排水管を除く）　　　・　不要

・　ベローズ形　　　・　スリーブ形

   防振支持金物

・　共同溝内　　ダクト：　　　　　　　　　　配管：
・　多湿箇所　　室　名：

・ ６０Hz    ・ ５０Hz

(1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。
(2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された数値以下とする。

・　本工事とし下記項目の計画書及び測定報告書を提出する。　　　・　別途とする。

油系に使用する弁の耐圧は、１０Ｋ（マレアブル弁等）とする。

図示の位置に取り付ける。

特記のない弁の耐圧は、ＪＩＳ又はＪＶ ５Ｋとする。

図示の位置に取り付ける。

 7.試　験

 4.養　生

建物内汚水、雑排水　（ ・ 合流式　　・ 分流式　）

(2)建築物導入部配管の変位吸収方法は標準図（建築物導入部の変位吸収配管要領）による。

標準仕様書第２編3章1節によるほか次による｡ただし各工事種目で別に指定されたものは除く｡

・ 水道直結方式　　　・ 高置タンク方式   　・ 圧力タンク方式

機器システム図及び重要な定期点検項目等を記載した ・ アクリル樹脂製 ・ 市販パネル

 6.非破壊検査

・　

既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは、図面に特記のない場合はダイヤモン
ドカッターによる。穴開けを行う際は、電磁誘導等の機器で鉄筋探査を行う。

撤去する配管、ダクト等の支持金物、吊りボルト等は本工事にて撤去する。
石綿含有分析調査　　・ 本工事　　　・ 別途工事

撤去する前にフロンを屋外側ユニットに集める作業（ポンプダウン）を行う。

 9.撤去工事

 10.冷媒(フロン類)の回収

 8.あと施工アンカー

（　　）書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。

↑機械設備工事単独発注の場合は削除

・ 液化石油ガス（　・　ボンベ　　・　バルクタンク　　・　　　　　　　）

・ 石綿含有品（ ・ 配管用成形保温材 ・ フランジ用ガスケット（ ・ 配管 ・ ダクト））

・ 再生資源化を図るもの　　( ・ 塩ビライニング鋼管　　　　　　・臭化リチウム　）

・ 特別管理産業廃棄物（ ・　　　　　　　・　 　　　　　　）

　　・ 構外搬出適切処理　　・　別途工事

　　・ 構外搬出適切処理　　・　別途工事

　　・ 構外搬出適切処理　　・　別途工事

上記以外のものの処理は構外搬出適切処理とする。

金属類は引渡しを要するものとする。

 　再資源化等
 2.特定建設資材の

下記の試験を行う場合には、範囲は監督職員と協議による。
　　・ アンカー引抜試験（　・　性能確認試験　　・　施工後確認試験　　）

撤去する配管（断熱材被覆銅管を含む）、ダクト等の保温は分離する。

石綿撤去方法　　　　・ 本工事（　・　図示による　）　　・　別途工事

次の書類の写しを監督職員に提出する。
業務用冷凍空調機器の撤去に伴う冷媒の回収方法は、改修標準仕様書第３編２.４.３により、

　・ 冷媒充填・回収証明書　　・ 特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）

パッケージ形空気調和機の移設等により、冷媒の回収・再充填が必要となる場合においては、
上記に準じて冷媒の大気中への放出を防止する措置を講じること。

（機械設備の部）

・ 冷温水機　　　　　・パッケージ型空気調和機　　　・　

・ 保温無し屋内露出の配管及びダクトは塗装を行う。（ただし、機械室内及び屋上は除く）

機械設備工事機材承諾図様式集（平成２８年版）によるほか、監督職員の指示による。

　本工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を
使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
施工令」（平成１２年１１月２９日政令第４９５号）又は都道府県が条例で定める建設工事
の規模に関する基準以上の工事であるため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法
律」（平成１２年５月３１日法律第１０４号）に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資
源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。
　工事契約後に明らかになったやむをえない事情により、予定した条件により難い場合は、
監督職員と協議するものとする。
　また、分別解体・再資源化等の完了時に、再資源化等が完了した年月日、再資源化等をし

　　 ・ 新築　　建築設備工事
　　 ・ 増築　　　・ 有　　　　　・ 手作業
　　 ・ 修繕　　　・ 無　　　　　・ 手作業･機械作業併用

（１）分別解体の方法

　　 ・ 模様替

　　工　程　　　作業内容　　　　　　　分別解体の方法

（２）特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設
　　特定建設資材廃棄物の種類　　　　再資源化等をする施設名称　　　所　在　地

　　 ・ コンクリート及び鉄から成

　　 ・ アスファルト･コンクリート

　　 ・ コンクリート

　　　　る建設資材
　　 ・ 木材

　届出に係る事項の説明時に上記と異なる施設（同種の再資源化等を行う施設に限る。）
を受注者が提示した場合は、当該施設に搬出することができる。ただし、当該施設への変更
については設計変更の対象としない。

　方法

 3.建設発生土の処理 ・ 構内敷きならし

　　　DID区間（　・　有　　　　・　無　　）
　　　構外搬出（片道運搬距離　約　　　km）

・ 本工事は、建設発生土情報交換システム（以下「システム」という。）の登録対象工事で
 　あり、受注者は、工事の実施に当たっては土量、土質、土工期等に変更が有った場合、速
 　やかに当該システムのデーター更新を行うものとする。尚、これにより難い場合には、監
 　督職員と協議しなければならない。

 4.環境への配慮

　　　クルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断

　　　めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じ
　　　た材料を使用する。

　　　使用したものとする。

　　　使用する。

　　　を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

　　　デヒド発散建築材料以外の材料

材料を指す。

 ・ 別契約の関係受注者(下請け工事の場合は元請け）が定置したものは無償で使用できる。
 ・ 本工事で設置する。
　　「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイ
　　ドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２

・ 根切り土の中の良質土（コンクリ－ト管以外の管の周囲は山砂の類） ・ 山砂の類

　　改修標準仕様書第１編２．２．１より足場の種別は以下による。
　　の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

（１）本工事に使用する材料・機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有す
　　　べき品質及び性能を有するものとする。

 6.足場その他

 7.埋戻し土及び盛土

た施設の名称及び所在地、再資源化等に要した費用を書面にて監督職員に報告する。
（書式は「建設副産物情報交換システム」で作成したものとする）

　　　が気象庁から出された場合には、工事中断の措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全
　　　処置を講じなければならない。
　　　上記事実が発生した場合は、契約書第26条（臨機の措置）の規定による。

 5.機材の品質等

　　　事項を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受け
　　　た場合は、証明となる資料等の提出を省略することができる。

水道直結部に使用する弁の耐圧は、ＪＩＳ又はＪＶ １０Ｋとする。

 8.施　工　図　等

9.機材の承諾図

10.総 合 調 整

11.電　動　機

12.電源周波数

13.容量等の表示

15.案　内　板

16.配　管

17.地中埋設標等

18.弁　類

19.絶縁フランジ・絶縁継手

20.鋼管用伸縮管継手

21.防振吊り金物及び

22.保　温

23.塗　装

24.は　つ　り

25.天井仕上区分

ステンレス鋼管に取り付ける呼び径６５以上の弁は、ステンレス製とする。

　　　デヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を

　　　熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極

改修標準仕様書第３編２.２.７「既設ダクトの再利用」による。
改修標準仕様書第３編２.２.８「ダクト清掃」を　　・ 行う　　・ 行わない

改修標準仕様書第２編５.１.３「あと施工アンカー」による。

工事区分表（図面に特記なき場合は工事区分表による）

電線及びＥＭケーブルの規格は標準仕様書第４編１.５.１表４.１.１１による。
電線類は、ＥＭケ－ブルを使用する。（機器、盤類を除いてもよい）

26..電線類

　（１）図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の標準仕様書等によ

　（２）電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特記仕様書を適用する。

　（１）章は●印の付いたものを適用し、項目及び特記事項は○印の付いたものを適用する。
　（２）特記事項のうち選択する事項は、・印の付いたものを適用する。
（３）受注者は、南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する情報（臨時）

（２）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると

（３）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」

（１）本工事において、｢国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成１２年法
律第１００号）に基づく、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成３１年２月閣
議決定）」に定める特定調達品目の分野｢公共工事｣の品目を調達する場合は、判断の基準等
を満たすものとする。

・ 電気式　　・ 電子式　　・ デジタル式　

 (1)内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。
 (2)空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及びダクト系で消音
　　内貼したチャンバーには点検口を設置し、寸法は図示による。
 (3)外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは雨水の滞留のないよ
　　うに施工する。

 (1)防煙ダンパー　　　復帰方式（ ・ 遠隔(定格入力はDC24V 0.7A以下)　・　　　　　）

 (2)蒸気加熱コイル廻り（標準図）の弁は仕切弁とする。
 (3)ファンコイルユニットと冷温水管の接続部（往･還）には、ボール弁を取付ける。

 (1)冷温水コイル廻り（標準図）の弁は（ ・ 仕切弁 ・ バタフライ弁 ）とする。

図示の位置に取り付ける。

　　また、ファンコイルユニットには、（・ 流量調整弁　・ 定流量弁）を設置する。

　　（白）とする。

 　　　　　　　　　　　 ・ 塩ビライニング鋼管（ＶＡ又はＶＢ）

　　　　　　　　　　　　・ 圧力配管用炭素鋼鋼管（黒）Ｓｃｈ４０
　　　　　　　還管　　　・ 圧力配管用炭素鋼鋼管（黒）Ｓｃｈ８０

 (1)冷温水管　　　　　　・ 配管用炭素鋼鋼管（白）　　　・　

 (4)冷媒管　　　　　　　・ 断熱材被覆銅管（難燃性）
 (5)膨張管、空気抜き管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管は配管用炭素鋼鋼管

 (6)加湿用給水管　　　　・ ステンレス鋼管　　・ ポリ粉体鋼管（ ＰＡ又はＰＢ）

 (7)蒸気管　　給気管　　・ 配管用炭素鋼鋼管（黒）　　　・　

 (8)油管　　　　　　　　・ 配管用炭素鋼鋼管（黒）　　　・　

    　　　　　　　　　　・ 架橋ポリエチレン管（20Ａ以下）

 (2)冷却水管　　　　　　・ 配管用炭素鋼鋼管（白）　　　・　

　　　　　　　　　　　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管
 (3)空調用排水管　　　　・ 配管用炭素鋼鋼管（白）　　　・ 

 (2)ピストンダンパー　復帰方式（ ・ 遠隔　　　・　　　　　　）

 4.チャンバー

 5.ダンパー

 6.風量測定口

 7.配 管 材 料

 8.弁　類

 1.ダ　ク　ト  ・ 低圧ダクト　 ・ コーナーボルト工法（長辺の長さが1,500mm以下の部分）
 　　　　　　　　・ アングルフランジ工法

空気調和機　　レタンチャンバー

　　　　　　　レタンチャンバー

　　機材名　　　　　計測部位　　　　 温度計 　　　 温度計　　　　　圧力計
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 の種類 　 入口側　出口側　入口側　出口側
冷温水機　　　冷温水　　　　　　　円形指示計　　 ○　　　○　　　○　　　○
冷凍機　　　　冷却水　　　　　　　円形指示計　　 ○　　　○　　　○　　　○

ユニット形　　冷温水　　　　　　　円形指示計　 　○　　　○　　　○　　　○

熱交換器　　　　　　　　　　　　　円形指示計　　 ○　　　○　　　○　　　○
ヘッダー　　　　　　　　　　　　　円形指示計　　 ○　　　○　　　○　　　○

着脱式の場合、（４０Ａ　　　個　１００Ａ　　　個　）を付属する。
なお瞬間流量計の形式は、（ ・ 固定式　 ・ 着脱式 ）とする。
瞬間流量計はピトー管方式によるもので、止水コック付とし、図示の位置に取り付ける。

　また、フロートスイッチ部はステンレス鋼製（油面検出部）とする。

　制御盤には（ ・ 給油ポンプ制御　・ 返油ポンプ制御　・ 漏えい検知警報
　・ 満油警報　・ 減油警報　・ 遠隔警報　 ・ 電磁弁制御 ）の端子を設ける。
　なお、フロートスイッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の標準仕様とする。

標準仕様書第２編３．１．４によるほか、次による。

 ・ 空気調和機及びファンコイルユニットの排水管の保温は、標準仕様書第２編３．１
 　 ．５の排水管の項による。

パッケージ形　サプライチャンバー　円形指示計　 　○　　　○

空気調和機　　サプライチャンバー　円形指示計　　 ○　　　○

 　　　屋内露出（ ・ 合成樹脂製カバー　・ 保温化粧ケース（材質：　　　　））
 　　　屋外露出（ ・ ステンレス鋼板　　・ 保温化粧ケース（材質： 　　 　）
　　 　　　　　　 ・ カラー亜鉛鉄板　　・ 溶融アルミニウム-亜鉛鉄板 ）

下記の表に○をつけた箇所に設置する。なお円形指示計は100mmφ以上とする。

 ・ 膨張管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管の保温は、標準仕様書第２編
 　 ３．１．４の温水管の項による。

 ・ 冷媒管の保温外装は下記による。（ただし、天井内、機械室内、PS内は保温外装不要）

 1.ダ　ク　ト  ・ 亜鉛鉄板　　・ 普通鋼板（厚１．６mm）

 2.排煙口の形式

 ・ 電気式　（ 遠隔復帰　 ・ 要　・ 不要 ）　　　　・ ワイヤ－式

 4.排煙風量測定
の排煙風量の検査方法に準じる。

　空気調和設備の当該項目による。

 2.風量測定口

 

 3.ダンパー

 ・ 厨房系統　　　・ 浴室（シャワー室、脱衣室を含む）系統

 5.チャンバー

 4.シールする排気

次のダクトは保温を行う。

　 ダクトの系統

　図示の位置に取り付ける。

 6.保　温

 ・ 厨房系統の排気ダクトは標準仕様書第３編２．２．２．２のダクトの板厚の項より一番

 ・ 外気取入れ用ダクトの保温要　（保温の厚さ２５ｍｍ、範囲は図示による）

 ・ 多湿箇所のダクトの保温要　（保温の厚さ５０ｍｍ、範囲は図示による）
 ・ 排気用ダクトの保温要　（保温の厚さ２５ｍｍ、範囲は図示による）

 ・ 厨房及び湯沸室の排気ダクトの保温要　（保温の厚さ５０ｍｍ(RW)、範囲は図示による）

 ・ 天井取付（　・ スリット形　　・ パネル形　）
 ・ 壁取付　（　・ スリット形　　・ パネル形　）　 ・　

 ・  

 ・ 高圧1ダクト（範囲は図示による）
 ・ ステンレスダクト及び塩化ビニルダクト（範囲及び仕様は図示による）

 　 手厚いものを使用する。（範囲は図示による）

　空気調和設備の当該項目による。

 3.排煙口開放及び復帰方式

 　　　　　　　　・ スパイラルダクト

 9.温度計・圧力計

10.瞬間流量計

11.油面制御装置

12.保温及び消音内貼

 ・ 建物内のエア抜き管の保温は標準仕様書第２編３．１．４の温水管の項による。
 　 （エア抜き弁以降の配管は除く）

 ・ 外気取入れ用ダクトの保温要（保温の厚さ２５ｍｍ、範囲は図示による）

 ・ 還気用ダクトの保温要（保温の厚さ２５ｍｍ、範囲は図示による）
 ・ 排気用ダクトの保温要（保温の厚さ２５ｍｍ、範囲は図示による）

建築設備定期検査業務基準書２０１６年版（(一財)日本建築設備･昇降機センター）

別図による

電線及びＥＭケーブルの規格は標準仕様書第４編１.５.１表４.１.１１による。
屋外、屋内露出の配線は、図面に特記のない限り金属管配線とする。
天井内隠ぺいの配線は、図面に特記のない限りケーブル配線とする。

 　その他
 1.システム構成

 2.電気計装用配線

共に、次の１から４を満たすものとする。
　１　合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、パーティ

　２　接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を

　３　接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等

　４　１の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアル

とは次の１又は２に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の３又は４に該当する

　１　建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアル

　２　建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料
　３　建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料
　４　建築基準法施行令第２０条の７第３項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

屋外設置のマンホール類には用途名を入れる。27.そ　の　他

屋外配管は圧鋼電線管（Ｚ３０）とする。

４．指定部分　　・　無　　　・　有　　

   ・呼び径６５Ｓｕ以下（・ＳＡＳ３２２を満足した継手　　・　　　　　　　　　）
(1)ステンレス鋼管の接合は、下記による。

　調査項目　：施工状況確認

（２）別表－１に機材等名が記載された製造業者等は次の１から６すべての事項を満たす
　　　証明となる資料を提出し監督職員の承諾を受ける。ただし、次の１から６すべての

　　　１　品質及び性能に関する試験データを整備していること。
　　　２　生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
　　　３　安定的な供給が可能であること。
　　　４　法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
　　　５　製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
　　　６　販売、保守等の営業体制を整えていること。

　調査範囲　：図示　　　　　　調査方法：既存資料調査及び現場確認 

　　・ 外部足場（ ・ D種　・ E種　・ 　種 ）
　　・ 内部足場（ ・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種　・ Ｄ種　・　種 ）

　上層階とは２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、
　１０～１２階建の場合は上層３階、１３階以上の場合は上層４階とする。
　中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの。

　　　　　　　　　　　　　　　重要機器　一般機器　　重要機器　一般機器

　設計用標準水平震度

　　　　　　　水槽類　　　　　　1.5　　　　1.0　　　　1.0　　　　0.6　　
　地階・１階　防振支持の機器　　1.0　　　　1.0　　　　1.0　　　　0.6　　
　　　　　　　機器　　　　　　　1.0　　　　0.6　　　　0.6　　　　0.4　　
　　　　　　　水槽類　　　　　　1.5　　　　1.0　　　　1.0　　　　0.6　　
　中間階　　　防振支持の機器　　1.5　　　　1.5　　　　1.5　　　　1.0　　
　　　　　　　機器　　　　　　　1.5　　　　1.0　　　　1.0　　　　0.6　　
　塔屋　　　　水槽類　　　　　　2.0　　　　1.5　　　　1.5　　　　1.0　　
　屋上・及び　防振支持の機器　　2.0　　　　2.0　　　　2.0　　　　1.5　　
　上層階　　　機器　　　　　　　2.0　　　　1.5　　　　1.5　　　　1.0　　

　　部　位　　 　機器種別 　　　　・ 特定の施設　　　　・ 一般の施設

（独立行政法人建築研究所監修）による。
14.耐 震 施　工 設備機器の固定は、施設の分類に応じて次による。

（１）機器の据付け及び取付け(対象は監督員との協議による)
　　　設計用水平地震力は、機器の重量【kN】（水槽その他の貯槽にあっては満水時の液体重量

に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。
なお、特記なき場合、設計用標準水平震度は次による。

※重要機器は別図で機器表に記載。

（２）設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の１／２とした値とする。

　　　　温度(DB) 湿度(RH) 温度(DB) 湿度(RH) 温度(DB) 湿度(RH)

　　　　　　　外　　気　　　　屋　　内
　　　　　一　般　系　統　　一　般　系　統

 2.ばいじん量測定口 設ける（測定口は８０mm以上とし、取り付け箇所は煙道の直線部とする）

 ・ 低圧ダクト　 ・ コーナーボルト工法（長辺の長さが1,500mm以下の部分）
　　　　　　　　 ・ アングルフランジ工法

 ・ 高圧1ダクト（範囲は図示による。）
　　　　　　　　 ・ スパイラルダクト

 3.ダ　ク　ト

※夏季の湿度は、設計計算上の数値であり、目標値とする

　　　・　公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版)(以下「標準仕様書」という。)
　　　・　公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版)(以下「改修標準仕様書」という。)
　　　・　公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(令和4年版)(以下「標準図」という。)

・ 個別分散方式

換
気
設
備

排
煙
設
備

自
動
制
御
設
備

特記仕様書（１）

（機械設備の部）
Ｍ－０１

　夏季　　35.2℃ 　53.1％ 　26℃ 　　成行 　　　℃ 　　　％

　冬季　　 1.4℃ 　59.8％ 　22℃ 　　成行 　　　℃ 　　　％

市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事

市営住宅畑野住宅 ＲＣ造　地上２階 359.34㎡ 259.34㎡ 別表第１( 5 )項

志摩市志摩町布施田2222-1

市営住宅

　　　　　　　雑排水（ ・ 直放流下水管　　　　　 ・ 合併処理浄化槽　）
建物外放流先　汚　水（ ・ 直放流下水管　　　　　 ・ 合併処理浄化槽　）

令和８年度

令和８年度　市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事



 ・ 耐熱性ライニング鋼管　　　　　　　　・ 被耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVP)

マンホ－ルふた・弁桝ふた

工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文

新築工事

A3:A2×70.7%（機械設備の部）

章　　　項　　　　目　　　　　　　特　　　　　　　　記　　　　　　　　事　　　　　　　　項
別表－１

○
衛
生
器
具
設
備

洗浄水量は４Ｌ/回以下とし、使用状況により洗浄水量が制御できるものとする。

 ・ カウンター取付け形
 ・ 耐寒水栓（吊コマ）　　・ 湯沸室流し用の水栓は泡沫式とする。

排水口は（　・ 目皿　　・ 鎖付きゴム栓）とする。

和風便器の防火区画貫通処理は標準図による。

 1.小　便　器

 2.水　　栓

 3.掃 除 流 し

 4.和風便器耐火カバー

　機　材　等　名

○
給
水
設
備

 1.配管材料  (1)一般配管　　 ・ ステンレス鋼管（ＳＵＳ３０４）

 　　上記の選択で、ポリ粉体鋼管又は塩ビライニング鋼管を使用する場合、厨房、浴室等
 　　のシンダー内配管はＰＤ又はＶＤとする。
 (2)地中埋設配管 ・ ステンレス鋼管（ＳＵＳ３１６）(・ 建物内　　・ 屋外部分）

 (3)水道直結配管　引込みは水道事業者の指定による。量水器以降は、(1)及び(2)による。

 2.引き込み納付金  ・ 要（　・　本工事　　・ 別途工事）　　・ 不要

 3.量　水　器

 　　　　　　　　・ 塩ビライニング鋼管（・ ＶＡ又はＶＢ　・ 　　　　　）

 　　　　　　　　・ ポリ紛体鋼管（ＰＤ)
 　　　　　　　　・ 塩ビライニング鋼管（ＶＤ）

 4.量水器桝  ・ 水道事業者指定品（　・ 貸与品　　　・ 買取り）　　　　　　・ 標準図ＭＣ形

 5.水　栓　柱

 7.凍結深度  屋外配管の凍結深度は　　　mm

 1.配管材料

  　　　　　　　　　　　　　　・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(ＲＦ－ＶＰ)

  　　　　　　　　　　　　　　・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(ＲＦ－ＶＰ)

 　　　　 ポンプアップ排水管　・ 配管用炭素鋼鋼管（白）
  　　　　　　　　　　　　　　・ コーティング鋼管

  　　　　　　　　　　　　　　・ 排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(ＲＥＰ－ＶＵ)
  　　　　　　　　　　　　　　・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管（ＲＳ－ＶＵ）
  　　　　　　　　　　　　　　・ コンクリート管（ ・ 外圧管１種のＢ形　・ 　　　　）

○
排
水
設
備

 リサイクルビニル管の適用範囲（ＲＦ－ＶＰ）：屋内の無圧の排水配管用
 　　　　　　　　　　　　　　（ＲＥＰ－ＶＵ）：無圧排水用途の硬質塩化ビニル管
 　　　　　　　　　　　　　　（ＲＳ－ＶＵ）：埋設部で無圧の一般流体輸送配管用

 2.洗面器等の排水管  (1)洗面器及び手洗器に直結する排水管は器具トラップより１サイズアップとする。

 ・ 合成樹脂製　　・ ステンレス製　　　・ 人造石とぎ出し製　　・ アルミニウム合金製

 (1)屋内　汚水管　　　　　　　・ 排水用塩ビライニング鋼管　　・ 

 　　　　 雑排水管・通気管　　・ 配管用炭素鋼鋼管（白）　　　・ 

 6.管の地中埋設深さ  ・ 埋設深さは原則として、車両通行部分では管の上端より( ・ 600mm　・ 　　mm)以上
 　　　　　　　　　　　 　その他の部分では管の上端より( ・ 300mm　・ 　　mm)以上

 (2)給湯室台所流し等の床上部分の配管は、ビニル管（ＲＦ－ＶＰ）でもよい。

 2.保  　温 標準仕様書第２編３．１．５によるほか、下記による。

 3.そ　の　他 電気式給湯器等の膨張水排水を設ける。

 1.配管材料

(2)連結送水管　一般　・ 圧力配管用炭素鋼鋼管（白）（Ｓｃｈ４０）

(3)連結散水用　　　　・ 

(1)屋内消火栓　一般　・ ステンレス鋼管（ＳＵＳ３０４）　・ 配管用炭素鋼鋼管（白）
 　　　　　　　地中　・ ステンレス鋼管（ＳＵＳ３１６）　・　　　　　

箱内に別途機器（発信機及び電鈴）取付用の板を設ける。
 2.屋内消火栓種別

 3.屋内消火栓開閉弁 ・　１０Ｋ　 　　　　　　 ・ 

 4.地中埋設配管の接合 外面被覆鋼管の呼び径１００以下はねじ接合とする。

 5.保　　温 屋外露出部分　・ 有（標準仕様書第２編３．１．５の給水管の項による。）　・ 無

 2.機器の機能等 図示による。

 1.機器の寸法 概略寸法とする。　
設
備

 1.配管材料

 2.ガス充てん容器 ・　借用　　　・　本工事

 3.ガ ス メ ー タ

 4.ガス漏れ警報器

 1.配管材料
 ・ ステンレス鋼管（ＳＵＳ３０４）　　　・ 銅管
給湯管（膨張管及び補給水タンクよりボイラー等への補給水管を含む）

 ・ 要（　・ 本工事　　・ 別途工事）　・ 不要 3.放流納付金

 4.満水試験継手 　図示の位置に取り付ける。

 ・ 湯沸器の給排気筒（二重管）の隠ぺい箇所は表２．３．５のｈ・(イ)・Ⅸの保温を行う。 

　　　　　　　　　　　　　 　 ・ 　　　　　　　　　　　 

・  別途工事 
・　本工事（図示による）　外部出力端子　・　有　　・　無

 5.気密試験
液化石油ガス　　保持時間は、２４分以上とし記録計による測定表を提出する。

 1.形　　式 ・　ユニット形　　　・　現場施工形槽
設
備  2.測　定　表 一定期間経過後、放流水質性能等を記入した測定表を提出する。

・ 易操作性１号消火栓　　・ 広範囲型２号消火栓　　・ １号消火栓　　・ ２号消火栓　　

 親メーター（　・ 貸与品　・ 　 　　）　 親メーターの形式（ ・ 直読　・ パルス式）
 子メーター（  ・ 買取り　・ 　　　 ）　 子メーターの形式（ ・ 直読　・ パルス式）

 (3)大便器、小便器、洗面器及び掃除流しとの接続管は、ビニル管（ＲＦ－ＶＰ）とする。

都市ガス　　　　一般ガス導管事業者の供給規定による。

 (2)屋外　桝間　　　　　　　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（　・ ＶＰ　　 ・ ＶＵ　）

（及び屋外第一桝まで）　　　　・ コーティング鋼管

　　　　　　　 地中　・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管（ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ）

 　　　　　　　　　地中埋設配管　　・ ポリエチレン被覆鋼管　・ ガス用ポリエチレン管

 親メーター（ ・ 現地表示式（直読式）　・ 遠隔表示式（　・電文式　・パルス式　）
 　　　　　（　・ 貸与品　・ 　 　　）　 
 親メーター（ ・ 現地表示式（直読式）　・ 遠隔表示式（　・電文式　・パルス式　）
 　　　　　（　・ 貸与品　・ 　 　　）　 

　　　　　　　　　　　　　　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）

　　　　　　　　　　　　　　　・ 硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ）

 　　　　　　　　・ 硬質塩化ビニル管(HIVP)

 　　　　　 　　 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)

給
湯
設
備

消
火
設
備

　
厨
房

ガ
ス
設
備

浄
化

特記仕様書（２）
Ｍ－０２市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事

衛生器具ユニット

・ 液化石油ガス　　一般配管　　　　・ ガス用ステンレス鋼フレキシブル菅

 ・ 保温付き被覆銅管　　　　　　　　　　・ 被覆付架橋ポリエチレン管(被覆5m/m)

・ 都市ガス　　　　一般ガス導管事業者の供給規定による。

 　　　　　　　　・ 被覆付架橋ポリエチレン管(被覆5m/m)

令和８年度



一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号縮尺図名工事名

中 村　政 文

一級建築士 大臣登録第182032号

電話(0599)43-0216番　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
整理番号 図面№

市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事
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将来浄化槽 将来浄化槽 将来浄化槽

5 6
125125125

5
0

キャップ止め
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既設管接続
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0

キャップ止め

既設管接続
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0

キャップ止め

既設管接続

29,160

６号室 ５号室 ４号室 ３号室 ２号室 １号室

物置

コンクリート蓋【撤去】 コンクリート蓋【撤去】 コンクリート蓋【撤去】

竪樋 竪樋 竪樋 竪樋 竪樋 竪樋

100 100 100 125 125 125

コンクリート蓋【撤去】 コンクリート蓋【撤去】 コンクリート蓋【撤去】

50 50 50 5050 50505050505050

改 修 後

改 修 前

A3:A2×70.7%

A2:S=1/100

改修前・後
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撤 去 配 管

既 設 排 水 管

更 新 排 水 管

立水栓

HI
VP

16

HI
VP

16

立水栓

1

符号

2

3

4

5

6

桝 符 号

Ｒ Ａ ２

Ｒ Ａ ２

Ｒ Ａ ２

Ｒ Ａ ２

Ｒ Ａ ２

Ｒ Ａ ２

Ｈ

1

符号

2

3

4

5

6

桝 符 号 Ｈ

321 4 5 6

Ｃ ２

Ｃ ２

Ｃ ２

Ｃ ２

Ｃ ２

Ｃ ２

符号

1 塩 ビ 小 径 桝

桝 名 称 Ｈ

3 0 0

塩 ビ 小 径 桝2

3 5 0

3 9 0

4 3 0

4 7 0

5 1 0

5 5 0

径 2 0 0　 塩 ビ 蓋

浄化槽５人
合併処理

浄化槽５人
合併処理

1
0
0

3 7 0

4 0 0

4 4 0

4 8 0

5 2 0

5 6 0

6 0 0

※　コンクリート蓋の撤去は建築工事

令和８年度
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中 村　政 文

一級建築士 大臣登録第182032号

電話(0599)43-0216番　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10

一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
整理番号 図面№縮尺図名工事名

市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事
NOSCALE

取手９φ（亜鉛メッキ）

記号 Ａ×Ｂ Ｔ Ｔ１ Ｔ２ ｈ Ｈ 蓋

１５０以上 コンクリート蓋二つ割６００迄

記号 Ａ×Ｂ Ｔ Ｔ１ Ｔ２ ｈ Ｈ 蓋

ＭＨＡ６００迄１５０以上ＲＡ２ ４５０×４５０ １００ １００ １２０ Ｃ２ ４５０×４５０ １００ １００ １２０

ＡＳＡＳ

コンクリート蓋

【撤去】

コンクリート蓋

【撤去】枠共

ＭＨＡ

【新設】

ＭＨＡ

【新設】アスファルト舗装に合せてレベル調整

Ｔ
１

Ｔ
２

ｈ

Ｔ
１

Ｔ
２

ｈ

Ｔ Ａ×Ｂ ＴＴ Ａ×Ｂ Ｔ

Ｈ Ｈ

撤 去新 設

Ｍ－０４
桝改修図

令和８年度



浄化槽改修図
中 村　政 文

一級建築士 大臣登録第182032号

電話(0599)43-0216番　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10

一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
整理番号 図面№縮尺図名工事名

市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事

衛生器具表

５号室 ６号室

名　称 ＬＩＸＩＬ 備　考 ＴＯＴＯ 備　考

洋風大便器

紙巻器

手　摺

DT-Z380，CF-39AT

CF-AA23D （ワンハンドカット機能）

NKF-520(600X600) （Ｌ型・600x600・ディンプルタイプ）

KF-AA71Dタオル掛 （400ｍｍ）

FTV2N-754Y洗面化粧台

ユニットバス ユニットバス建築工事 建築工事

CS232B#NW1 SH233BA#NW1  TC291#NW1

YH51R#NW1 YH51R#NW1

TS134GLCY7S#NW1 T110D28

YT500S4#NW1

LDPB075BAGEN2A LTL4D13U　LTL4D11U　LMPB075A1GDC1G

洗濯機パン

立水栓

PF-6464AC （640x640），TP-52（横引きトラップ），LF-WJ50KQA（緊急止水弁付横水栓）

LF-7RG-13-U （キー式・吐水口回転形） T200CSNR13

PWP640N2W PJ2008NW　TW11R

脱
衣
・
洗
面
室

便
　
所

浴
　
室

屋
　
外

１

１

１

１

１

１

１

１

脱
衣
・
洗
面
室

便
　
所

浴
　
室

屋
　
外

１

１

１

１

１

１

１

１

合
　
計

ＧＷ－１ ガス給湯器

記　号　　　名　称

型　式　　：屋外壁掛型

能　力　　：２０号

ガス消費量　：４３.６ｋＷ

ガス種　　　：ＬＰＧ

配管化粧カバー

リモコンコード（ＰＦ管保護）

ほか一式

浴室・台所へ取付

給湯機器表

型式・仕様 数 備　考

付属品

給気

給湯器本体
排気

ガス給湯器据付要領図

A3:A2×70.7%

A2:S=1/30

衛生換気機器表

BC-Z30S

1２Ｆ
洋室6帖B
(常時)

FY-08PDAE9D パイプファン(電気ｼｬｯﾀ/ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ)
1
1

FY-SV05W
VB-DW100A3

スイッチ(入切)
深形フード(ｱﾙﾐ/ｶﾞﾗﾘ/防虫網)

1

1

２Ｆ
洋室6帖B
(常時)

FY-GKF45L-W

FY-MFA043

自然給気口(定風量機能付/ﾎﾜｲﾄ)

深形フード(ｱﾙﾐ)

1

1

２Ｆ
洋室6帖A
(常時)

FY-GKF45L-W

FY-MFA043

自然給気口(定風量機能付/ﾎﾜｲﾄ)

深形フード(ｱﾙﾐ)

系　統 品　　名　　及　　び　　仕　　様 数量系　統 品　　名　　及　　び　　仕　　様 数量

1１Ｆ
便所
(常時)

FY-08PDAE9D パイプファン(電気ｼｬｯﾀ/ｲﾝﾃﾘｱﾊﾟﾈﾙ)
1
1

FY-SV05W
VB-DW100A3

スイッチ(入切)
深形フード(ｱﾙﾐ/ｶﾞﾗﾘ/防虫網)

1１Ｆ
台所
(局所)

FY-20PH6 台所用換気扇(交換式ﾌｨﾙﾀｰ/引き紐ｽｲｯﾁ付)

1
1

FY-HDA20
FY-KWA203

屋外フード
取付枠

1

1

１Ｆ
洋室6帖
(常時)

FY-GKF45L-W

FY-MFA043

自然給気口(定風量機能付/ﾎﾜｲﾄ)

深形フード(ｱﾙﾐ)

記号

V-1

OA-1

V-2

V-1

OA-1

記号

OA-1

5
0
0

1,000 100

1
,
6
5
0

1
,
4
5
0

1
0
0

1
0
0

汲み取り便槽

1
0
0

FRP汲取り便槽 ３か所撤去
(土間･基礎ｺﾝﾘｰﾄ共)

1,200

1,095

汲み取り便槽

1
,
7
3
5

断面詳細図　S=1/30

平面詳細図　S=1/30

100

設計ＧＬ

１ＦＬ

FJ FJ FJ

(機械設備工事)
合併処理浄化槽 ３室新設

コンクリートt=120 金ゴテ仕上

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ D10@200

1,500

1,395

5
0
0

1,000100 100

合併処理

浄化槽５人

1
0
0

20

合併処理

浄化槽５人

2
,
6
6
5

断面詳細図　S=1/30

平面詳細図　S=1/30

１ＦＬ

1
2
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
,
7
9
0

1
,
5
9
0

ﾀﾃ･ﾖｺ共D10@200

D13

設計ＧＬ

ＰＶＣ、ＰＰまたはＰＥ

ＦＲＰ

固形塩素剤

槽本体

パイプ類

マンホール

消毒剤

機　器　装　置　仕　様

ＰＰまたはＰＥ

ＰＰまたはＰＥ

充填率

充填率

充填率

有効容量

ＰＶＣ、ＰＰまたはＰＥ

吐出量 口　径

φ１３

嫌気濾材

接　触　材

好気濾材

総容量

ブロワ

　％

　％１６

　％５７

ｍ３

４６

有効容量

有効容量

有効容量

有効容量

有効容量

夾雑物除去槽

嫌気濾床槽

処理水槽

消毒槽

接触濾床槽

１

２

３

４

５

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

ｍ３

１．０４８

１．０５２

０．４８２

０．２３７

０．０１５

２．８３４

６０Ｌ／ｍｉｎ

台数

１

運転方式

　　５人

　１．００ｍ３／ｄ

型式名称

処理対象人員

汚水量

流入水質

放流水質 ＢＯＤ　１０ｍｇ／Ｌ ＳＳ　　１０ｍｇ／ＬＴ－Ｎ　１０ｍｇ／Ｌ

仕　様　表

設計番号

ＢＯＤ２００ｍｇ／Ｌ ＳＳ　１６０ｍｇ／ＬＴ－Ｎ　４５ｍｇ／Ｌ

ＰＰまたはＦＲＰ

間欠又は連続運転

フジクリーン　ＣＥＮｅｃｏ－５　型

配管化粧ｶﾊﾞｰ

ガス用ステンレス鋼フレキシブル菅架橋ポリエチレン管１３

GC15GV15

給湯 給水 ガス

Ｍ－０５

令和８年度

２

２

２

２

２

２

２

２

２

（キー式・吐水口回転形）6160-900(カクダイ) 6160-900(カクダイ)



工事名 図名 縮尺 図面№整理番号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10 電話(0599)43-0216番

一級建築士 大臣登録第182032号

中 村　政 文市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事
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A
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改修前

Ｎ

階段 階段
物入

押入

バ
ル

コ
ニ

ー

UP DN

1
,
2
0
0

改修前 １階平面詳細図　S=1/50 改修前 ２階平面詳細図　S=1/50

4,860

2,880 1,980

4,860

2,880 1,980

物置

ポーチ

1
,
0
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5

1
,
0
9
5

下駄箱

物入

和室6帖B

ホール

1,050 1,830

1,890 990

竪樋

竪樋

臭突

竪樋

竪樋

臭突

ルーフドレイン

ルーフドレイン

汲み取り便槽

玄関

竪樋

台所

脱衣・洗面室

浴室

G

G

G

G

75

Ｍ

既設量水器
ＢＯＸ（取替）

便所

Ｍ－０６
A2:S=1/50

A3:A2×70.7%

給排水衛生設備平面詳細図
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令和８年度

５～６号室 ５～６号室

13 12 11

11 10 9

13 12 11

11 10 9
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ルーフドレイン

洋室6帖B

洋室6帖A

玄関

床下点検口

物入

下駄箱

ポーチ

バ
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階段
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物入
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4,860

2,880 1,980

4,860

2,880 1,980

物置
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,
0
8
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1
,
0
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5

Ｍ

改修後

竪樋

竪樋

改修後 １階平面詳細図　S=1/50 改修後 ２階平面詳細図　S=1/50
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13

12 11 10 9 8 7

DNUP

123456789

A2:S=1/50

A3:A2×70.7%
中 村　政 文

一級建築士 大臣登録第182032号

電話(0599)43-0216番　〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3033-10

一級建築士事務所 三重県知事登録第1-354号

ナ 　 カ 　 ム 　 ラ 　 設 　 計
整理番号 図面№縮尺図名工事名

市営住宅畑野住宅長寿命化型改善工事

竪樋

ルーフドレイン

V
1

V
1

1
OA

竪樋

ＢＯＸ（新品）
既設量水器

1115サイズ
ユニットバス

50

台所

浴室

合併処理

浄化槽５人

ﾄﾞﾙｺﾞ通気

床下取付

50

G

G

G

75

7
5

1
0
0

100

50

5
0

5
0

立水栓

給排水衛生設備平面詳細図

改修後

給湯ヘッダー（３口）

給水ヘッダー（７口）

便所
ユニットバス付属換気扇

Ｍ－０７

G

2
0

4
0

50

ＡＣ配管穴（新品）
貫通穴（既設）

ＡＣ配管穴（新品）
貫通穴（既設）

ＡＣ配管穴（新品）

■■■■ ■

■■ ■■■ ■

■■■ ■ ■

■

■

■

貫通穴（既設）

15

脱衣・洗面室
15

（注）架橋ポリエチレン管は１６ｍｍ

H
I
V
P
1
6

■■

ﾌﾞﾛｱｰ

1
OA

取付高さは天井高の1/2とする

G

ﾌﾛﾘﾓｺﾝ

台所ﾘﾓｺﾝ

■

■

■

取付高さは天井高の1/2とする

1
OA

取付高さは天井高の1/2とする

コア穴あけ を示す■

■

■

便所壁取付

1
,
6
4
0

既設穴はキャップ止めのまま

既設穴はキャップ止めのまま

15

■■ 15

13

（注）浴室換気扇ダクトはＶＵ100m/m
LPGメーター廻りはＳＰＧ１５ 20

配置図参照

V
2

５～６号室 ５～６号室

令和８年度

13 12 11

11 10 9

13 12 11

11 10 9

塩ビ小径桝（Φ200）

塩ビ小径桝（Φ200）


